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巻頭言           

 

自然体験の指導者養成に貢献する 

 

３月１１日の東日本大震災により、被災された皆様に心

からお見舞い申し上げます。 

多くの尊い命が失われ、今なお不自由な避難生活を送ら

れている方々が数多くおられることに心が痛むばかりで

す。一日も早い復興をお祈りいたします。 

日清食品創業者 安藤百福（1910～2007）は、「食とスポ

ーツは健康を支える両輪である」という理念の下に、1983

年、安藤スポーツ･食文化振興財団を創設し、子どもたち

の健全育成を願って、その半生をスポーツ振興と食文化の

発展に尽くしました。とくに｢自然とのふれあいが、子ど

もたちの創造力を豊かにする｣という考えのもとに、長年にわたり自然体験活動の奨励と支援

に努めてきました。 

自然体験は、全ての教育の基礎であり、活発な身体活動、仲間とのコミュニケーション、好

奇心や興味、不便な中での創意･工夫･発見などを通じて「生きていくことの喜び」を体感でき

る活動です。自然体験活動を経験することが、子どもたちの成長に確実に良い影響を与えると

いう調査報告がある一方で、近年、自然体験に参加する子どもたちが減少していることが残念

でなりません。 

昨年５月、安藤百福の遺志を継承するため、生誕百年記念事業として「安藤百福記念 自然

体験活動指導者養成センター（略称：安藤百福センター）」を長野県小諸市に設立しました。

安藤百福センターは、自然体験を子どもたちに教える「指導者を育てる上級指導者」養成と、

指導カリキュラムの研究･開発を目的とした日本初の専門施設です。全国の自然体験活動の指

導者を目指す方々には、その資格取得に向けて、是非とも安藤百福センターをご利用いただき、

将来の日本を支える子どもたちの健全な育成と、日本における自然体験活動の普及に向けて、

お力を発揮していただけるよう期待しています。 

 

 

財団法人安藤スポーツ･食文化振興財団 

理事長 安藤 宏基 
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安藤百福センター竣工記念式典   

 

   2010年5月21日（金）、「安藤百福記念 自然体験活動指導者養成センター」の竣工式典が

行われました。河村建夫 衆議院議員（自然体験活動推進議員連盟 顧問）、文部科学省スポ

ーツ･青少年局 布村幸彦局長、長野県 村井仁知事、地元小諸市芹澤勤市長ら 150 名の来賓

をお迎えし、盛大に執り行われました。 

安藤財団 安藤宏基理事長より、「安藤

百福センターは、日清食品の創業者であ

り、安藤財団創設者である安藤百福の生

誕百年記念事業として、設立した日本初

の自然体験活動の指導者養成する専門施

設です。今後 10 年間で、上級指導者を

3,300 人養成する計画です」との挨拶が

ありました。安藤百福センターでは、上

級指導者養成事業のほかに、初級・中級

指導者養成や大学、大学院との提携、企

業研修、指導カリキュラム研究、自然体験の基盤となる環境思想の研究などにも取り組み、わ

が国を代表する自然体験活動の研修・研究センターとなることを目指しています。 

安藤百福センターの敷地は37,200㎡あり、地上2階、地下1階の約2,000㎡の建物には40

名収容の宿泊室と最大200名収容のカンファレンスホール、図書室、食堂、浴室などがありま

す。 
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安藤百福センターのこれから 

                                    岡島 成行 

 

まえがき 

安藤百福記念 自然体験活動指導者養成センター(以下、安藤百福センターとする)の社会的使

命について述べたいと思う。安藤百福センターの使命を理解するためにはその背景の理解が必

要だが、これまで体系的に説明がなかったため、外部の方々に理解しにくい面があった。その

点を解消するため、ここに要点をまとめておきたい。 

 

自然体験活動の意味 

自然体験活動は 1996 年、文部科学省が使い始めた言葉である。それまでは野外教育、環境

教育、冒険教育など様々な言葉が使われ、様々なジャンルが平行して存在していた。 

1980 年まではそれぞれの活動が独立的に存在していたが、徐々に連携した活動が始まり、

2000 年には野外教育団体、青少年団体、自然教育・環境教育団体、自然学校などが一同に集

まり、自然体験活動推進協議会（CONE）が設立された。CONE には 2011 年現在、約 280

団体が加盟している。こうした流れを受けて、わが国ではアウトドア活動一般や外遊びといわ

れるものや野外料理や昔話などをも自然体験活動の一分野としている。自然体験活動とは、野

球、サッカー、ラグビーなどのスポーツを除く「外での遊びごと」の総称として考えてよいだ

ろう。 また、文部省の報告書『青少年の野外教育の充実について 1966』では「自然の中で、

自然を利用して行われる各種活動であり、具体的には、キャンプ、ハイキング、スキー、カヌ

ーといった野外活動、動植物や星の観察といった自然・環境学習活動、自然物を使った工作や

自然の中での音楽会といった文化・芸術活動などを含んだ総合的な活動である」と定義されて

いる。 

さて、外での遊びごとだが、青少年の教育には欠かせない。虫や植物と接することで生き物

の死を知り、命の大切さに気付き、痛みを知り、友情を育み、直観力を養い、瞬間的な判断力

をも養う。学校では知識を教わるが、知恵の類のものは教わらない。知識の積み重ねも大事だ

が、同時にこうした知恵、人間力のようなものも人が成長するためには不可欠である。 

2011 年 4 月に開かれた中央教育審議会では、震災直後のトップレベルの人たちの判断力に

疑問が投げかけられ、「知識偏重の教育の在り方に欠陥があるのではないか」という指摘がな

された。小さいときからの野山で群れて遊ぶことができていたら、ずいぶんと違った結果にな

ったのではないかと私も思う。 

一方、環境教育の立場からは、自然との接触がない人には環境問題を解決する力がないので

はないか、と言われる。21 世紀における人類最大の懸案の一つである地球環境問題、とりわ

け地球温暖化は深刻だ。こうした課題の改善策を考える第一歩は事実を知ること、伝えること、

すなわち環境教育であることに疑いはない。その環境教育の基盤に自然体験がある。レイチェ

ル・カーソンの『センス・オブ・ワンダー』によれば、特に幼い時に自然と接することにより、
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人は豊かな感性を磨くことができるという。豊かな感性に育まれて初めて、伸びやかな知性が

生まれる。自然に対する正当な理解、評価ができない人が環境問題を語っていてもそれは単な

る知識であって、実際に行動する人にはなり得ない。自然を身体で分かっている人は地球の病

気についても身体で感じ、最も大切な部分を指摘することができるのだろう。幼き時の自然体

験は理屈抜きで自然の美しさや偉大さ、不思議さを身体で感じ取り、長く記憶にとどめること

ができる。その感性こそが環境教育の原点であり、核心なのだ。 

こうしたことを考え合わせると、これから 21 世紀に生きる人々にとって、自然体験活動は

教育上最も重要であることは明らかである。 

 

変革期に入った我が国の自然体験活動 

しかしながら、各種統計によると、我が国の自然体験活動は伸び悩んでいる。その原因は、

誰でもが安く楽しく安全に自然体験ができる社会的システムが確立されていないことである。

具体的には自然体験活動の施設が不足していること、指導者制度が確立していないこと、欧米

からの輸入プログラムが未消化で日本人に適合したプログラムなどが確立していないことな

どが挙げられる。我が国ではまだ、自然体験活動は単なる遊びであり、勉強の下位に置かれて

おり、社会的認知が不十分であることも影響しているだろう。 

こうした状況を打破しようと、1990 年以降、民間団体が中心となって指導者制度の統合や

団体の再結集などを行ってきた。その結果、2000 年に自然体験活動推進協議会（CONE）が

設立され、青少年団体、野外教育団体、環境教育団体、自然学校など様々な分野の市民団体の

横のつながりができた。しかし各団体とも会員の数は依然として減少傾向にあり、将来への確

たる見通しは立っていない。 

一方、国立の自然体験施設は民主党の仕分け作業で「いらない」と言われ、また公立の自然

体験施設は地方自治体の財政難のあおりを受けて次々と廃止されたり、指定管理者の手で運営

されるようになった。 

八方ふさがりの様相を見せている自然体験活動だが、2010年からCONEと独立行政法人国

立青少年教育振興機構が協調して新たな指導者制度を立ち上げることになり、2011 年 6 月、

検討委員会が発足する。民間と国立の巨大組織とが協力してオールジャパンの指導者養成制度

を確立しようという試みだ。青少年教育振興機構には2011年4月、自然体験活動を含む青少

年の体験活動のための研究センターができた。さらには国公立の指定管理者制度が進み始めて

いる。公立はすでに実施しているが、国立も指定管理者もしくは民間と合同の経営に向けて動

きだしている。ここにきてようやく官民一緒に自然体験活動を推進していこうという機運が盛

り上がってきた。 

そこで一つ課題が生まれてくる。国公立の自然体験施設は学校の先生が順に赴任してくる。

指導者は学校の先生であったが、指定管理になると指導者を民間が賄わなければならなくなる。

問題は、民間の指導者が足りないことだ。国公立の施設は国立が27か所、公立が約500か所

ある。そこに10人から20人の指導者が必要であるとすれば、5000人から10000人という膨
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大なプロの指導者が必要になる。 

現在、公立の施設の指定管理者は泥縄式に人を集め、促成栽培のような指導者養成を行い、

その場をしのいでいることが多い。指導内容は低下し、プログラムもおざなりになり、何より

も安全面が危惧される。指定管理を受ける民間団体、特に自然学校などにおいてプロ指導者の

不足が目に見えている。 

一方、スキーや山岳ガイドなどでも新たなカリキュラムを模索している。技能だけの身体能

力中心の指導ではお客さんが満足しない。幅広い常識が必要であり、環境問題や生態学、歴史

などの基礎的な知識がないと、お客の質問にもまともな返答ができない。それではせっかくの

お客さんも逃げていくだろう。 

プロ指導者の中でも中堅から上級になるに従って勉強しなければならないことが多くなる

のだが、日常の指導の繰り返しで、発展性が感じられないプロ指導者も時に現れる。これでは

組織が甘くなり、ひいては危険が忍びよることになる。中堅から上級者にかけての研修も必要

であり、資格も考えなければならないだろう。現在はプロの初級の資格があるだけだが、これ

も上級の資格（ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ）、経営ができる資格（ﾏﾈｰｼﾞｬｰ）などを整備していく必要がある。 

また、自然体験活動指導者は実際にフィールドで活躍する人だけではない。自然学校、自然

体験施設の長となるマネージャーや大学や研究機関の研究者も自然体験活動のプロとして扱 

              

 図１ 自然体験活動指導者制度の概要 
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わなければならない。安藤百福センターでは、2011 年 3 月にシンポジウムを開催し、全国か

ら多くの研究者に集まっていただいた。こうした試みも我が国ではかつて行われたことがなか

ったが、今後必要になってくるだろう。 

「ゆとり」や「癒し」が求められている時代に、自然体験活動は必ず必要なものとなってく

るに違いない。しかし我が国では以上に述べたような社会的なシステムが未完成である。国家

の役割、自治体の役割、民間の役割がそれぞれあるが、各自が全体の構図を理解し、自らの役

割を見極めて新たなシステムを構築していかなくてはならない。後世からみて、2011 年が大

きな転換点であったと言われるようになりたいと思う。 

 

安藤百福センターの役割 

安藤百福センターは非常に特異な存在である。民間会社が支援して国全体を見据えた指導者

養成を行うという事例は世界に例がない。文部科学省、環境省、財界、政治家などに問うても

感心する声ばかりが跳ね返ってくる。 

ではその社会的意味とは何だろう。 

第一に指導者養成であり、中でも上級指導者の養成である。安藤スポーツ・食文化振興財団

及び安藤百福センターではこれまでJEEFのプロ養成制度とCONEの上級指導者制度の改良

及び両者の調整やカリキュラムの互換性などを整備してきた。そうした経験にのっとって、

2010年度からCONEと青少年教育振興機構との間でさらに新たな指導者制度が検討され始め

た。それによると、図１の中では丸い点線で結ばれたJEEFのプロ指導者とCONEと教育振

興機構による新たな上級指導者、スキー指導員や山岳ガイドおよび研究者が上級指導者という

範疇に入る。新たな指導者養成制度の改定作業は2011年度中に終了し、2012年度から施行さ

れる見込みだ。改定作業では、上級指導者の位置付けが再検討されるが、その中でも最もレベ

ルの高い部分を安藤百福センターが担当することになるだろう。安藤百福センターは 2010 年

から 10 年の間に 3,300 人の上級指導者を送り出す計画だが、安藤百福センターで養成した指

導者の最終的な認定は CONE と青少年教育振興機構で作成中の新たな組織が行うことになる。 

二つ目の使命は、研究である。自然体験活動に関する研究分野は環境教育、野外教育、青少

年教育、体験教育、自然体験活動史、環境思想など既存の分野のほか指導者養成に関わる指導

法、プログラム開発などの研究分野がある。安藤百福センターではこのうち、特に環境思想に

力を入れていく方針である。地球環境問題はもはや科学的な技術革新や環境税のような経済的

手段、さらには法的手段によるだけでは手に負えず、人々の生き方や哲学、思想と言った人文

科学の助けを借りなければならない事態に入っている。すなわち地球環境問題の基本に新たな

環境思想の構築がある。 

一方、自然体験活動の分野でも日本の環境思想の整備が要求されている。欧米からの自然体

験プログラムが日本で広まらないことや日本型のプログラムが不十分なことの原因は日本の

環境思想が一般に認識されていないことにある。日本人の思想は古来自然とともにあり、現代

の環境思想と一致する。しかしながら古くからの日本の思想は環境問題の出現以前のものであ
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り、現代では過去のものとして取り扱われることが多い。こうした点をもう一度考え、日本思

想を現代の環境思想的視点で読み直す作業が必要となってくる。そして日本の環境思想が再構

築できれば、世界の環境思想をより充実させることが可能であり、同時に自然体験活動の基盤

ができ、欧米のプログラムを受け入れ、改良できるようになる。さらには世界に通用する日本

型自然体験プログラムができてくるだろう。環境思想の研究、特に「人と自然の関係」につい

ての考察は様々な活動分野の基礎、基盤をより強固にするものなのである。 

 

     図2  安藤百福記念 自然体験活動指導者養成センターの概要 

運営委員会
・・・専門委員会

センター長
事務局

研究開発

指導法研究

プログラム開発

環境思想・教育研究

自然科学研究

その他

上級トレーニング 一般トレーニング

子ども

家族

学校・クラス

シニア

大学向け単位

社員研修

リーダー等研修

プロ養成JEEF

山岳ガイド
スキーSAJ,SIA 等

大学・大学院
専門学校など

トヨタ自然学校

OJT校

環境省・林野庁
市町村の研修

提携 浅間山麓国際
自然学校

外国人留学生受け
入れ（中国・アジア）

新たなトレーナー

 

上級トレーニングと研究開発のほかにもう一つ、一般向けの様々な活動も実践していく予定

だ。子どもや家族のための自然学校の経営、大学向けの宿泊型授業の提供、社員教育、CONE

リーダーなど初級中級指導者の養成、シニアむけプログラムの提供などを行っていく。自然学

校の経営は大学の付属小学校のように研究成果を実践する場として運営する。 

その他、大学、大学院との提携、トヨタ白川郷自然学校やプロ養成のOJT（on the job training）

の受け入れ校との連携、中国をはじめアジア各国への支援などがある。 

これらの活動を一度に実現することはできないが、時間をかけてじっくり育てていきたいと

思う。 

 

岡島 成行（おかじま しげゆき） 

公益社団法人日本環境教育フォーラム理事長、大妻女子大学教授、安藤百福センターセンター長、

など 
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日本のアウトドアマーケットを考察する 

中村 達 

 

 現在、この国のアウトドアズは、東日本大震災の影響があるとはいえ、好況を持続している。

その背景には人口の高齢化にともなう健康志向、地球環境に対する意識の向上と自然志向の高

まりがある。それが「山ガール」、「富士登山」、「高尾山登山」などをブームに押し上げ、アウ

トドアズが活況をみせている。また、減少傾向にあるとはいえ、中高年登山はアウトドアアク

ティビティの地位を不動のものにして、なおも健在である。さらに観光旅行も自然体感型のニ

ーズが高くなるにつれ、冒険型旅行などのアウトドア指向が顕著になってきた。ただ、このア

ウトドア人気が一過性のブームとして終焉するのか、さらに、果たして子どもたちの自然体験

活動に、波及していくのかどうかの道筋は、まだ見えていない。 

 ちなみに、昨年の国内アウトドアメーカーの出荷額（※1）は、およそ 1,440 億円と推計さ

れ、前年対比で5.5％上昇した。全スポーツ用品の中でトップの伸び率であった。 

 

国土の68％が山の国の自然体験 

 この国の国土のおよそ 68％が、山岳丘陵地帯か森林で覆われている。平野部や盆地は、田

畑と住宅地、工場などが建ち、自然が残るのはごくわずかである。この地勢からアウトドアズ、

つまり自然体験活動は、必然的に山か急峻な河川、あるいは海が主な舞台となる。中でも山岳

地は、少なくなったとはいえ、植生が豊かで四季の変化も美しく、まだまだ自然を楽しむこと

ができるフィールドである。里山からアルプスの雪山まで、世界でも類まれな多様性に富んだ、

すばらしいアウトドアズのステージがある。 

 「あやしいオヤジを正しいオヤジにする研修会」というのが、日清食品グループの CSR の

ひとつとして行われている。定年退職後、何もすることがなくブラブラしていては、何となく

怪しく見られる。しかし、自然体験活動指導者の資格を取得し、地域社会で子どもたちに指導

すればボランティアとしても評価され、怪しさも薄れるのではないか。指導者資格として ID

カードも交付されるので、会社の名刺に代わって身元も証明することができる。そんな効果を

期待して、このプロジェクトがスタートした。 

 研修会は安藤百福センターで開催され、これまでにおよそ100名の自然体験活動リーダーが

誕生した。3日間で自然体験活動の理念、リスクマネージメント、指導法、基礎技術など、計

23 時間の濃密なカリキュラムが組まれている。研修を終えた参加者の感想文を読むと、講座

のひとつである「黒斑山登山」が、毎回、ほぼ全員が一致して、いい体験が出来たと高評価で

ある。感動や達成感、自己啓発、自分発見、自然のすばらしさ、健康などの文字が躍っている。

せいぜい2千数百メートルの山で、2時間もあれば頂上に立つことができる浅間の前山登山で

も、研修生に大きな満足感を与えている。 

 森の中での研修も重要であり、教室での講義も必要だが、感動、協調性、達成感、自然を知

るなど、自然体験活動に求められる多くのコンテンツは、「山に登る」という行為にうまく凝
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縮されているといえる。 

 しかしながら、自然体験活動の中で登山は、プログラムの中心にはなっていないことが多い。

また、指導者養成のカリキュラムにも登山活動は、さほど重きをおかれていないようだ。例え

里山や低山であっても、登山を指導するには、指導者はそれなりのトレーニングと長期間の経

験が必要とされる。それがネックとなって人材の不足につながって、結果的に「自然体験活動」

と「登山」を乖離させているように思われる。 

  

巨大になった登山人口 

昨年発表された「レジャー白書2010」（※2）で登山人口が、前年のおよそ 600 万人からほ

ぼ2倍の1,230万人となった。それをもって登山ブームといわれている。1,230万人の登山人

口といえば、赤ん坊や寝たきり老人などを差し引くと、少なく見積もって、10 人に一人以上

が登山をしているという、おそらく世界でも有数の登山王国になる。 

ただ、「レジャー白書」で登山が大きく増えた理

由として、調査方法がインターネットに変更された

こと。さらに、登山とハイキングの定義が明確では

ないことなどが指摘される。 

                回答者自身の考えで自分の行為が、登山なの                

のか、ハイキングなのかを選ばねばなら なのか、ハイキングなのかを選ばねばならない。例 

えば、ブームの高尾山は「高尾山登山」と呼ばれて

いるし、登った経験のある回答者は、「登山」と答え

るに違いない。本来、慣習的な定義でいけば、高尾

山はハイキングのカテゴリーだろう。夏の富士登山

も同様である。 

また、「ピクニック・ハイキング・野外散歩」も、近郊の里山ハイキングから自宅近くの公

園散歩までと幅広く、実態はつかみにくいものの、国民の健康志向が背景にあるのは容易に想

像がつく。ただ、このデータのみをもって、アウトドア人口実態を捉えるのは難しいが、アウ

トドアマーケットの動向を考察するには、「レジャー白書」しかないのも事実である。いずれ

にせよ、登山、ハイキング、トレッキングはこの国のアウトドアアクティビティでは常に上位

に入っており、マーケット特性も登山をコアに考察する必要がある。 

自然体験活動の重要性が言われて久しいが、その普及と振興のためにはアウトドアズに特化

した、アクティビィティがしっかり定義された参加人口の調査が必要である。 

その点、米国のデータ（※3）は細かくカテゴライズされている。バックパッキングとクラ

イミングははっきり区分され、クライミングもアスレチック系のインドアと、岩や氷雪などを

登攀の対象とする登山、さらには日帰りのハイキングなどに分類されている。もっとも参加人

口の多く、裾野の広がりが大きいのでこのような分類が可能となる。 

また、米国のアウトドアズはハンティングが源流のひとつであり、減少傾向とはいえ参加人

アウトドア人口  単位：万人                

ピクニック・ハイキング・野外散歩   3,690  

登山   1,230  

オートキャンプ     480  

スキー     720  

スノーボード     430  

ジョギング・マラソン   2,550  

釣り   1,050  

国内観光旅行   6,390  

参考：レジャー白書2010 
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口は、およそ2,500万人と多い。この点は重要である。米国にはハンティング用品の製造から

発展してきた、伝統的なアウトドアメーカーも多い。 

 

    （米国のアウトドア人口）単位：千人 

一方、ヨーロッパはアルプスの登山や、 

フライフィッシング、乗馬、サファリ 

などの冒険旅行や探検旅行、さらにサ 

イクリングなどのアウトドアアクティ

ビティの参加人口                                 が多いのが特徴である。登山用具から 

冒険や乗馬用品などの老舗メーカーが、 

各国に存在している。中でも登山用具 

は、世界的に著名なブランドが数多く 

ある。 

  

 

 

 

 

                                                                                                                                     

 

 

 

        

 

 

 

 

                                                                              

 

山ガールの登場とアウトドアマーケット 

 「山ガール」がブームである。登山は苦しいけれど頂上に立てば達成感がある。自由で、開

放感があって、健康にもいい。そんな理由がブームの背景にある。これまで、中高年登山とい

えば、ファッションセンスがいまいちと揶揄されがちであったが、こと、山ガールに関しては、

カラフルなセンスとレイヤードが注目されている。アウトドアアパレルをうまくコーディネイ

トし、自分なりに山でお洒落を楽しんでいる。アウトドアファッション誌が数多く出版され、

ここ数年でトレンドも大きく変化し、アウトドアマーケットを成長させる大きな要因となった。 

 Outdoor Participation by Activity 2010     

Backpacking Overnight 8,349 9.2%  

Climbing (Sport/Indoor/ Boulder) 4,770 10.6%  

Climbing (Traditional/Ice/ Mountaineering) 2,198 19.8%  

Hiking (Day) 32,496 -0.2%  

Hunting (Bow) 3,908 -7.5% 

Hunting (Handgun) 2,709 19.0% 

Hunting (Rifle) 10,150 -8.7% 

Hunting (Shotgun) 8,062 -5.0% 

Trail Running 5,136 6.3% 

Wildlife Viewing  21,025 -1.2% 

資料：OUTDOOR FOUNDATION 

      OUTDOOR RECREATION PARCIPATION 2010  

 

 学校を休んでバックパッキング。授業は親が。 

 米、アパラチアントレイルで。 

 

伝統と市場の大きさは、子ども用のギア開発まで及ぶ。仏、シャモニで。 
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 また、山ガールの登場は、アウトドアファッションの流通チャンネルをも変化させようとし

ている。従来の登山専門店やアウトドアショップに加え、セレクトショップなどでも、よりフ

ァッション性の高いウェアやパックなどが販売されるようになり、アウトドアズはライフスタ

イル型へと変化する兆しである。ファッション業界からの新規参入も見られる。 

 山ガールの代表的なアイテムのひとつである「山スカート」は、昨年度対比で3倍というメ

ーカーもあって、アウトドア業界は特需に沸いている。ちなみに、2010 年のアウトドアウェ

アのメーカー出荷額は594億円で、前年度対比で105％であった。すべてのスポーツウェアの

中で、伸び率はトップとなり、山ガールが大きく貢献したようだ。 

 ただ、注目の「山ガール」も登山やトレッキングの指導を受ける機会は少ないようだ。かつ

て登山は、学校や職域の山岳部や山岳会で指導してきたし、数多くあった「町の登山専門店」

が情報の発信源となるなど、社会の中で登山を教えていく仕組みが存在していた。しかし、い

ま専門店でもアルバイトやパートの店員が多く、経験に裏打ちされた的確なアドバイスができ

ているかどうかは疑問である。また、大半の用品はネットでも購入することができ、用具・用

品が先行して、知識がついてきていないという現状がある。このままだと、山に慣れない「山

ガール」が、事故に遭遇する危険性は高いと言われている。「山ガール」の事故が多発すれば、

ブームは一気に収束に向かうであろう。 

ともあれ「山ガール」の登場は、この国のアウトドアズに新風をもたらしている。やがて彼

女たちが「山ママ」になって、子どもたちを登山に連れ出してくれれば、ライフスタイルとし

て根付いていく可能性もある。そのためにも「山ガール」を体系的に指導する方策を、早急に

検討する必要がある。                                       

 

自然体験活動をマーケットにするには、登山を避けて通れない 

日本は富士講に代表されるように、登山は信仰を目的とした大衆のレジャーであった。明治

になってヨーロッパからスポーツとしての登山が紹介され、学生の登山活動が盛んになり、や

がて労働者階級にも広がっていった。 

 戦後になって、昭和31年に日本人が8000ｍ峰のマナスルに初登頂し、一気に登山ブームが

到来した。山は若者たちに、格好の遊び場を提供した。一方で、戦後の民主主義教育の一環と

して、教育キャンプが学校を中心に行われ、林間学校や臨海学校などが、隆盛をきわめた。こ

の国では、登山はレジャーとして、キャンプは野外教育として発展してきたといえる。 

唯一キャンプの流れを変えたのが、バブル経済崩壊後のオートキャンプブームだった。「安・

近・短」というキーワードで、キャンプ用品マーケットは拡大した。それを見たある米国の有

名アウトドアメーカーの社長が「日本のアウトドアズはバーベキューキャンプだ！」と私に語

ったことが、印象深く残っている。その後、オートキャンプブームは収束したが、キャンプ用

品は安価に手に入れることができる日常生活用品になった、という効用をもたらした。 

日本のアウトドアマーケットは、登山やハイキングを中心にして成長してきた歴史がある。

そして、登山で使われるアウトドア用品が、都市に下りてきて生活用品となった例も多い。フ
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リースジャケット、デイパック、ダウンジャケット、アウトドアブーツなどは、日常生活の中

でごく普通に使われるようになった。ファッションアイティム化したもの多い。大震災の後、

非常用品としてヘッドランプや、スリーピングバックなどの需要も急増した。 

 

マーケットがもとめる指導者とは 

レジャーの登山と教育のキャンプでは目的が異なるので、別もの的な考え方が、結果として

登山と自然体験活動（野外教育）との距離を、引き離したと思われる。自然体験活動の指導教

本には、登山という項目があるものの、この業界には登山の専門家が少ない。その一方で、ツ

アー登山だけで、およそ9,000人のプロの山岳ガイドが、不足しているといわれている。 

この国ではアウトドアアクティビィティの参加人口の上位には、常に登山がある。現在、広

い意味での自然体験活動の中で、プロとして職業的に確立されているのは、山岳ガイド（里山

ガイドなども含む）や、山案内人といったものだろう。 

自然体験活動の指導者を養成しても、雇用は学校の教員、あるいは公立の施設や一部の自然

学校などのスタッフなどに限定されている。そのため専門学校などでは、プロの山岳ガイドの

資格取得ができる学科の人気が高くなってきている。自然体験活動の指導者が不足していると

いわれているものの、雇用に関しては需給バランスがとれていないマーケット構造になってい

る。また、自然体験活動はアウトドア用品用具市場としてのリソースは小さく、アウトドア業

界の多くが参入しなかった経緯もある。自然体験活動の指導者は、ボランティアのアマチュア

と考えられがちであるが、そもそもこの領域では、プロとアマチュアの境界は曖昧であり、線

引きはさほど意味もない。 

自然体験活動の大きな目的のひとつは、子どもたちに自然のすばらしさを教え、感動を与え

ることである。大の大人が日本百名山に歓喜したのは、連続する目標があったからだろう。子

どもたちも同様で、自然体験活動でも目標が連続し、感動や達成感が連鎖していることが望ま

れる。 

自然体験活動の指導者の養成は重要な作業だが、同時に需要も喚起する必要がある。「山」

というコンテンツをしっかり組み込んだ指導者の養成は、この分野の安定した雇用と市場の拡

大のための、必要十分条件であると考える。 

 

※ 1 矢野経済研究所「スポーツ用品市場に関する調査2011」 

※ 2 日本生産性本部「レジャー白書2010」 

※ 3 OUTDOOR FOUNDATION (USA) 

 

中村 達（なかむら とおる） 

アウトドアジャーナリスト・プロデューサー、安藤百福センター副センター長、ＮＰＯ法人アウト

ドアライフデザイン開発機構代表理事、日本アウトドアジャーナリスト協会代表委員など。 
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特集１  アウトドアフォーラム及び国際アウトドアシンポジウム 

           主催：NPO法人アウトドアライフデザイン開発機構 

           共催：安藤百福センター 

 

安藤百福センターでは2010年11月5日、6日の両日、アウトドアフォーラム「日本のアウ

トドアズを再考する」と国際シンポジウム「米国の事例に学ぶ、日本の自然体験活動の課題」

を開催した。「我が国のアウトドアをどのように発展させていくか」をテーマに内外の識者、

専門家を結集し、質の高い議論を展開した。 

 

アウトドアフォーラム「日本のアウトドアズを再考する」 

１１月５日（金） 

 

基調講演 「日本アウトドアズの状況」 

  岡島 成行（大妻女子大学教授、安藤百福センター センター長など） 

 記念講演 「火山と自然体験」 

  荒牧 重雄（東京大学名誉教授、安藤百福センター顧問） 

 特別講演 1「観光立国と自然環境・スポーツを利用した観光地活性化について」 

  坪田 知広（観光庁ニューツーリズム推進官、スポーツ観光推進室長兼地域競争力強化支

援室長） 

 特別講演 2「生涯スポーツにおけるアウトドアアクティビティ」 

  藤原 一成（文部科学省スポーツ・青少年局 生涯スポーツ課課長補佐） 

 講演 1  「スキーの現状と将来」 

  奥田 英二（元岐阜大学教授、元全日本スキー連盟専門委員） 

 講演 2  「様変わりする登山の現況」 

  磯野 剛太（山岳ガイド協会専務理事、安藤百福センター専門委員） 

 講演 3  「自然体感旅行（アドベンチャートラベル）の可能性と課題」 

  佐藤 博康（松本大学教授、安藤百福センター専門委員） 

 講演 4  「日本のアウトドアマーケットを考察する」 

  中村 達 （NPO法人アウトドアライフデザイン開発機構代表理事、安藤百福センター副

センター長） 
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国際アウトドアシンポジウム 

 11月6日（土） 

  

 記念講演 「米国における自然体験活動と指導者養成の現状と課題」 

  ジャック・シェア（米国ワイオミング州グランド・ティートン・サイエンススクール校長） 

コメント(自然学校のファウンド・レイジング) 

ロレール・ワイコフ（グランド・テイー・トーン自然学校資金担当） 

 

 シンポジウム「米国の事例に学ぶ、日本の自然体験活動の課題」 

  パネリスト 大西かおり（NPO法人大杉谷自然学校理事長） 

        佐藤 初雄（NPO法人自然体験活動推進協議会代表理事、安藤百福センター

専門委員） 

        下村 善量（独立行政法人国立青少年教育振興機構教育事業部長、安藤百福

センター専門委員） 

        節田 重節（NPO法人アウトドアライフデザイン開発機構会長、安藤百福セ

ンター専門委員長） 

  コーディネーター  

岡島 成行（大妻女子大学教授、安藤百福センター センター長） 
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アウトドアフォーラム「日本のアウトドアズを再考する」 11月5日（金） 

基調講演「日本の自然体験とアウトドアズの状況」   

岡島 成行  安藤百福センター センター長 

 

戦後 60 年を経て、社会の状況が大変に変化しております。にも関わらず、日本の社会シス

テムはあまり変わっていない。明治維新から140年、日中戦争後から63年はかなり長いスパ

ンで、そろそろ日本も変わるべき時期で

はないかと思っております。それから経

済の高度成長、これで日本は一流国と言

われるようになりましたが、日本人はう

んと働いた。サザエさんの波平さん、マ

スオさんは、夕方には家に帰っています。

それが高度成長によって我々は夜中まで

働く、土曜も日曜も出て働く。それが当

たり前のような感じになって、地域社会や子供との接点などがなくなっている。携帯電話、地

球環境問題、これはみんな 20 年ぐらい前から出てきたものですね。社会が非常に大きく変わ

っているということで、一言で言えば経済至上主義のところから、落ち着いた質の高い生活に

変換する時期だろうと思います。大きく国を変えなきゃいけない。そういう時期に入ってきて

いるのでしょう。 

青少年には、今さまざまな問題が起こっています。無気力だとかですね、引きこもりだとか、

不登校だとか、色々な課題がありますが、問題の根源にあるのは、地域の教育力の低下だと言

われております。地域社会での疎外感などがあって、地域社会が子供を育てるという雰囲気に

欠けてしまっているところに大きな問題点があるではないか。学校と家庭だけでは、なかなか

解決できない問題があります。学校と家庭、地域社会が、それぞれの役割を認識して、子供た

ちを育てていくという気持ちを持たないといけない。 

 

子ども文化の継承 

一方で子ども文化の継承がなされていない。今の子どもは覚えることが多すぎます。携帯電

話の操作も覚えなければならない、コンピューターも小学校の頃からやる。テレビゲームにし

ても、何にしても、いろいろなことを覚えなくてはいけない。そして忙しい。なおかつ、少子

化になっている。一番の欠点は大人の口出しですね。大人が子供に対して、あれしろ、これし

ろというふうに指示し、ほうっておかれる子どもが少ない。 

子ども文化というのは、大きい子と小さい子とが一緒になって群れて遊ぶことです。一緒に

なって山に入る。大きい子が小さい子に教える、小さい子がまた大きくなって、また小さい子

に教える。川での泳ぎ方、蜂の避け方、いろんなこと教わって、子どもたちだけで山に入って

遊べる。そういう技術と文化が継承されてきたわけなんですが、その継承が途切れてしまって
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いて、今の子どもたちは、子どもたちだけでは遊べない。 

そして体力もものすごく落ちています。背はひょろひょろ伸びているんですけれども筋力が

ない。転べば怪我をするという子も多くなってきています。学力低下が言われていますけれど

も、体力低下もかなり大きな課題ではないかと思います。体験活動が全く低下している。子ど

もたちだけでは遊べない。そうなると、どうしても社会的な支援システムを作らないといけな

いのです。これが、安藤財団にこのセンターを作っていただいた理由でもあります。 

 

海外の指導者制度 

欧米の自然体験を考えますと、アメリカでは「アメリカの国民のためにアウトドア・アンド・

レクリエーションを進展させるのだ」という考えのもとに膨大な投資をやってきました。国家

が作った基盤整備の上に乗って、現在は260大学で指導者養成の学部がある。 

フランスでは余暇センターがあり 23,000 か所の公立の自然学校で、アマチュアの指導者、

学生や学校の先生が毎年、資格を取って参加していく。子どもにかかったお金は、年度末の確

定申告で、所得によって返還されるということで、国家がかなりの負担をして子どもたちの自

然体験を支援している。イギリスには、29の専門学校と 11大学があります。これはプロ資格

が取得できる。国家資格というものは２つあります。 

欧米に共通しているのは、国家が基盤整備を行って、民間が活動する、というところです。

わが国でもここ 2～3 年で、文部科学省もかなりしっかりした基盤整備を作ってくれると思い

ますので、期待したいと思っております。 

日本では基盤システムは未成熟。指導者養成を行う大学、大学院は5カ所ぐらいしかありま

せん。国家的な養成システムはありません。そしてマーケットが非常に小さい。アメリカでは、

この指導者養成とか、国立公園や州立公園のレンジャーになる人とか、そういう方々が 5,000

人ぐらい毎年大学を卒業します。その人たちが就職できるマーケットがある、また、食糧、飲

料、ファッション、運輸、観光、農家民宿、アウトドアグッズなど巨大なマーケットがありま

す。せめて、わが国のマーケットがあと 2～3 倍ほしい。これは投資の割には、大きな見返り

が期待できる。国家の政策としては非常にいいのではないかなと考えております。 

 

品格のある国をめざして 

日本の特徴なのですが、国と県、市が青少年教育施設が作っております。国立で 28 ある。

非常に立派な施設です。公立は500ほどある。これから施設の整理統合、指定管理者制度の進

展があるでしょう。それがきちっと動けばそれなりの形になるかと思います。自然、環境、芸

術、国際交流、スポーツ、研究などの分野で青少年教育が盛んになることで、全国に何百とあ

る施設を、生き返らせることはできないかと思っております。 

体験活動の機会が増えれば、子どもたちの生きる力が育まれるでしょう。それから大人も経

済一辺倒の世界から、ゆとりを持った考え方になるでしょう。日本人の考え方が変わる。戦後

60 年の曲がり角じゃないでしょうか。大きな船が、ぐるりと回っていくわけですから、時間
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がかかるけれども、自然体験活動というのは、その回転を後押しするという役割を果たすこと

ができるのではないかなと思います。 

もう一つは、自然体験活動推進法というような、基本的な法律作ることが必要です。国民は

すべからく豊かで安全な自然体験を享受する権利がある。それを、国、民間、個人が、それぞ

れ責任を分かちあって推進する。そのような形の基本法のようなものを、作っていただきたい。

私たち関係者は今、必死に頑張っているところですが、まだまだ自然体験なんか遊びじゃない

か、勉強の方が大事だとしか言わない人たちがたくさんおりまして、前途多難ですが、勝負は

これからだと思います。 

自然体験が普及して落ち着いた人が増えれば、品のある国になるではないか。これから先の

日本は、こういう国を作っていったらどうでしょうか。これが私の提言でございます。 

 

（一部抜粋） 
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記念講演 「火山と自然体験」  

                       荒牧 重雄    東京大学名誉教授 

 

大学にいる頃は火山一本槍、気象研究をやっていた

んです。 

火山と自然体験は1対1です。なぜか。火山を研究

する学問ですよ、今実験室で火山を作るなんてできな

いですからね。ましてや難しい式を作って火山ができ

ないものだから、実際山に上がらなくてはいけない。

火山って、登りにくいんですよ、知っているでしょ？

道がギザギザじゃなくて、直登しますしね。火山とい

うのは面白くて、自然体験は100％火山ですよ。火山

に親しむということは、最上の自然体験の一つじゃあ

りませんか、ちょっとその可能性を考えてください。 

日本には火山環境が豊富にございます。そして面倒なことは、爆発なんですよ。非常に危険

でそばに寄れない。だけど凄いですよ、1回でも火山の噴火を見たら、いっぺんではまってし

まいます。 

もっともっと昔の文化を調べていくと、火山現象全体の理解ということで、これは地学全体、

地球全体の興味へと当然発達していくわけなんですね。実際に災害にあった浅間山なんて、230

年前の日本の人口は 1520 万人。そういう時から悲惨な話がいっぱいあるわけですね。いかに

その時、徳川幕府がお百姓さんを助けたのか、助けてなかったのか、なんて話になると、歴史、

社会の話になるじゃないですか。そういうヒューマンドラマまでも生々しく喋れる。これは、

リーダー、インタープリターの腕前一つです。 

火山は災害もあるから、マイナスのこともあります。しかしながら恩恵もある。例えば、景

観が美しい。また温泉も恩恵。それから地熱と土壌と鉱物資源。日本の地熱は、まだまだ利用

していない。バランスシートを見ますと波及効果で50兆円ぐらい稼げるでしょう。 

火山は日本にいっぱいあります。このうちの 30 ぐらいは、活動的といいますか、けっこう

噴火しますが、浅間山もその一つです。全部で100ぐらい活火山というものがございます。国

立公園のうち火山地域だと言えるのが21だから70％超えたところは火山地域だと言える。火

山は重要だということですね。日本では地域的な好条件、たくさんの火山があるにも関わらず、

生かされていないというように見えます。 

 

外国は火山で観光 

アメリカの本土は火山が無いと、みなさん思っているでしょ？オレゴン州だとか、ワシント

ン州だとか、カリフォルニア、ワイオミング、こういうところに火山が売りの国立公園という

のは、けっこうあるんです。 
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ニュージーランドとオーストラリア、アメリカを含めた3国だけ飛びぬけてて、ものすごく

自然保護によろしい、環境保全にもよろしい、インタープリターの質がよろしいというのでび

っくりしました。 

日本は、日本人の私が見ていてもダメですね。自然保護の意識が低いと私には見える。僕が

行っているのはイギリスとかヨーロッパですが。そういったことを踏まえて見ると、日本は国

立公園の専従職員数が1名～2名、アメリカでは数十名から数百名というケタが違います。イ

エローストーンなんかは400人ぐらいいるんですよ。簡単に言うと、日本の国立公園は積極的

経営をしていないように見えますね。 

ハワイのキラウェア火山は、年間160万人訪れていて、滞在時間がけっこう長いんです。ハ

レアカラなんてあまり知らないでしょうけど、これは200万人来て、これは通過型に近いんで

すけど、全体で250人くらいの職員がいる。ポイントは、インタープリターは非常に多くて強

くて、いろいろなことをやるように見えることと、それは4年生大学を卒業した人が非常に多

いということ。もちろんボランティアもいる。 

ここで申し上げたいポイントは、日本のインテリと西洋のインテリを比べると、日本は地学

に関する基礎知識が違う。好奇心が弱い。これはインタープリテーションをはたで聞いている

とそうですね。地学というのは、物理、化学、生物3種類の基礎的な知識の本に立っているの

が地学なんですよ。 

日本における自然インタープリテーションを見ていますと、動植物に偏っているように思い

ます。日本は緑がしたたっているものだから、植生がうんとカバーされて、そこには虫や花な

んかがいっぱいいて、目に付くのは分かるんですけど、地球の表面というのは全体で見ると、

そんなに草や木は生えていない、砂漠に近いところがけっこう多いと思いますよ。そういうと

ころは石なんです。それでポイントは、地学についてのインタープリターの質を高める必要が

あるのではないかと、私は思います。 

火山における自然体験は、噴火を実地体験するのが最もよろしいこと。これはなかなかチャ

ンスがない。今火山は爆発するから危ないから人を呼ぶなというようなネガティブな見方では

なくて、日本の世界に誇る科学技術を使って、火山に肉迫して実際に触ってみる。そういう方

向でやると、非常に面白い可能性というのが拓けてくると思います。噴火体験のチャンスはそ

れだけでは少なく、危険だよと言っているけれども、それにしても体験のチャンスはあるわけ

です。 

もう一つ言いたいことは、火山を見ていると、結局どこまでいくかというと、宇宙で始まっ

たということになりますね。山のてっぺん行って、座り込んでご飯を食べるときに、こういう

ことを話せると、子どもさんなんかは、こういう議論は学習できると思います。 

溶岩が流れてきたらどうする、軽石がなんやかんや。こういうものが、実際の噴火でどのよ

うにできたのか、本当はここがインタープリターの腕の見せ所だと思います。そういうところ

をやっていくと、子どもなんかは目を輝かせて面白いと言ったりしています。 
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イエローストーンのインタープリター 

9月にイエローストーンへ行って来ました。ご存知かもしれませんが、イエローストーンと

いうのはアメリカ人の誇りなんですね。なぜかというと、世界で一番最初にできた国立公園で

すし、アメリカの中で一番メンテナンスをされている、優遇されているんです。非常に素晴ら

しい自然だから、それを子孫に伝えるために、国立公園にしようというように至ったという話

があります。 

玄関口にいきなりスーパーボルケーノと書いてあるんですね。イエローストーンなんて何も

火山なんかありゃしない。しかし超巨大噴火があったことが分かってきた。これは数十万年に

1回とかというので、けっこう噴火しているんです。だけどそういう巨大な噴火があったんで

す。イエローストーンの正体ですね。国立公園全体が、実はスーパーカルデラだったというこ

とが分かった。それを売りにしているわけですね。 

インタープリテーションは本当に素晴らしいものだと思います。日本でもインタープリテー

ションが盛んです。ところがはたで聞いていると、日本のインタープリテーションは私が見て

いると、お客さんが黙って聞いていて、一言も質問しない。だからしょうがないから、インタ

ープリターがますます喋らなくてはならなくて、へとへとになって、黙ってさよならっ帰って

しまう。ところが、アメリカのインタープリテーションを見ると、最初の 5 分間だけですね、

レンジャーがコントロールできるのは。あとはみんながいろいろなことを質問したり、意見を

言うんですよ。誰が主役か分からなくなってしまって、ワイワイワイワイ。そのインタラクテ

ィブなやり取りは素晴らしいと思いますね。 

日本における自然体験というのは、感性的な面が強調されているのではないかと、疑ってお

ります。日本人は非常に感性が鋭いのはいいんだけれど、自然を学ぶ楽しみということの意識

が少ない。日本で学習なんて言うと、学習というのは、楽しいものではなく、苦しいものと思

っている人が、どうも多いんじゃないかなと。もっと自然学習というのを全面に出すべきだと

思います。 

面白いのは、火山も人の一生と比べると、けっこうアップ＆ダウンがあるんです。浅間とい

うのは時々ドンと音がして、振り返るとモクモクと黒い煙があがって、夕立の雨足のように、

灰がばーっと降っているのが見えるというのは、当たり前のことでした。 

疑似体験でもって、学習でもってということで、少なくともお客さんよりは、段違いに火山

についての知識を持っていない限り、風評被害を大きく撥ね退けて、たくさんのお客さんを呼

ぶということができないと思います。 

 

地学を自然体験活動に 

一方では、地震計とかいろいろ近代的な測定器を使うと、地球の内部、下の方ではマグマが

どうやって上がってくるかというのが、地震の分布から分かるよという話もできます。溶岩が

流れてくるというのは、粘性流体の重力を伴う力学でしょ。それから火山岩が飛んでくるのは、

ニュートン力学の必然の力学ですよ。放物線で飛んでくる全然別の物理方式です。数学が好き
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な子どもというのは、そっちで引っ張れば、興味を持つかもしれない。 

火山作用を起こす原因というのは、いっぱいある。自然体験をしている途中、休憩している

時、メシを食いながらでもいいですから、こういう話をちょくちょくすると、何％かの子ども

は、こっちに引き込まれて興味を持つ子がいますね。いろいろなところで誘導することができ

るのも面白いポイントの一つです。絵を使って近代的な火山の知識をつけて説明していくと、

だんだん子どもが引き込まれていく。もう少しついてくる大人に対しては、幕府はこういうバ

ックアップをして、高級な役人を現地に派遣したりとかの政治経済の話もできるじゃないです

か。いろいろ面白い。 

インタープリターさんたちが頑張って、こういったものを咀嚼して、うまくいかにしてお客

さんを引っ張りこむかというところで、面白いんじゃないかと思います。大変失礼ですけど、

植物なんかはものすごく入りやすいんです。この葉っぱを見ると面白いでしょとか、こっちの

木が互い違いに出ているとか、植物の分類にしては入りやすいんですよ。いろいろなことを言

われて何がなんだか分からなくなって、学校の先生ですら嫌になってしまうんですけど、地学

だとちょっと難しいから、なおさらやりにくいんですよね。それをなんとかいっぺんに言わず

に分割すれば、面白いんです。 

外人さんを見ていると、日本人ははるかに火山に対して興味がある人が多いんですよ。フラ

ンスから来た人に、あなたの国には火山なんてないじゃいか、なんで火山に興味を持つんだと

聞くと、火山が無いから面白いんだなんて言う人もいます。 

さて、私の結論は、非常に日本人は地学に弱いですね。火山は本当に面白いと思うんです。

私が申し上げていることも、少しはポイントがあるんじゃないかなという気も一方ではしてい

るものですから、その辺をご検討いただければありがたいと思います。 

 

（一部抜粋） 
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特別講演１. 「観光立国と自然環境・スポーツを活用した観光地域活性化について」 

  坪田 知広 ニューツーリズム推進官 

              スポーツ観光推進室長兼地域競争力強化支援室長 

観光庁は2年前にできました。国が観光庁を作って頑張って大々的にやろうとなったきっか

けは、得意としてきた産業が、新興国の追い上げなど

があって、このままでは1番であられるはずがないと

いう考えからです。周りを見回してみると、中国や韓

国が元気になってきている。ヨーロッパを見ると、や

はり観光で潤っている国というのは、多少景気が悪く

なっても、フランスでもイタリアでも元気がある。そ

ういうのを見ると、日本はあまりにも観光が立ち遅れ

ていたのではないか、そもそも日本はこのままでいく

と、2050 年にはガクンと 1 億を切るような人口にな

ってしまう。しかも少子高齢化ということで、非常に

人口構造的にもいびつ。そのうえ人口が減りながらも、いまだに東京に人が集まりつつありま

す。東京一人勝ちの状態である。このままでは、地方が疲弊してしまうということで、地域格

差の拡大と日本全体がしぼんでいくことを懸念しているという2つの問題から、2年前に観光

庁が立ち上がりました。 

生活の質を上げるためにも、自然体験とか観光というものを大事にしていこう。いい歴史と

か、文化的価値があるものがいっぱいあるのだから、これで日本の再活性にもなるんじゃない

かということから、観光による日本の再生というものを目指してやっていこうというわけです。 

我々がインバウンドと呼んでいる、外国から日本に観光に来てもらう勢いを増やしていこう

という考えが今の計画になっています。約束してしまったのでやらなくてはいけないのですが、

実は、今年の2010年をもって外国人観光客が1,000万にいかないと、目標が達成できないん

です。 

日本は、今外国人旅行者の受け入れが、中国や韓国より下にある。これだけポテンシャルが

あるのに、なにもったいないことをしているのか、と言われ続けてきました。 

 

休暇改革 

ある改革で賛否両論が出ているのが、休暇の改革です。実は自然体験で大事なのは、親と子

が一緒に過ごす時間をどう増やすのか、あるいは地域の大人たちとどう接点を持って、時間を

共有するしかなのですが、今はバラバラ。子どもは子どもで忙しい、大人は大人で忙しいとい

う状況で、子どもと大人の接着する時間がない。もちろん一緒にいたって別々の部屋でゲーム

したり、別のことをしている可能性もあるのですが、休暇を合わせるという努力をしないとい

けないと思います。我々は、労働界、経済界の協力も得て、あとは学校関係の協力も得てやっ

ていこうというプロジェクトを作り、省庁横断的に今、チャレンジしているわけです。 
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スポーツ観光の推進 

新しい観光分野として、ニューツーリズムという形で、推している分野でございます。それ

が、スポーツ観光というものと、衣料観光と、ファッション、食、映画、アニメと観光を掛け

合わせているような状態で。ファッションが大きい。スポーツとファッション。スポーツ観光

は、いろいろな方々に話を聞いていると、非常に可能性があると言ってくれています。我々も

観る、する、支えるで、整理しているんですけど、最初は観るで考えていたんですね。プロ野

球とかＪリーグのホーム＆アウェイの動きというのを、単に弾丸応援ツアーだけではなくて、

ゆっくり周辺観光も楽しむような、そういう応援スタイルを考えたのです。 

ところがスポーツの可能性というのは無限大で、マラソンは誰もが実感しているとおりです

し、ウォーキング、サイクリング、登山、トライアスロン、スキー、ゴルフ、草野球など枚挙

にいとまがない。可能性があるし、インバウンドの力にもなるんじゃないかということで、ス

ポーツを中心に考えています。スポーツと観光を掛け合わせて、地域を活性化し、日本経済を

活性化しようとする発想です。 

観光コンテンツとしては、中国人に代表されるように、まずは秋葉原でショッピングみたい

なことや、日本の食を味わおうとか温泉。だんだん深まっていくと、日本人が全般的に楽しん

でいるような、リゾート、登山、山歩き、釣りというような、アウトドアにもどんどん動いて

いける余地はあるんじゃないでしょうか。 

日本人がしているんだから、当然外国から来られた人にも、そういう環境とか情報を提供し

て、このマッチングをおこなうことが大事なんじゃないかと思います。そして、今の観光に必

要なのは、ストーリーですね。ただの温泉、ただの文化財では1回で飽きられて二度と来ない

と思います。それを連続で、周遊的に、または滞在日数を増やしてくるようなストーリーがな

くてはいけない。やはりこのストーリーを作るためには、ただの文化財だけとか温泉だけじゃ

なくて、そこに、食もそうですし、スポーツやアウトドアアクティビティをかけ合わせること

によって、楽しみ方が複層的になるし、再訪したくなる。 

スポーツの国際大会や世界のアウトドアの大会なども国も積極的に、文科省と観光庁が連携

してやろうと思っています。 

スポーツ観光を推進していくために一応連絡会議というものを設けて、スピード感を持って

やっているということで、予算要求につなげたりしていますが、やはり基本は規制緩和です。

観光庁、文部科学省、経産省、外務省、総務省が一緒になって、観光関係団体、スポーツ団体、

スポーツ関連企業、広告代理店、放送局、旅行会社などとともに画期的な会議を今年5月に立

ち上げて、4回の会議をおこなっています。 

また、我々情報発信が大事で観光庁のサイトの中で、スポーツと観光の情報を一元化して発

信しています。さらに、スポーツ観光相談窓口を設けております。スポーツ観光マイスターと

いうのも任命しています。表彰状一枚の代金と、名刺を100枚お渡ししているんですが、この

任命された人はミッションとして、義務として世界に出かけた時だけでなく記者会見とかの時

に必ず観光のことを言わなくてはいけない。日本って魅力があるのだから、そういうのを宣伝
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しないといけない。 

観光庁が来年一番力を入れようと思っているのが、実はスキー100周年でございます。自治

体が頑張っていたり、もちろんスキー連盟も頑張っていたり、その他のいろいろな関係団体が

頑張っていますけど。スキー、スノーボードを中心に、スノーリゾートですね。オールジャパ

ンでやるためには、観光庁や環境行政機関も入って、大きな動きにしていこうということで、

今いろいろな動きをしています。 

観光庁も海外のプロモーションと組んで、世界に売っていくための協力をしようと、いろい

ろな動きを始めています。世界のマーケットの展示会などで、日本のスキー場とか、雪の魅力

を発信しているところです。 

国交省の巨大な予算からすると小さい予算なんですが、早く成功事例を作って世の中に発信

して、これがスポーツ観光なんだということを、世の中に見せるためのいわゆるコンテスト＆

コンサル＆発信みたいな形でやっていきたいのです。民意が大事でございますので、みなさま

のご支援をよろしくお願いしたいと思います。 

 

（一部抜粋） 
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特別講演 2. 「生涯スポーツにおけるアウトドアアクティビティ」 

    藤原 一成  文部科学省スポーツ・青少年局生涯スポーツ課課長補佐 

 

過去一時期、平成の一桁からずっとやっていて、自

然体験活動はかなりの勢いで広まったという認識が

自分の中にもあります。 

私は、今生涯スポーツというところで、ここを設置

している百福先生に作っていただいた安藤スポー

ツ・食文化振興財団は、生涯スポーツ課の所管法人で

あります。生涯スポーツ課なのに、自然体験のことで

何を話しに来るのかということになりますが、実は、

生涯スポーツ課が本家本元なのです。野外活動を担当

しているのは、生涯スポーツ課であります。あれは、

スポーツです。教育ではないのです。教育だと思ってやっていらっしゃる方、間違っています。 

文部科学省が、スポーツの実施率、すなわち成人、大人が週1回スポーツをする人の割合を、

半分以上にしたい、50％以上にしたいという目標を 10年前に立てているんです。まだ 50％以

上に達していないという数値が昨年出ました。それの原因は 20代、30代ですね。この層がス

ポーツをしていないのです。 

 

野外教育から自然体験活動へ 

教育の話をします。文部科学省ですから。スポーツは教育ではありません。スポーツになる

のは教育の分野では体育です。そもそも生涯スポーツは教育ではありません。生涯学習で終わ

っています。 

教育というのは、ジャンルは二つしかありません。幼稚園から大学院の課程までの学校とい

う体験の中の学校教育です。学校教育以外の教育は、全て社会教育です。社会教育の中で自然

体験活動を主に扱ってきたのは青少年教育です。青少年を対象とした、学校外の教育の部分で

やっていました。ボーイスカウト、ガールスカウト、これは学校ではないですね。あるいは、

国立青少年自然の家とかね。青少年教育施設なんです。少年自然の家、全国に国立も含めて、

300以上あります。ここは学校外で自然体験を主に扱う場として設置されたものです。スポー

ツの方は、野外活動センターとかありますよね。少年自然の家とかは、社会教育のジャンルで

設置が進んでいった方です。 

自然体験活動について文部科学省は、野外教育と呼んでいた時期もありました。環境教育は、

全く善の方向に向かっている。人類はそこを通過しないと、人類は滅んでしまうよというぐら

いの善の方向に導くだろう。今企業で環境教育ないしは、環境問題に対応する事柄をやってい

ない企業は珍しくなくなりました。意識として良い悪いは別としても、環境マインドは確実に

上がっているのではないか。少なくても自然体験活動よりはマシでしょ？そう思いませんか？ 
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学校教育基本法と自然体験活動 

私は野外教育というものを担当していた時期がありました。自然体験活動は、法律に出てき

ます。平成 18 年に、教育基本法が本当に初めての改正をして、当時の関係者達は本当に苦労

しました。この基本法の中に、それも第一条は教育の目的が書かれているんですね。その二条

に目的があって、その次の目標というのが、それまでの教育基本法には、なかなか明確に示さ

れていなかったんです。そういう反省を踏まえて、教育の目標というところがあって、その中

に生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。教育の憲法といわれ

る、教育基本法の第2条にきちんと明示されている。そして、その後を受けて学校教育法が改

正されたのです。学校教育法という学校教育の中の根本的な法律です。この中にこういう言葉

があります。学校内外における自然体験活動を促進し、生命及び自然を尊重する精神ならびに

環境の保全に寄与する態度を養うこと。自然体験活動が、なんと学校教育法に出てきたんです。 

しかし、これから学校教育に、自然体験活動をする時に、キャンプしましょう、キャンプフ

ァイヤーで騒ぎましょうといったって、そうはいかない。学校の授業で使える自然体験活動を

作らないと、自然体験の明日はない。 

自然体験活動は、もっともっと広まってもらわないと困る、というのは一つあります。自然

体験活動を充実させる手立てというのは、ある意味今、学校教育の中と社会教育、青少年教育

の中、それからスポーツの中を見た時に、国が振興するものというのは、意外と少ないのです。

行政が考える手立てというのは、もう手詰まりの段階です。例えば、社会教育の分野の中で、

そういうのを振興するために、小さい団体でも子どもたちに自然体験が提供できるように、い

くらかお金をださせるためじゃないですか、という議論が当然ある。もう作ってあるんですよ、

子どもゆめ基金、青少年教育振興機構、作ってあるんです。総合的な学習の時間で、やろうと

思えば学校教育の中でもやれて、今学校教育の世界の中でも、今コミュニティスクールである

とか、地域に根ざした学校を作りましょうという動きの中で、仕組み的にはできるような仕掛

けが作られているんです。 

何もやることがない。もうすでに、終わったという認識。行政が補助金をお出しして、野外

活動センターとかというものは、ほぼ全都道府県に設置は完了しております。そして、それは

補助金でありますから、あれは地方公共団体のおやりになりたいことに、国が一定の補助をし

ただけなんです。しかし、国が補助金を出した有効年限は、とうに過ぎております。指導者、

日本キャンプ協会、日本レクリエーション協会、十分昔から指導者養成をされています。自然

体験活動ではなくて、野外教育活動の指導者は十分にいるという認識。であれば、足りないと

するのであれば、足りない根拠を示してもらわないといけない。少なくとも、生涯スポーツの

分野で野外活動の指導者は、今まで養成した指導者の数を足し上げていって、それが足りない

かどうかというのは明らかになります。足りないというんだったら、証明してくださいという

ことになる。質が低いといったら、何をもって高いのか、証明してみてください。これはね、

僕が財務省に言われたことを、そのまま言っているんです。 

何かネタください。もし野外活動を振興するということが、本当にみなさんのそれぞれの場
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で必要だということなのであれば、ネタください。青少年教育の分野も、学校教育の方もそう

かもしれませんけど。何をしたらいいんでしょうか？一緒に本当に考えて欲しいんです。僕ら

も考えてますけれども、もう補助金出して場を整備するにしても、国にお金が無いです。 

 

子どもたちに力を与えるために 

しかし、僕は絶対にやれるって信じてます。やれるじゃなくて、やんなくちゃ。今の日本の

ことを見てください。やらなきゃ、と思ってください。 

ジョンレノンのイマジンの中で、戦争の無い世界を創造してごらんというフレーズがありま

すよね？自然体験型の環境教育、自然体験活動が無い世の中を想像してごらん。ぞっとしませ

んか。しかし、逆の意味で、子どもたちは、はっと思ったら、地域に本当にのびのびと遊べる

遊び場があって、ちょっと行けば、週末とか、まとまった休みがあれば、すぐに近くの自然の

中でいろんな体験ができる。ということであれば、ことさら法律でも、我々が自然体験が必要

なんだと言うことはないわけです。逆にそういう世の中の方が、まっとうなのかもしれません。

私はいつもそんなことを、言わなくても済むような、当たり前な世の中を作り、それを信じて

やる営みが我々の義務であります。学校現場では学校の先生方の営みなんですね、教育の営み

なんですね。 

今自然体験活動というのは、日本の大企業にこういったものまで作っていただいて、ここま

で展開できるところまで来ました。しかし、ここから先の一歩を作るのが凄く大変なんです。

日本の子どもたちに力を与えるためには、絶対に必要なことがらであるという、課題認識を私

は持っております。みなさんと、共有できればなと思っております。それをこの場で喋るだけ

で、本当に私は、一日幸せでございました。どうもありがとうございました。 

 

（一部抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

講演１. 「スキーの現状と将来」 

奥田 英二  元岐阜大学教授、元全日本スキー連盟専門委員 

 

日本スキー発祥100年で、1911年、明治44年に初めてレルヒが高田に入って、スキー講習

をやった。多くの競技団体というのは、競技から入ってくるのが多いですが、スキーに関しま

しては一般の人達、軍人と、それからその家系の地域の人、こういった人たちを対象にしてス

キーを使ったイベントということで、講習を行った。それを契機に、高田に信越スキークラブ

というのができました。そうした後、全国各地にクラブができた。クラブをもって日本スキー

連盟は発達してきたというところに特徴がございました。 

1950～60 年代、この時分からスキーは多少専門

の落ち着きができて、スキーヤーが少しずつ増えだ

してきたと言えると思います。そして 70年代、80

年代の高度成長期に爆発的なスキー人口を迎える

ことになる。スキー場には機動力とも、1957 年ご

ろに確か一般的になったリフトが、あっという間に

各スキー場に増えてきました。それから、休日にな

るとバスを連ねた都会のスキーヤーのバスが、列を

連ねてスキー場へ向かう。そして民宿も発達し、道

もよくなってきます。また、地域の人達の冬の稼動

力、冬の活性化にも一躍を担った。当時、1,000 万とか、1,500 万人のスキー人口があって、

たいしたブームでした。しかし、これは所詮はバブルの崩壊と共に忘れ去られる。そして1990

年代になりまして、やはり人の価値観はモノから人の心へと、そういった時代に入っていきま

す。そういった中で、スキーヤーというのは減少をたどっています。そのブーム時期のスキー

ヤーの一つの特徴というのは、技術オンリーでした。とにかくうまくなりたいという人達の趣

向、本来は楽しいから面白いから、やるんじゃなかろうかと思うのですが、スキーの場合は技

術を身につけるために、そしてクラブに入って努力する。 

 

スキーヤーの減少 

90 年になって、スキーヤーは減少という状態をたどりました。そして、スノーボードは、

90年代に急激に増えたスノースポーツです。それも2006年あたりで、大きな底になりまして、

多少そこから増加の傾向をたどっております。この時期ぐっと熟年スキーヤーが増えて参りま

す。段階の世代の方々は、ちょうど若い時にスキー熱中時代を過ごした人が多いんですね。そ

ういう人たちが戻ってきてくれた。それがこの2～3年のSAJの現状を申し上げますと、今の

全国の会員数が、10万人強です。これは登録会員です。 

現在登録指導者数は、46,839人です。クラブ数も少し増えつつある状態です。全国で5,739

クラブですが、これも全国各地にクラブ形態があるということです。スキー場が増えるという
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ことはまずありませんが、淘汰されているスキー場、合併するとか一緒になるスキー場など、

増えたり減ったりしていますが、スキー学校は310校。経営母体が非常に多岐でして、かつて

ほとんどクラブ経営でした。それが現在、個人、会社、地区連盟とか NPO、公共団体という

のに分かれています。 

スキー連盟が一般スキーヤーに呼応して、一つの指導法が確立する中で、何回言ってもやは

り忘れてはならないのが、スキーの魅力、面白さを伝えていくこと。またスキーでなくてはな

らない一つの特色がある楽しみというのがある。 

 晴れた日に、雪の原野を走り、歩く。そして野山をふもとへめがけて滑走する、そのときの

爽快感。そういったものは何にもまして、楽しいものである。我々はスキーと、そして自然と

渾然として一つになってしまうのである。これはただ体を鍛えるばかりではなく、心をも養い

高めるものであり、国民にとっても多くの人々が漠然と予感しているよりも、一層深い意義を

もっているのです。スピードも伴うので、爽快感がある。不安定な中での安定というのは、非

常に心地いい。まさにスキーの感覚だろうと思います。そういったものもいかに一般の人達に

発信していくかというのも、我々の使命なんです。 

 

スキーの楽しさを子どもたちに伝える 

時代が変わり、スキーを取り巻く環境もすごく変わってきました。人々の価値観というもの

がモノから心へと変わってきました。今までは、指導者は情報収集するだけでよかったが、こ

れからはスキーヤーのニーズに即した知識発信とか、相互が情報交換しなければ、信頼できる

学習場面が作れないわけです。そういった相互発信、相互のコミュニケーションを大切にして

いこうという状態が求められます。スノースポーツというのは、非常に多様化しました。歩く

テレマーク、テレマークはスキーの原点ですよね。歩く、走る、滑る、飛ぶ。全てテレマーク

が原点かと思いますが、バックカントリーとクロスカントリーの人達も増えてきました。1995

年あたりから、スキー板が想像を絶する画期的な進化を遂げました。 

もう一つは、年齢層の多様化。60 歳以上のサードエイジのスキーヤーが最近増えてまいり

ました。それに対して、子供たちがとても少ない。提案としては、まず一つは雪に触れる機会

の提供です。スノースポーツの楽しさを、冬期における野外活動の原点を知らせる。そして、

感動体験の提供をしていく。指導者に対しましては、雪が好きという純粋な気持ちから目指し

た指導者に育てる。スキーの楽しさを、社会へのメッセージとして発信していく。「“I LOVE 

SNOW”という純粋にわくわく、どきどきした、あの情熱と感動体験をもう一度思い出そう。

そして次世代の子どもたちに伝えよう」。これが、指導者向けのメッセージです。 

舞台は大自然です。その中で、お父さんお母さんが教えることは、たくさんあるでしょう。

自然の中で、自然に教えてもらうことはいくらでもあるでしょう。 

これは、現状での活動方針ですが、スノースポーツに参加する人口構成の安定化。これを裏

返して言えば、生涯スポーツ、生涯スキーということです。どの世代にもスキーヤーがいる。

安定したスキー人口を目指しております。 
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協力団体として、自然体験活動推進協議会に団体加盟団体しております。その他にクロスカ

ントリー等も日本山岳ガイド協会に指導を受けています。かつてはスキー連盟は、例えば、ス

キー学校を作って、一つの山に一つの学校しか入れさせないという時代もありましたが、もう

そんな時代ではない。むしろ、スキー連盟はさまざまな団体と協力体制を敷いて対応していこ

うという現状があります。本日はスキーの将来を目指してのお話をさせていただきました。 

 

（一部抜粋） 
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 講演 2. 「様変わりする登山の現況」    

磯野 剛太   日本山岳ガイド協会専務理事、安藤百福センター専門委員 

 

「今、登山ブームなんですよね？」と言われていま

す。本当にそうかなぁと思ったりもするんですけれど

も、昨年までのレジャー白書等ではですね、580 万人

近い登山およびハイキングの愛好者がいますと言われ

ているようです。ただ、現象として一番見受けられる

のはですね、本当に登山が好き、あるいは山歩きが好

きというよりは、一番伸びた人口の場所というのは、

実は富士山なんですね。富士山は、この一昨年、昨年

比で、10万人登山者が増えている。高尾山に登る方た

ちというのは、約 300 万人だそうです。ただ、ブーム

と言いましても、もともと日本の中で、山歩きなり、

山登りというのは、どういったヒストリーの中で生まれてきているのか、今に至っているのか、

ということをある程度全体像としてやわらかく捉える必要があると思うんですね。 

日本の山が人里から里山、里山から高山帯まで自然帯が続いている場所であるということが、

よくお分かりになるかと思います。日本はどの山も神様が住んでいるんです。ヨーロッパでア

ルプスというのは、探検冒険の時代から、表に出てきたというのが、少なくとも 16 世紀以降

です。それまでは、全く相手にもされなかった場所でして、せめてあるとすると、自然の要害

として、あるいは軍事上、越えられる、あるいは超えられない場所としてのアルプスがあった

わけです。ヨーロッパでも、日本と同じように神々が山に滞在して、住んでいた。 

 

登山史と日本百名山 

百名山にもつながってきますが、旅をしながら文化を語る、あるいは詩歌を読む、これは昔

から旅をするというのは、日本の歴史の中でも、古事記の時代から、ずっとある形です。江戸

時代にいたっては、松尾芭蕉ですとか、そういった人たち、あるいは明治まで、詩を詠いなが

らの旅と、もちろん歩く姿は今の山登りと変わらないわけですけど、そういう流れがあります。 

ヨーロッパは、ある時代まで山登りという観点は全くありませんでした。産業革命が終わっ

たイギリスにおいて、スポーツというものが歴史の中に出てきます。ゲームとしてのスポーツ

ですね。このゲームで一番最初に発達したのは、「猟」いわゆる狩猟です。この中で、冒険的

な活動を続けていく中で、登山の型になっていきます。その登山というのは、最初の形は、ま

だ誰も上ったことがない頂上にいくぞ、という初登頂時代と言いますが、次に登山の中でより

困難なものを目指す方向性も、出てまいりました。登山の場合には、最初はヨーロッパのアル

プスでそういったことが行われてまいりました。それがある意味では近代的な登山の始まりだ

ったんですね。日本ではその当時はまだ商用的な山旅、あるいは宗教的な登山です。 
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明治からの近代登山 

明治になり、日本は開国をしましたので、各国からいろいろな人たちが日本に入ってきます。

イギリスの宣教師であるウェストンは、日本アルプスをかなり登りました。そこで日本の人た

ちは初めて、ヨーロッパ型の登山というものを知ったんですね。それは、何か宗教を目的にし

たり、あるいは生活の糧では無かったり、山そのものが好きで登る形を見ることができました。

その結果、日本の一部の教養人が中心となって、明治の半ば過ぎに山岳会というものができま

した。挑戦的に、冒険的にというヨーロッパのある時代からの流れを、そのまま日本に持ち込

んできた。冒険的な山登りのことを、もともとアルプスで発祥したものですから、アルピニズ

ムと呼んでいます。登る実際の人たちのことを、アルピニストと呼ぶんですね。ところが、日

本というのは誰でもがある肉体を持っていれば、健康であれば、ゆっくり歩いて登っていける

地形を持っています。この違いが、日本の山登りと、ヨーロッパの山登りの違いです。 

日本はこの地形の分離ができないものですから、どこまでが登山で、どこまでがハイキング

で、どこからがトレッキングということがあまり見えていない。その中で、特に山に関しては、

学校教育でも遠足なり、修学旅行なり、林間学校なりで、ずいぶん組織された山登りというの

がありました。現在まで続いている学校もあります。それから学校ですとか大学、高校中心に、

あるいは社会人の会社の中にも、山岳部ですとか、ワンダーフォーゲルという、いろいろな組

織が増えて、大いに盛り上がった時代が、今から30年前です。 

 

現在の登山状況 

昭和 30 年半ばから、40 年半ばまでの 10 年間は、登山人口が、ぐーっと増えています。そ

の中で、今につながる山登りに密接する百名山という考え方がある方の発案ででてきました。

ですから一つの物語として、たいへん文化的な裏づけもあった百名山というのが出て参ったわ

けです。この百名山がなぜいいかというと、誰でも近づける山なんですね。アルピニストと呼

ばれるような、登山家ではなくて、誰でも行ける。日本の古来の宗教的な山歩きや登山の姿に

ある意味では近い。年齢の高い方たち、リタイヤをした方たちですとか、女性たちも気軽に百

名山を趣味にできる。百名山は旅行者にとっては、自分では行けないところ、登山家にとって

は簡単に行けるんですが、旅行会社の旅に参加した人にとっては、簡単には行けないところな

んですね。つまり、そこできちんとした仕切りを作り、安全管理をし、ガイドさんなり、添乗

員が一緒に着いていくことによって、グループで楽しんで来られるという形を作り上げた。そ

の流れが現在まで続いております。日本のある種の山登りの姿を象徴しています。 

 

必要とされる登山指導者の育成 

今登山界で、組織された、あるいは訓練を受けている登山者は約 20 万人です。登山ツアー

に参加する年間の方たちは、富士山まで入れると、50～60万人になります。 

その中で、実は登山界そのもの、今の 20 万人がそうですけれど、どんどん高年齢化してい

まして、跡継ぎが減っております。でも、登山界というのは、すごく優しい組織で、先輩をい
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つまでたっても立てるようにできておりまして、その中で、後輩がいなくなっているというの

が現状です。そのために、良い指導者が、今育成できておりません。一方で、ガイド登山とい

うのは、旅行会社のツアーも含めて、需要が増していまして、日本には正規の教育を受けたガ

イドの人たちというのが、1万人は最低必要だと思っています。現在、日本山岳ガイド協会で

認定を受けているのが、800人ぐらい、そのうち、試験を受けて、最近なって教育を受けた方

たちというのが200～300人です。 

このガイドを育成する作業を、作らなければなりません。一方で、専門人口の減少とともに、

今まで無かったような遭難事故も、最近頻発しております。明らかに、登山者ではなく、登山

客の皆さんが起きている事故というのが増えていると思います。新しい指導者を付けるという

ことが急務です 

最近は山ガールがブームですが、これからどうやって自然の中で、安全管理も含めてできる

指導者を育成するかというのが、様変わりする登山の現況、あるいは自然体験活動の中で、学

校の先生も含めてですが、養成していくかが課題です。 

登山においては指導者の養成が急務だということを、皆さまに訴えまして、終わりたいと思

います。 

 

（一部抜粋） 
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 講演3. 「自然体験旅行（アドベンチャートラベル）の可能性と課題」 

佐藤 博康   松本大学教授 

 

私は松本大学の観光ホスピタリティ学科で観光を中心

に指導させていただいております。Yokoso Japan大使に

任命されまして、そちらの方もやらざるを得なくなってい

ます。 

1980 年代、日本では観光といったら大量生産、大量消

費型の観光、つまり団体旅行という旅行が中心だった。特

に、海外へ行こう海外へ行こうと、日本に外貨が貯まって

しまったから、これをなんとか使わせたい。当時は、日本

の旅行業界は、海外旅行2,000万人ということを、声高に

叫んでいた時代です。 

1980 年代にようやく日本に「エコ」という言葉が出てきます。まだエコツーリズムとかネ

イチャーツーリズム、グリーンツーリズムという言葉は無かった頃です。1980 年、日本にエ

コツーリズム協議会を作ったほうがいいよと声をかけて、仲間に加えさせてもらいました。そ

の流れが、今のエコツーリズムという形で出てきました。 

アメリカにはアドベンチャーツーリズム・マーケット＆アドベンチャーツーリズム・アソシ

エーションという団体があり、そこの 2009 年の年報に、こんなことが書いてありました。何

がアドベンチャーかは、旅行者の主観に左右されることが多く、非常に判断は難しいのですが、

この団体では以下の 3 つの要素のうち、2 つ以上満たすこと。1 つは、体の活動を伴うもの。

つまり、肉体的な動きを伴った活動。二つ目は、自然体験を含むもの。自然体験というのは、

自然を対象とした体験はもちろん、自然の環境の中での体験ということも、含めようというこ

とで、自然体験を含むもの。3つ目、これがたいへん重要なポイントで、文化的な学習、ある

いは文化的交流を含むもの。3つの要素の中のうちの2つ、これを入れたものをアドベンチャ

ーと言おうじゃないかということです。 

 

ハードアドベンチャーとソフトアドベンチャー 

我々が考えなくてはいけないのは、人間そのものは同じで、その中で一部は大衆の方に走り、

一部はその他の観光に走っていく。要するに人々の構成上は同じなんだけれども、その人たち

の関心が変化している、興味が変化しているということを、抑えておかないといけない。 

アメリカでは、三つの分類に分けて、アドベンチャー・ツーリスト、ハードアドベンチャリ

スト、ハードアドベンチャー・ツーリスト。それから二類、ソフトアドベンチャーと言います

が、ソフトの分野を考えているアドベンチャー・ツーリスト、ないしは活動の人たち。ハード

の人、登山だとか極地探検、あるいはバンジージャンプ、ハングライディング、スキューバ、

今は何億円出してもいい、宇宙に行きたいという人たち出てきました。その人たちも含めてア
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ドベンチャー。それから、ソフトです。このソフトはいわゆるアドベンチャー、アウトドア系

の中心となっている箇所だと思いますが、考古学探査、バックパッキング、ハイキング、バー

ドウォッチング、キャンプ、それからカヌー、カヤック、あるいはサイクリング、エコツーリ

ズム、環境教育、フィッシング、乗馬、オリエンテーリング、野外リサーチと入ってくるわけ

です。このエコツーリズムというものが、従来のエコツーリズム、あるいはアメリカのエコツ

ーリズム協会で考えると、エコツーリズムはアドベンチャーの中の一部だという位置づけをさ

れているようです。 

 

お伊勢さん参りもアドベンチャー 

日本の場合においては、かなりの分野で自然というものが関わってきます。目的ではないに

しても、偶然自然体験型というのが出てきて、ほとんどあらゆる観光、あらゆる旅行のパター

ンが、高野山旅行とか昔の伊勢のお参りに行くような、当然ながら、今で言うアドベンチャー

の分類に入ってくると思います。 

登山では、我々はせいぜい槍ヶ岳のハシゴを登るくらいの感覚しかなくて、行ってみたらハ

シゴというより壁登りに近い、上から見るとこんな山が、ずっと連なっている、そういうのを

登って行くわけですが、一度これを体験すると、やみつきになる。 

ニュージーランドでは、自然とは何か、ニュージーランドというのは一体どういう所なのか、

その中で我々は何をしなければならないのか、ということをきっちりとレクチャーしてくれま

す。その後の締めが非常に重要な要素です。これからアドベンチャー・アウトドアを考える時

に、そのポイントで指導するということは、ただ単に、話せばいいということではない。絵を

描いたり、いろいろジェスチャーをしたりしながら話してくれる。この操作を、ぜひ日本の現

場に導入してもらいたく、ＣＯＮＥでも議論を進めていただきたいところです。 

 

アドベンチャーツーリズムはコミュニケーション 

アドベンチャーツーリズムというのは、どのようなメリットをもたらしてくれるのか。アド

ベンチャーという人たちは、旅行とか観光に関して、お金を使わない人たちです。冒険をする

人や探検をする人は、ポケットの中のお金を使わないんですよ。その一方で、ギアにはお金を

かける。山ガールだってみんなそうです。これは、世界中共通です。彼らの行動の情報は、ほ

とんどオンライン、口コミです。それと、教育レベルと家計収入レベルが高い。旅行日数の長

さが、一般の観光よりも長い。高度になればなるほど、伸びる傾向がある。そして常に、新し

い旅行先、地元の交流、農家体験を求める。これはどういうことか？コミュニケーションが重

要だということです。 

最後に指導者は、自然環境保全のプログラムに、上手に参加させる手練手管を身につける。

それから、環境保全の教育的価値。なぜ我々は、そこでそういう活動をしているのか、そこに

いるのかということを、ぜひ教育していただきたい。それと、交流ですね。そのためにはコミ

ュニケーション能力を身につける。また、中高年の訪問者向けには、多様用なメニュー。そし
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てリスク。これを大事に管理するということも必要でしょう。 

何よりもお金を使わない人たち、お金を使わないのを格好いいと思っている人たち、この人

たちでも適正な価格と価値さえあれば、お金を使います。リピーターというのを意識したアド

ベンチャーを考えたらいいと思います。 

 

（一部抜粋） 
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講演4. 「アウトドアマーケットを考察する」  

中村 達  安藤百福センター副センター長 

アウトドアジャーナリスト・プロデューサー 

 

今日はこれまでと違う角度で日本のアウトドアマ

ーケットをお話したいと思います。 

山ガールがトレンドです。個性で着ているものもお

しゃれですね。中高年のオジサン、オバサンたちと違

います。これが売れに売れて、某アウトドアメーカー

は在庫が無いというぐらい、売れております。リュッ

クサックも大変おしゃれです。「このバックは、どこ

で作っているの？どこで買ったの？」と聞いても、「知

りません」と言います。でもおしゃれだから買う。こ

ういうファッションは、ファッション雑誌にヒントを

得ているようです。 

最近、山ガールに追っかけボーイが出てきました。彼たちが、山ガールの真似をして、こう

いうファッションをしだしたということです。 

 

富士山登山 

次が、富士登山ですね。それから中高年登山。そして、野外フェスティバルです。野外フェ

スティバルがアウトドアで行われている。スキー場とか、広場で行われている。そこに、テン

トを張って、アウトドアファッションでいます。だから、ファッションとテントが売れる。こ

れは、日本のアウトドアの四つの大きな流れです。 

富士登山ブームが起こっています。これは世界遺産云々とかいろいろ出てきたので、メディ

アも取り上げたので、おおぜいの人たちが富士山に登ります。少なくとも、八合目で40万人。

40万人が一人1ｍのトイレットペーパーを使うと、400ｋｍになります。京都から東京ぐらい

あるんです。これだけのトイレットペーパーが、実は富士山に捨てられるんですね。循環型と

かのエコトイレが設置されていますが、浄化能力はかなりオーバーしている。ところが日本の

アウトドアメーカーは、夏になりますと富士山にグッズを一斉に売り出すんです。本当は、ア

ウトドア業界はもう富士山がこれだけオーバーしているのだから、やめようと言わなくてはい

けない。それでいて、富士登山をきっかけに継続して山登りをする人は非常に少ないのです。

多分、数パーセントいるかいないかという感じです。富士山にたくさんの人たちが登ったから

といって、登山ブームというのは、とんでもない間違いということです。 

 

山ガールの市場特性 

山ガールの市場特性はどういったものか。ファッション先行でお洒落。それから、癒し、ス
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トレス解消、健康、気持ちがいい、自由、などが彼女たちを山へ行かしている大きな理由だと

思います。これからは、しっかりした指導や教育をやっていかないと、山ガールは数年で終わ

ると思います。 

子どもの自然体験での課題は、親のアウトドア体験がないところです。山ガールをうまく育

てていけば、山ママになるんじゃないかと期待しています。皆さんのような指導者がそういう

ことを視野に入れて、山ガールをうまく育てあげて、教育していくようなことも考えなくては

いけないと思います。 

中高年の登山者の年齢層は50代60代です。それが、ちょっと歳が上がってきた。もう山に

行けなくなりつつあります。しかも、日本の百名山を一巡して目標もなくなり、体力も心配だ

から、じゃあ旅行にしようとなって、参加人口は逓減してきている。それからもう一つは、団

塊の世代。これがきっと山に行くだろうと期待していました。しかし、期待はずれでした。 

 

海外の事情 

フランスの事例を紹介します。岩山にトンネルを掘ってここまで観光客を上げるか、そこま

でやるかということですね。つまり、観光をやる時は、徹底してやっている。なおかつそれで

いて、うまく自然と共存している。その点、日本はなにか中途半端です。これからは徹底して

アウトドアの観光をやらせてみる試みも必要でしょう。 

スキー場のリフトにはマウンテンバイクのキャリアがあって、マウンテンバイクをのせられ

るんです。遊びに関して徹底しているところがすごいと思います。観光のために山岳地の利用

を適正利用する。その代わり、環境教育もしっかりやるよというフィロソフィーがあって欲し

いなぁと思います。ぜひ日本のスキー場でもおやりになったらいいんじゃないかなと思います。 

 

アウトドアマーケット 

アウトドア人口ですが、日本には、アメリカほどしっかりしたデータがあまりありません。

ピクニック、ハイキング、野外散歩で、2,700万人。登山がだいたい590万人。キャンプは500

万人。オートキャンプ協会のデータです。スキーが760万人、僕はこんなにいないと思います。

だいたい私がざっと計算したら、レンタルスキーと国内の輸入されているスキーの板を合わせ

ると、でマックスで350万。なので、310万人くらいかなという気がします。スノーボードが

430万人。釣りが1,500万人。それに対して、国内観光旅行が、約6,000万人。この国内観光

旅行がどうも、アウトドアテイストに向かう可能性があるので、その辺のゲートをしっかり作

っていくことが、これからの皆さんの大きなチャンスになるかなという気がします。 

日本のアウトドアマーケットですが、どこまでをカテゴリーにするか難しいんですね。アウ

トドアの業界といわれている企業の出荷額は去年で1,328億円です。出荷ですから、末端にし

てだいたい2,000億くらいです。この多くの部分が、ファッションです。これは必ずしもアク

ティビティとは結びついていないというのが、一番大きなポイントです。伸び率からいきます

と、アウトドアウェアが対前年比で105％です。 
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子どもたちの教育が重要 

COP10 が開催され、生物多様性に関心が集まりました。しかし、忘れてならないのは、子

どもたちの絶滅危惧種です、日本カワガキとか、日本ヤマガキとか。この子たちを育てないと、

日本のアウトドアマーケットは大きくならないんですね。日本のアウトドアマーケットの原点

になる、つまり教育なんです。教育をしっかりやっていかないと、マーケットはだいたい育た

ないというのが、私の一つの結論です。 

日本でアウトドアというのが、ようやく、なんとなく社会に必要かなというところが認めら

れてきた。ただし、これからのマーケットをどうやって作っていくか、あるいは、バーベキュ

ーキャンプとかで終わらずに、あるいは単なる観光だけで終わらずに、ファッションだけで終

わらずに、ライフスタイルに根付いたものにしていかないと、日本でしっかりとしたマーケッ

トはできない。それを作らないと、東アジアでもうまくいかないんじゃないかという気がしま

す。アウトドア業界だけでなく、観光も含めてあらゆる業界をあげて、しっかりとした教育シ

ステムを作ることが大事かなという気がします。 

 

（一部抜粋） 
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国際アウトドアシンポジウム 11月 6日（土） 

 

「アメリカの自然学校、グランド・ティートーン自然学校の事例から」 

   ジャック・シェア   グランド・ティートーン自然学校長 

 

こんにちは。私は、アメリカの西部、ロッキー

マウンテンからやってきました、ご挨拶申し上げ

ます。まず、私の講演を始めるにあたりまして、

ご招待くださいました岡島成行さん、中村達さん

にお礼申し上げます。この素晴らしいセンターに

お招きいただきまして、誠にありがとうございま

す。 

この安藤百福センターは、素敵なところにでき

た素晴しい施設でございまして、たった今、副市

長からご挨拶がありましたように、自然とみなさ

んをつなげるというところに役立つ、非常に優れ

た施設と考えております。私は、今回日本に来た

のが初めてで、これが最後にならないこと祈っているんですけれども、本当に皆様とお会いで

きて、日本について学べること、国の人々や文化を学べること、そしてみなさんと意見交換で

きることを大変光栄に思っております。 

世界のいたる所において、子どもを自然に結びつけていくということについて、私は非常に

高い関心を持っております。私は国際的な環境教育にすべて精通している専門家ではございま

せんし、またアメリカで取り組んでいる全ての環境教育の取り組みをお話できるというわけで

はございません。今日は、私がお話したいと思っておりますのは、ひとつのセンターの物語で

ございます。そしてそこで働く人々の物語についてご案内したいと思います。また、こちらの

安藤百福センターと同じように、周りに囲まれている環境についてもお話し申し上げたいと思

います。 

後ろの方にいる、ローレル・ワイコフという方が、私どものセンターの職員です。本当は、

全員連れてきたかったんですけど、今回は一人だけ、ティートン・サイエンス・スクールから

連れて来ることができました。あとでみなさんには、どうやったらお金を集められるかという

テクニックについて、彼女の方からも何分間かお話を差し上げたいと思います。彼女がここに

来てくれて非常にありがたいですし、また彼女が非常に優れた仕事をしていると思っておりま

す。 

私、あらためて自己紹介をさせていただきます。名前はジャック・シェアと申しまして、テ

ィートン・サイエンス・スクールというところで 20 年以上エグゼクティブ・ディレクターを

勤めております。実は、この仕事は、私には身に余る仕事だと思っております。といいますの
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は、私は教育を受けて科学者になりました。そして自分で選んで、アウトドアの教育者になっ

たわけなのです。ただし、何らかの間違いで、きっと私の日ごろの行いが悪かったのでしょう

か、なんと管理職の立場になってしまいました。きっと何か悪いことをして間違ってしまって、

道を誤ってしまったのではないかと思っております（笑）。といいますのも、私が一日の中で

景色を見られるというのは、本当に窓の外から自然の景色を眺めるくらいしかできません。一

日における自然科学的な経験というのは、本当にわずかな時間に限られております。でも、文

句言うつもりもございません。非常に美しい場所で、過ごすことができているからです。 

ワイオミング州は、とても広い州なんですが、人口は 50 万人以下と非常に少なくなってお

ります。ここでは、心が非常に温かい人々が住んでおりまして、野外で何か仕事をして、生計

を立てている場所でもございます。例えば、エネルギー中心に関わるような産業、石油ですと

か、石炭、天然ガスというものの抽出に関わっている人も多いです。または大規模な牛の放牧、

また毎年、世界各国から何百万人もの観光客の方々を受け入れております。観光客の皆さまの

目的というのは、昔ながらのアメリカ西部を体験することです。例えば、カウボーイの風景、

あるいはネイティブアメリカンの文化、そして、広大な空に、山々が連なっているような風景

というものです。例として、広い雲が広がっているところに、ログキャビンが点々としている

光景です。 

私が住んでいる場所は、グレーター・イエローストーン・エコシステムという所です。アメ

リカ大陸の中で、最も手付かずの生態系が残されている場所でございます。例えばですね、豊

富な肉食動物の種がおりますし、また蹄を持っているような、哺乳類の大群というのもたくさ

ん目にすることもできます。また、様々な鳥が棲息しており、たくさんの小川、あるいは川で

はマスの漁場となっております。このような川が繋ってですね、山脈、森林、そして大草原な

どの自然が素晴らしい形でつないでおります。非常に幸運なことなんですけれども、このよう

な風景を守っていきたい人々の想いが、非常に強かったことから、1872 年、イエローストー

ン国立公園が設立されました。荒牧先生がお見せになった写真と同じなんですけれども、イエ

ローストーン国立公園では、毎年約 300 万から 350 万人もの人々が訪れる場所となっており

ます。これらの活動は、非常に短い夏の間におこなわれております。グランドティートン国立

公園というのは、1926 年に歴史の幕を開けております。イエローストーンの南方に位置する

公園なんですが、登山客あるいは自転車の客、バックパッカー、カヤックを楽しむ人々でたい

へん賑わっております。スノースキーのお客さんにも、非常に人気があります。 

私はジャックソンホールという土地から来ております。ジャクソンというのは、非常に小さ

い町なんですけれども、非常に誇り高い自負心のある町でございます。ここでは、町の誇りと

いうのは、世界中で最も頭の良い人たちがいるということです。私はもちろん、ここの部類に

は属していない人間なんですけど（笑）。こちらはスキーリゾートでございますね。ジャクソ

ンホール・マウンテンリゾートと呼ばれています。 

それでは、ティートン・サイエンススクールのご紹介にいきたいと思うのですけれども、こ

ちらは 1967 年、私が始めたのではなくてですね、写真の真ん中に見えます、テッド・メイジ
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ャーいう一人の男性が始めた学校でございます。彼の助けとなったのが、右に写っているバー

ビー・ムーディという女性の方なんですけれども、この方は、アメリカの自然保護活動の中で

非常に重要な役割を担った女性です。この創業者の想いというところはですね、生徒たちは、

ぜひ、教室の中と外、両方で学ばなければいけないということなんですね。特に、野生生物に

関する科学的な調査というのは、全ての生徒たちにとって、彼らの成長に非常に役立つものだ

と信じておりました。そして、こういったことは、将来土地を守っていく人々を育んでいるこ

とも、確信しておりました。 

ここで、私どもの学校のミッションを紹介したいんですが、非常にシンプルで、人々、自然、

場所、教育という4つの言葉で示されます。もちろん、創業者のテッド・メイジャーという方

の信念を拡大するために、彼の発想を引き継いでいる他、それ以上にもっともっと様々な活動

をおこなっております。特に、目標を達成するためにはですね、科学的なロジック、効果的な

ビジネスモデルというのは、非常に重要だとお伝えしたいと思います。 

私どものNPOにとって一分、一秒でも、たった1ドルという費用でも非常に効果的に使っ

ていくことが大切です。私どものプログラムは三つ大きな領域がございます。まず始めに、こ

ちらでご覧いただいておりますのが、日本でもよく見受けられます、教育的なプログラムでご

ざいます。こちらはイエローストンの土地を利用いたしまして、様々な野外体験を通じて環境

教育を行っていくというプログラムでございます。 

次は大学院プログラムと呼ばれているものなんですけれども、こちらは 17 年間に渡って、

プログラムを続けております。そして、1年間の集中プログラムを提供しております。こちら

に書かれていることなんですけれども、エコロジー、つまり生態系と、地域に根ざした教育と

いうものを統合しまして、非常に革新的な授業おこなっていくということでございます。 

次は、野生生物探検隊というプログラムです。こちらはですね、科学教育の要素が非常に強

く取り入れられたエコツーリズムと言えます。野生生物の観察、そして、自然の歴史の観察を

通じまして、人々を自然につなげていきます。 

私たちのユニークな点として、4つの事業があるんですけれども、そこから収益を得ていく

というようなモデルを紹介したいと思います。こちらはですね、天井が開くような仕組みにな

っているサファリカーなんです。続きまして講師向けの研修センターというものがございまし

て、こちらは技術をお伝えする場所になっております。またジャーニーズスクールというもの

がございまして、こちらは私立学校という位置づけになるんですけれども、幼稚園、未就学児

から高校生までを対象にした国際バカロレア規定に沿った学校を運営しております。最後が保

全研究センターというものですね。土地管理、生態系に関するプロジェクトをおこなっており

ます。これら全てのプログラムは、財務や資金調達、施設などの全ての費用を統括する中央管

理組織からのOKを受けております。全てのプログラムを中央で統括していくことによりまし

て、規模の形態を働かせるということができます。これによって、効率的な運営ができるとい

うことです。 
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まったく生物多様性と同じなんですけれども、私どもの、6つのプログラムというものも同

じように、助け合ってできているんですね。例えば一つのプログラムがダメな場合は、他のプ

ログラムには補完するということになっています。 

ここでよろしければ、みなさんにぜひ動画を見ていただきたいと思うのですが、いかがでし

ょうか？ここにいるみなさんは、子供を実際に自然に連れていくという体験をいろいろやられ

ているとお聞きしております。実はですね、子供たちというのは、連れて行ってもらう必要と

いうのは無いんですね。ドアから外に押し出してあげれば、それだけでいいんです。彼らは自

分たちで、自然の中に飛び込んでいって、自分たちの遊びの形というものを創造していきます。

アメリカには、若者向けのスポーツというのがたくさんあります。それでは、感じをつかんで

いただければ思います。 

（上映中） 

http://www.youtube.com/user/TetonScienceSchools#p/u/3/PykFRPxSMtM 

http://www.youtube.com/user/TetonScienceSchools#p/u/1/9VzRhDSdO5Y 

非常にシンプルな考えで、やっているんですけれども、夏の 1 週間という期間を選びます。

今では、夏の間にそれを10週間やるんですね。1週間×10回ということですね。各1週間の

間に、約20名の子どもたちが体験していきます。 

続いてグランド・ティートン国立公園の中で、特別な許可を得て設立しましたキャンパスに

ついてご説明したいと思います。これは本当に魔法がかかったような、素晴らしい場所なんで

すけれども、私たちがアウトドアフォーラムをおこなうのに、ぴったりの場所です。 

こちらは 5 年前にできた新しいキャンパスになります。スタッフおよび、理事の皆さんに、

非常にたくさんの苦労をしてもらってできたという経緯がございます。寛大なご寄付をいただ

いたということもございまして、土地を購入してキャンパスおよび建物というものを建てるこ

とができました。今は、より多くのベッドを導入したいと思っております。こちらは非常に持

http://www.youtube.com/user/TetonScienceSchools#p/u/3/PykFRPxSMtM
http://www.youtube.com/user/TetonScienceSchools#p/u/1/9VzRhDSdO5Y
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続可能な設計で作られている建物でございまして、また、スタッフの宿泊場所も確保すること

も検討しております。 

 

ここでまず、いくつかの数字をご紹介したいと思います。ご覧いただきましたように、年間

の予算というのが約950万ドル、日本円にして約9億5千万円ですね。80人のフルタイムス

タッフと、80人の季節的な労働者と、４0人の理事がおります。昨年は11,795 人の参加者が

訪れました。プログラム別の数字でございます。左側が、ジャーニーズスクールの数字でござ

います。学費全部がですね、年間約175万円かかるわけなんですけれども、私どもファイナン

ス、財務の方から 25％いただいて、支援ということで、生徒のみなさんに反映しているとい

うわけです。174名の未就学児から高校生当たりの年齢までの学生が入学しておりまして、36

人がすでにこれまで卒業しております。こちらの卒業生の全ての方々が、大学の方に進学いた

しまして、今はさらに勉強を続けているという状況です。野生生物の探検隊というプログラム

でございますけれども、すでに 4,244 人の参加者として、内訳が大人が3,815、子供が 429、

ということになります。 

グランド・ティートンというところは、実にいろいろなところからお客様が訪れていらっし

ゃいまして、41 の異なる州から来ているということと、他の国からも、ご覧いただいたよう

に、来ているんですけれども、日本の方々には、もっと来ていただきたいですね。 

こちらは大学院プログラムと呼ばれるものなんですけれども、年間の金額が約2万ドルとい

うことですね。こちらの卒業生が266名で、彼らの多くは、さらに勉強を続けております。15

名ほどの生徒がおり一年間のプログラムで成り立っておりまして、全寮制の形になっておりま

す。また、600人の先生が育っているというプログラムがございます。こちらの施設はスライ

ドでご覧ください。こちらは少々年配の方々が参加しております。次に学校グループの受け入

れというものもやっておりまして、約 92 校が参加しております。そのほか様々な場所から受

け入れをおこなっております。半分ぐらいがワイオミング州なんですけれども、その他の州か
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らも受け入れをおこなっております。ローカルに根ざしてはいるんですけれども、それをこれ

からどんどん広げていきたいと考えております。これまで私どものいろいろなお話をしてきた

んですけれども、では、今後何をしていったらよろしいかということについてもお話したいと

思います。 

リチャード・ループという作家がおりまして、あなたの子どもには自然が足りないという本

を書いております。彼はですね、著書の中で、自然欠乏症という言葉を提示しているんですね。

子供と自然の周りが無くなっていること、そしてそのギャップというのはどんどん広がってい

る。これは日本と一緒ではないでしょうか。この問題に対して、もちろん何かをしていかなけ

ればいけないんですけれども、ここで一つのアイデアをご紹介したいと思います。というのは、

ワイオミング州の全ての学区から、それぞれ2名の代表生徒を選んで、イベントを実施しまし

た。これは、青少年会議というものなんですが、子どもたちに、自ら自分たちで解決を探って

いただきたいという会議です。いまからですね、こちらについても簡単な動画を見ていただく

んですけれども、すべての見ていただくお時間はございませんので、もし全て見たいという方

は、私たちのウェブサイトの方からご覧ください。 

 

（上映中） 

 

 子どもたちと話したのは、彼らがどの程度ストレスを受けているかということなんですね。

ストレスというのは、宿題であったり、スポーツですね。それから非常に忙しいスケジュール

ですね。これは彼らから出た意見なんですけれども、こういったアウトドア経験というのが、

彼らのストレスの発散源なんだということでした。非常にこのプログラムは好評で継続してお

りますので、また今年も行う予定でございます。ここで出された意見というものは、より検証

したいと考えまして、実際に調査をいたしました。具体的には、ワイオミング州に住む 1,500

世帯から、抽出した調査を行いました。この結果というものは、私どものウェブサイトでご紹

介しているんですけれども、この小諸市のようなですね、非常に地域性の高い場所の方々には

興味を持っていただいている結果となっているのではないかと思っております。こちらの問題

から一つ結論が導かれたことは、いくつもの世代に渡って問題があるということなんです。一

つの世代ではなくて、親御さんたちは、子供たちをどうやって外に出したらいいのか分からな

いということなんです。この問題を解決するためにですね、いくつものレギュラーでやってい

るプログラムの他に、いろいろなプログラムに取り組んでいるところでございます。 

ここからまたちょっと違うトピックに入りたいと思います。新たに展開していくプログラム

です。まず第一に、州の外で営業するということですね。次はサービスプログラムを開発して

いくということです。1月というのはちょうど大学の休みの時期に入りますので、この時期に

合わせてプログラムを開発していきます。そしてファミリー向けのプログラム。国際的な方々

をお連れしての滞在型のプログラム。最後に、自然に根ざした幼稚園ということですね。詳し

くこちらについて、お知りになりたいことがございましたら、もう少しで私のスピーチが終わ
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りますので、どうぞお気軽にお尋ねください。この中で特に、パワフルなのは、自然に根ざし

た幼稚園ということです。 

 

世の中を動かすのは、お金ですね。予算のうち 20％は、外部からの資金調達を行い、80％

は参加費などから徴収していくという 80‐20 のバランスです。そして年間を通じた資金調達

を、しっかりとおこなっていく。寄付なんですけど、寄付でもらったお金をちゃんと運用して、

その利息を上げていくという考え方をしっかりもっていくということも必要です。また、参加

者のレート、つまり申し込み率を高めることで、無駄を無くす。そして最後に最終的な支援を

獲得するということです。 

私たちはですね、実は国際的なパートナーというのに非常に興味を持っております。これは

ブータンとの共同プロジェクトの写真です。みなさん非常に忍耐強く聞いていただいて、そろ

そろお疲れだと思うので、この辺でやめたいと思います。みなさんぜひティートン・スクール

にもいらしてください。ご招待したいと思います。このあたりで、私のお話を終わります。ご

清聴ありがとうございました。みなさまぜひ、みなさまからご質問をいただけるのを、楽しみ

にしております。何かご質問がありましたら、お受けいたします。 

 

（一部抜粋） 
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「自然学校の資金集め」 

ロレール・ワイコフ  グランド・テイートーン自然学校資金担当 

 

みなさま、私の名前はローレル・ワイコフで

す。こんにちは。キャンプネームはシェルビー

といいますので、こちらの方も覚えていただけ

たらと思います。たった今話すように聞いたの

で、あんまり準備ができていないんですけれど

も申し訳ありません、お許しください。実はジ

ャックが話している時に、ずっと原稿を書いて

いました（笑）。 

私の仕事というのは、年間約250万ドルほど、

ティートン・サイエンススクールに資金援助を

行うということです。私の他に、二人のスタッ

フが一緒に仕事をしてくれています。 

さて、資金調達とは、何でしょうか？そこに

は二つの大きな柱があります。一つは素晴しい

アイディア、もう一つが関係性です。ジャック

がその素晴しいアイディアを考え出すことに責任を持っていてくれていると思います。私は、

その素晴しいアイディアをドナーに繋ぐという役割を担っています。アメリカでは慈善事業に

非常に積極的という文化がございましてロクスター財団というものがございます。これはかな

り昔に遡るんですけど、彼らの財産というのは、非常にたくさんの土地があったんですね。こ

の土地を提供するということによって、多くのアメリカ人に大切さというものを、理解してい

ただくというきっかけとなったわけです。ジャックが先ほどお話したように、ワイオミングの

若い子どもたちの会議というものをやってきました。これを私がですね、資金調達という形で、

資産家の家族や個人の、お金を出してくれる方々から寄付を得てきました。 

みなさん、よくお分かりだと思うのですけれども、誰かを助けるというのは、非常に気分が

いいことですよね。人々を助ける気持ちというのは寄付するという行為においても同じことで

す。年間約250万ドルの資金調達をするために、私たちは三つの取り組みを行っております。 

一つ目が、年間の資金調達。二つ目は投資、三つ目が助成金ということです。私たちの会計

年度というのが、12 月の31 日、つまり年度末が 12 月末ということになります。アメリカの

場合では、税的な控除というものを受けられる仕組みがありまして、寄付をすると、税金から

控除を受けられるという仕組みになっております。これはですね、もう一つのインセンティブ

につながっている。すなわち寄付をする動機につながっているということではないでしょうか。 

毎年 12 月にですね、4,000 人の寄付をしてくださる方々がいらっしゃるのですけれども、

これをメーリングリストにして、ダイレクトメールを一斉送信いたします。この中には、活動
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中の楽しい笑顔が詰まったような報告をお届けしています。その封筒の中にですね、小切手を

入れて送り返していただけるような返信用封筒も、忘れずに同封しています。もちろんオンラ

インの方の取り組みというのも行っております。そちらの寄付金というのは、非常に幅がござ

いまして、1ドルの方もいらっしゃれば15,000ドルをくださる方もいらっしゃいます。 

イベントを通じまして、年間 50 万ドルの寄付というのをいただくことができます。毎年夏

には、オークションを開催しておりまして、約 800 アイテムのオークションをしております。

こちらは、家具からスポーツ用品、その他に、民泊といいますか、家の中に滞在するプログラ

ムというのも入っております。みなさん日本に別荘をお持ちでしたら、そういったものも、ぜ

ひオークションに出していただければ、私たちの助けになります（笑）。約 500 人の人々が、

こういった無料のイベントに参加してくださいます。 

もう一つ、別のイベントで12月に行っているんですが、これは100ドルの参加費がかかり

ます。これは150人の人々が参加されます。こちらでは、非常に高価なものが取り引きされて

おりまして、貴重な芸術作品というものも取り引きされております。素晴らしい休暇というこ

とですね。例えば、アメリカ代表のスキーチームと一緒にスキーを滑れる権利というのも、オ

ークションに出されます。有名な自然写真家と、何日か一緒にプログラムを体験できるという

のも、オークションに出しています。 

助成金なんですけども、こちらは 20 万ドルの予算を獲得しております。日本では助成金と

いうのは、一般的ですか？ファンドレイジングするに当たって、様々な財団が助成金を出して

おりますので、どういう所がどういったものを出しているかということについて、調査を行い

ます。例えば、そのような財団の中には、ウォールマーケットという大きなスーパーマーケッ

トがあるんですが、そういったスーパーマーケットが運営しているような、財団というものも

あります。アメリコーンという団体がございまして、こちらからは、季節的な労働者という形

で、助成をいただいております。ホンダやトヨタという会社からも、そのようなお金が出てお

ります。 

これが私が原稿作成した、精一杯の結果なんですけども・・・（笑）。もし何か質問がござい

ましたら、お願いします。あるいは小切手を書いてくださる方がいれば、私が今、回収しに上

がります（笑）。冗談でございます。ありがとうございました。 

 

（一部抜粋） 
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パネルディスカッション 

 

パネリスト：大西かおり、佐藤初雄、下村善量、節田重節 

司会   ：岡島成行 

       

岡島：それでは、シンポジウムを始めたいと思います。今日は4人の方に登壇していただいて

おります。テーマは、ジャック・シェアさんの話を受けて日本の状況などについて話し

合おうということになっています。大体1時間半くらいの予定です。 

最初にそれぞれの方に自己紹介をしていただき、それからシェアさんとワイコフさんの

話を受けて、感じたことなどを簡単にまとめていただこうかと思います。その後、フロ

アの皆さんとのディスカッションもしたいと思っております。それでは、節田さんから

お願いします。 

節田：4年程前ですが、山と渓谷社を退職いたしまし

た。40年間、主に山の書籍や雑誌を中心に作っ

ておりました。大学時代から山登りばかりやっ

ていましたので、山の方から見た話ができるか

と思っております。特に昨年は、皆様がご存知

のように、北海道のトムラウシで 1 日に 10 人

の方が亡くなったのですが、その事故調査の委

員をやっておりまして、そのまとめに半年ぐら

いかかっておりました。 

下村：国立青少年教育振興機構で教育事業部長をしております。私ども、皆様ご承知かと思い

ますが、国立の青少年交流の家と青少年自然の家を 27 棟と東京のオリンピックセンタ

ーを運営しています。青少年の交流事業や子供会、スポーツ少年団などが自然体験活動

を利用するという場合に、場所と指導者を提供するという施設です。 
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佐藤：昨年、自然体験活動推進協議会、通称 CONE の代表理事を岡島さんからバトンタッチ

をさせていただきました。そのほか、国際自

然大学校という自然学校を 27 年間、今年は

28年目ですけれども、東京の狛江というとこ

ろでスタートして、現在も活動しています。

私が国際自然大学校を始める前に、コロラド

のOBS（アウトワードバウンドスクール）の

方に行っておりまして、その時にはセメスタ

ーコースという、大体3ヶ月半のコースだっ

たんですけれども、それに参加をし、その後

２ヶ月ぐらいアシスタントをしました。ロッ

キーマンテンズを 12 名の参加者を連れてインストラクションをしてきました。そんな

経験から、こういう学校を是非日本でもできないかなということで、当時、26歳ですけ

れども、立ち上げたんです。ジャックの話を聞いて、やはり世界共通で、こういう学校

もまだまだ必要なんだということを強く感じました。   

大西：三重県にありますNPO法人大杉谷自然学校の大西かおりと申します。大杉谷自然学校

をスタートして、今年で約 10 年目を迎えております。私は日本環境教育フォーラムの

自然学校指導者養成講座というところで養成されまして、1年間で自然学校が運営でき

るようになってしまいました。今現在、大杉谷自然学校の職員として9名程が働いてい

ます。やっている内容は、地域を生かした環境教育プログラムということで、例えば、

調査をしたりとか、地域に子供たちを集めていろんな体験をしていただいたりしていま

す。地域を自然学校で元気にするんだ！ということでやり始めたのですが、最近、地域

で聞き取りなどをしましたら、65歳の人が、「わしはこの地域で一番若手なんや！」と

言う。65歳ですよ。今、高齢化率が70％もあります。それで、何かしたいなと考えて

いる今日この頃です。 

岡島：ありがとうございました。それでは節田さんからもう一度お願いします。 

節田： 昨年アメリカの国立公園を 3 つ続けて回ったのですが、モンタナのグレイシャーパー

ク、次いで、イエローストーンと先ほどのグランド・ティートーンを回ってきました。

ジャクソンに3日間滞在してハイキングしましたが、一番印象的なのは三世代ぐらいに

渡って非常に楽しげに遊んでいる姿ですね。様々なグレードの遊び方ができる。夏のサ

ービスが非常に良い。看板とかシャトルバスとかいろんなことを徹底してサービスをし

ている。年代を越えて楽しんでいらっしゃる。それが一番印象に残っています。 
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下村： 私は行政の人間で、今は財務の関係です。シェルビーさんはなかなかやり手の女性だ

なと思いました。私どもの青少年振興機構に来てい

ただきたいな（笑）と思います。年間250万ドルで

すよ、250万ドル。私どもにそんな感覚はないんで

す。250万ドルといえば2億ちょっとです。先ほど

言った国立の信州高遠少年自然の家が人件費から

事業費、それから施設整備費などを合わせて1年間

大体それぐらい、2億5千万円ぐらいです。ジャッ

クさんの所は2割が寄付、8割が事業ですが、私ど

もの国立の場合、または多くの公立も含めてまった

く逆なんです。ほとんどが税金。8割か、9割近い。

9割近くが税金で、あとの1割近くは、利用料金でいただいております。よくぞ250万

ドル集めるな、とびっくりしています。 

佐藤：私も、財源の面について非常にびっくりしましたけれど、やはりアメリカならではの土

壌と日本の状況というのは一緒にはできないなと思っております。ただ、やはりすごく

積極的に事業展開をされているなというのを感じました。6つぐらいの大きな事業をや

っている。その中に学校、プライベートスクールがあるという。日本とはまったく違う

んですけれども、そういった事業展開をされているとういうのは、僕らがやっている自

然学校にとっても非常に参考になるポイントじゃないかと思っております。 

大西：私は、もちろん財務のことも、すごく衝撃的だったんですけれども、あなたの子どもに

は自然が足りないという言葉でした。アメリカは凄く自然が豊かで、子供たちも大人の

方もアウトドアでいろんな体験をされているようなイメージがあったので、そんな国で

もこんな本が出版されるような現状があるのか、すごく新しい視点でした。例えば、親

御さんが自然の中でどうしていいか分からないような問題がある。これも、日本とすご

く似ているなと思いました。日本の子供って今、遊びと言えばゲームだったり、塾があ

ったり、スポーツ少年団があったり、いろいろな商業施設に買い物に行かなければいけ

ないとか、子供をサービスにしたマーケットって、たくさんあると思うんですね。少子

化の中、その子供を取り合っている。お金を払ってもらうためにマーケットが競争しあ

っているという現状があって、もしかしたら、アメリカでも子供向けのマーケットでそ

ういった問題が発生しているのではないかなと思ったんですけども、巧妙にマーケティ

ング戦略を組み込んでくるいろんなところと、自然体験、まぁ自然学校というのが、ど

ういう風に競うのかなと思っています。日本ではこうした広報戦略にどうやったら打ち

勝てば、子どもたちを自然の中に戻せるのかなという課題がありますが、アメリカでも

同じような問題があるのかなと思ったところです。 

岡島：それでは、3団体、節田さんを除く3人の方は団体を率いていらっしゃるので、基礎的

な数字を教えていただきたいと思います。下村さんのところは税金をがっぽり使ってい
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るので（笑）、金額には大変な差があるかと思いますが、それぞれ基礎的な数字、スタ

ッフの数、予算、それから年間事業、おおまかで結構ですが、3人の方に教えていただ

こうと思います。じゃあ、大西さんからいきましょうか。 

大西：職員数は、いま有給の役員が１名と非常勤が1名、職員が7名ということで、合計9名

がこの仕事によって食べ口を得ています。年

間の予算はだいたい4,000万円前後になりま

す。そのうちの600万ぐらい、20％～25％く

らいが、大台町の教育委員会からの補助金で

賄われています。他の75％程度は自分達の稼

ぎです。あと寄付は本当に低い割合しかあり

ません。活動の中身ですけれども、大きく分

けて４つの事業をやっております。一つは、

環境教育事業というくくりになっていまし

て、子供向けのキャンプですとか、自然体験

活動ですね。大人の方のエコツアー、登山などもやっている。ここは主に、参加者の方

から参加費として収益を上げるような形のところです。委託事業では委託費が入ってき

ます。そして、もう一つが、環境教育普及事業ということをやっております。人材育成

をしたり、講演活動をしたり、いろんなことを普及している部門です。3 つ目が調査研

究活動。例えば、国の天然記念物であるネコギギという希少な魚のタイプの調査である

とか、生態系に絡むような調査をしております。独自事業の場合もありますし、委託事

業である場合もあります。そして地域支援事業というのをやっております。これは、お

金はあまり発生しません。どういった事業かというと、地域ではお祭りの時、もちをつ

く人手もいなくなっています。ですので、もちつきに人を派遣したりですね、あとは地

域の方がもちをついて、もち撒きという行事をやるんですね。これはけっこう紀伊半島

で多いと思うんですけども、ところが、拾う人がいないという状況になっています。も

ちを撒くんだけど、拾う人がいない。拾う人も派遣をしております（笑）。 

   こういったことを、地域支援事業としてやっている。主に、この4つの事業です。 

岡島：次に佐藤さんお願いします。 

佐藤：2000年にCONEが設立されて、現在10周年を迎えたところです。職員数は5名です

ね。若干パートさんもいらっしゃって、つい先日、オリンピックセンターのところに事

務局を構えるようになりました。予算規模は、だいたい9,000万円ぐらいです。活動内

容については、主に指導者の養成事業、登録事業、活用事業ということになっておりま

して、構成会員数は294の団体に会員になっていただいておりまして、登録していただ

いている指導者数が昨年まで多かったんですけれども、この 9 月くらいの数字ですと

13,000 人です。主に委託事業としては、国の事業、調査研究事業のようなもの、それ

から各財団等々の調査研究事業というところが、だいたい予算の半分ぐらいですね。 
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岡島：佐藤さんの場合は、今、CONE の代表もされていますけれども、もう一つ、国際自然

大学校を経営していまして、そちらのほうのお話もお願いします。 

佐藤：国際自然大学校の方は 1983 年にスタートしました。今、職員数は約 40 名ぐらい、そ

して研修生が9名います。合わせて49名ぐらい。そして、予算規模はだいたい3億ぐ

らい。収入のバランスですけれども、主に主催事業、子供事業ですね。子どもの事業や

キャンプの事業とか、あるいは土日を使っての事業とか、こういうのが収入の約3分の

1ぐらいですね。それから、あと3分の1ぐらいのものが受託事業ということで、学校

団体ですとか、あるいは企業とか、いろいろな講師派遣、請け負い、こういった事業が

約3分の1くらい。それから残りの3分の1は、基本的な施設の指定管理者の運営とい

うことで、今現在大きなところでは、埼玉県の一施設、それから川崎市の一施設の指導

部門を私どもが担っております。そういったところの収入が約3分の1ということです。

基本的には、子ども達の自然体験活動が中心でして、それに関係する指導者養成事業で

す。それから、学校などの教育事業に関する支援ということが、主な事業です。 

岡島：それでは国立の施設についてお願いします。 

下村：国立は28施設あるのですが、オリンピックセンターが別格で、残り27施設が全国に配

置されています。つい最近まで私は岩手山青少年交流の家という国立の施設に勤めてお

りました。その一施設の状況を申し上げますと、おおよそ人件費から事業費、光熱水道、

石油代、油代も含めまして、だいたい2億3,000万～4,000万ぐらいですかね。そのう

ち、先ほど申し上げたように、9 割近くがいわゆる運営費という名の税金です。実は、

私どもの施設では施設使用料が青少年と青少年指導者は無料です。会議室を借りるのも

無料、グラウンドを借りたりするのも無料です。ただし、大人の利用、一般の企業の研

修ですとか、大人の趣味のグループ、そういった方には、1 泊につき 1 人 250 円です。

びっくりするぐらい安いですか？したがいまして、中学生以上ですと、3 食だいたい

1,600 円ぐらいなんですね。なので、1泊 3食ついて、だいたい2,000円くらいででき

る。しかし、それ以外、例えば岩木山登山というような、一日登山をするのには研修指

導員一人に対して 18,000 円必要です。それぞれのプログラムには、材料費と指導料が

もちろんかかります。職員は20人ぐらい、プラス非常勤職員とか、バスの運転手さん、

環境整備の方を入れれば25名弱になります。ただ、年間にすると10万人の利用があり

ます。宿泊だけで10万人。日帰り利用を入れて12万人の方の利用がありました。これ

は国立の中の真ん中ぐらいの利用者数です。最も多くは14万人15万人という利用者の

ところがあります。行っている事業は、主催事業で、公立とか民間ではできないような

事業ということで、例えば、今年から始めたのは児童虐待を受けて養護施設に入所して

いる子どもたちに対しての長期のキャンプです。ニート、フリーターの長期泊り込みと

いった事業をやっております。私どもの指導員が場所を提供する、場合によっては、プ

ログラムを指導するというようなことがあります。それから調査研究事業。今の子ども

たちの実態ですとか、体験活動の様子を調査研究して発信しています。こういった施設



58 

 

は、日本では500くらいあります。東北でも40ぐらいあるんですけれども、そこの例

えば、研修会をやったりとか、フォーラムをやったりしています。それから、事業によ

っては、こういったNPOの方々からだとか、それから従来のボーイスカウト、ガール

スカウト、子ども会のような方々とのネットワークを作るような、そのような事業も取

り組んでおります。以上です。 

岡島： 私の方から三団体について、若干の補足説明をいたします。青少年機構は100億以上

の予算ですが、毎年5％切られている状況です。昨年の民主党の仕分けの第1号にやり

玉に上がって、いらないなんて言われました。ですけど、今下村さんがお話したように、

480万の人が格安で利用しているわけなんです。これは、国民へのサービスとして非常

に良いことだと思うんです。無くなったら480万人の人は、今度は有料で非常に高い所

に行かなくてはならないのです。 

 佐藤さんのところは今から25年以上前にスタートしたのですが、10年以上食えない

生活が続いた。今では業界 1、2 を争うような組織に育っています。先ほどシェルビー

さんがおっしゃっていた以上に、実は金集めがうまいんじゃないかと思っております。 

大杉谷は、本当にみなさん行かれたらいいと思うんですけど、ものすごい山の中ですね。

JR の三瀬谷という駅から車で 2 時間ぐらい山の中に、もう川沿いにずーっと、これで

もかこれでもかというぐらいに山の中に入っていくんです。あんなところ人がいなくな

っても当然だと思うようなところで（笑）生まれて育ったということで、村を助けるの

にどんな方法があるのかということを、彼女は彼女なりによく考えたそうですね。青年

海外協力隊でフィリピンに行って、フィリピンで子ども達を教えながら考えていたらし

いんです。どうしたら、潰れそうな村を救えるかといろいろ考えていたところで、日本

環境教育フォーラムの自然学校という仕組みに出会った。そして有り金はたいて上京し

てきたんですね。そしたらやっぱり村の人たち、教育長とか村長さんがすごく喜んでく

れて、応援しようということで、28 歳の時に大杉谷自然学校を作ったんですね。それ

から10年ですか、よく潰れないで、やっていたと思うんです（笑）。かなりのアイデア

が無いと、あの山の中で人を呼ぶのは大変だと思います。 

 国が国民のために100億の予算を使って事業を立てているところ、それから佐藤さん

のように、かなり手広く運営ができているところ、大杉谷のように、やっと食っている

ところ、それぞれ特徴があろうかと思います。機構の各施設と公立を合わせると日本の

自然体験の骨組みが出来上がるわけなんですが、そこで足りない部分、どちらかと言え

ばハイレベルな部分などは民間が補ってくるということになってこようかと思います。 

民間の自然学校は1,500から2,000ぐらいあるんです。ですから、ようやく下地が日本

ではできてきたところで、これからアメリカのように、大きく展開していくのではない

かなと期待はしているんですけど、中々お金が集まらなくて、苦労している。まだまだ

マーケットが小さい。子どもの状況についても、これはアメリカも日本も共通なところ

があって、今の子どもの状況を現場ではどうなっているのかということで、少しお話を
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いただきます。そのあと指導者の養成について、そして最後に運営、資金運営をどうし

ているのか、アメリカの場合と比較しながら、お話していただこうかと思います。まず

子どもの状況なんですが、節田さん、どうでしょう？  

節田：私の方は子供との接点が、残念ながらありません。子供向けのものというのは作ってな

く、実は、中高年登山を勧めてしまいまして、姥捨て山状態にしたのは（笑）、私に責

任もあるんですけども。そうですね、子供というか、先ほどアメリカでも世代間それぞ

れに問題があると出ていましたけど、親の意識も非常に低いと思うんですね。トムラウ

シの調査をやって、生き残った8人の方全員、インタビューして話を聞いたんですけど

も、非常に生々しい話がいっぱいあるんですけども、その中で一番感じたのは、自然に

対する感性といいますか、そういうのが非常に欠如しているというのが一番の印象です

ね。年齢はですね、ほぼ全員が60歳代です。平均年齢が65歳くらいではないかと思う

んですけど、そういう人たちがガイドさんに連れられて、ひたすら歩いて、悪天候の中、

突っ込んでいってしまった。インタビューしていて感じたのは、もうすでに 60 歳代の

人たちですら、そういう自然に対する感性、あるいは対応ですね、そういうのが非常に

欠けている。したがって子ども達にそういう機会を作り出すとか、そういうことが、お

そらくできない人たちだと思うんです。ツアー登山というのは非常にコンビニエンスな

スタイルなんです。集合場所へ行けば、全部ガイド付きです。ですから、そういう人た

ちの教育と言いますか、そこから始めていかないと、なかなか子ども達に伝わっていか

ないのかなと、その辺を非常に強く感じました。 

岡島：ありがとうございました。次に下村さんお願いします。 

下村：平成10年、平成17年、平成21年と、子供の自然体験活動の、実態調査をやっており

まして、それを比較しております。小学校4年と小学校6年、中学校2年の各2万人余

を対象にしています。相当な実態が分かると思っております。例えば、「蝶やトンボ、

バッタなどの昆虫を捕まえたことがありますか？」といった質問をします。何度もある、

少しはあるという子供は平成 10年の時は、81％の子供がそう答えたのですが、今回、

調査した21年度、つまり10年後には59％で20％ほど減っていました。それから、「海

や川で泳いだことがありますか？」については、90％から 70％へと大きく減少してい

ます。こうした数字でも自然離れが表れています。ちょうど同じ時期に、もう一つ発表

いたしました。子供の頃の体験活動が、その後の人生にどう影響したかを調査していま

す。20 代、30 代、40 代、50 代、60 代と、それぞれ男女 1,000 人ずつ、「子どもの頃

の体験がその後の人生にどう影響を与えていますか？」という調査をしたんです。産経

新聞では、「子供時代の自然体験で心豊かな人になり、結婚にもいい」と書かれていま

した。婚活準備は子どもの時から、というところに食らいついています。週刊女性はど

こに食いついたかといいますと、「まだ間に合う、子どもの将来の年収を決めるのは、

学歴じゃないよ、体験活動だ」と書いていました。一般のお母さん方に「自然体験とい

うのは、動植物に対する愛情を育みますよ」とか、「人と調和しますよ」と抽象的に言
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うのもいいんですけど、女性週刊誌のこういう取り上げ方は、自然体験活動が大事なん

だなということを、広く広めることに役立っていると思います。自然体験活動が大事だ

よという、国民運動というんでしょうか。ＣＯＮＥさんや関係の企業の方々を含めて一

緒にやらなくてはいけないと思っております。 

岡島：ありがとうございました。体験格差という言葉があるらしいですね。自然体験するのは

お金持ちしかできなくなっているということです。お金を払って子供を体験させたいと

いうのは、東京ではたくさんいるわけですけれども、ある一定の年収がないとなかなか、

子供をそういう所に入れられない、ということがある。 

佐藤：私ども、28 年前からこうやっておるわけですけれども、当時はこういう活動、特に 2

泊3日、3泊4日のキャンプなどに参加するには、だいたい小学校4年生以上だと言わ

れていたんです。自分のことを自分でできる年齢を対象にして、親はついてはこないと

いうキャンプですけれども、その傾向が年々が崩れていきまして、先ほど岡島さんがお

っしゃったけれども、要は参加者が低年齢化している。上の学年の5年生、6年生は本

当にぱらぱらしかいなくて、小学校4年生以下が大体7割、8割という状況になってき

ております。そして6,7年前から4歳児、5歳児を対象にした事業を行うようになり、

今はむしろそちらの反応の方がいい。親のニーズとうまく合致してその年齢の子どもた

ちが増えてきています。その中で子供たちの状況を見ていると、アレルギーがずいぶん

増えています。それから、異年齢で遊ぶという経験がないんです。上の子に対する関わ

り方、あるいは逆に下の子に対する関わり方というのが非常に下手です。結構、一日目、

二日目にはごたごたすることがある。でもだんだん慣れてくる。自然離れのことですが、

子どもに、「さぁ、行って遊んでいいよ」と言っても、何をして遊んだらいいか分から

ない。つまり、経験がないんです。木登りだとか、川に行って石きりなどの遊び方を知

らないわけなんですね。そういうのを教えてあげると、結構乗ってきてですね、覚えれ

ば、昔の我々の子どもの頃の状況とそんなに大差は無いんじゃないかなというのが、私

の認識です。 

岡島：大杉谷の方はどうでしょう？ 

大西：私どもの町には、「しゃくり」という鮎の伝統漁法があるんですね。綺麗な川がありま

して。男の子たちは、しゃくりが解禁になったらいつもそこに全員行っていたんです。

ところが今、その町の学校が廃校になって、統合されて、今、小学生が120人ほどいる

んですけれども、その中でしゃくり漁ができる子はたった1名になってしまったんです。

今、やろうと思ったらやることができるんですけれども、子供がなぜか自然の活動とか

生活に密着した活動から離れてしまっているというのが現状です。それから、餅作りと

か薪割り、そういった体験をよく子供たちにしてもらっています。そうすると、体の使

い方が明らかに異なります。今、80 代のお婆ちゃんが餅つきを見せてくれるんですけ

れども、その 80 代のお婆ちゃんは若手のスタッフや子供たちよりすごく早く上手に餅

をつくことができるんですね。あと、薪割りも体の力をほとんどに使わずに、どんどん
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早いペースで同じ大きさの薪を作ってくれているんですね。そういったことがなかなか

子どもたちにはできない。体の使い方というのが、非常に難しい。ただ、子供たちは何

回かやるとすごく早くコツをつかめますので、完全にできていないというわけではなく、

やらせれば必ず習得ができる。三つ目は、子供たちの親の世代が自然体験とか文化的な

関わりから離れてしまっている。私たち地域はお祭りがたくさんあるんですけれども、

どれもすごく継承している方が高齢化しています。年齢構成がきちっとした地域に行っ

ても、祭りを継承している人はなぜか高齢者ばかりなんです。若い方は何をしているか

というと、よさこいソーランのグループにいて踊ったりしています。自分たちで新しい

文化を作っているという現状があるんです。ですので、そういった子供たちの親の世代

が、地域の文化、歴史と交わらない。 

岡島：今の子供たちが自然の中で遊ぶことがどんどん減っているということですね。昨日私も

話しましたけど、子どもの体力も落ちてきているという現状があります。しかし、その

中でもチャンスを与えれば、みんなやるし、できるようになる、ということですね。チ

ャンスを与えるというところあたりが自然体験活動の中心になると思います。もう一点

は、アメリカでもそうなんでしょうけど、親の世代が自然体験を知らなければ、自然体

験が頭の中に浮かんでこないですね。子供を連れて山に行こうなんていうことが発想と

して生まれてこない。親に対してもやはり何らかのアプローチが必要ですね。本来であ

れば、昔の日本の子供のように勝手に遊んで、勝手に大きくなれば、それは理想ですよ

ね。ところが、今はこうなってしまっているので、何とか社会的なシステムとして子供

たちと自然を結びつけるような作業が必要ではないかということですね。続きましてお

金のことをちょっと議論していきましょうか。お金というと、下村さんのところは？ま

ぁ、税金だから（笑）。 

下村：子どもゆめ基金という100億円基金がありました。それはだめだよと言われましたけど、

民間からいただいている基金が7,000万ぐらいあると思います。そういう形で7,000万

を基金に私ども努力はもちろんしております。それから、本当に小額でお恥ずかしいん

ですけれど、岩木山青少年交流の家にいたときは、いろんな事業をやる時に企業の協賛

という形で1企業当たり一口2万円以上でお願いしますということで、30万円ぐらい、

15社ぐらいでしょうかね。どれだけ頑張っても30万ぐらい。それぐらい集める努力は

しております。 

岡島：佐藤さん、NOTSの方ですが、経営的にどんな状況で推移してきたのでしょうか。 

佐藤：そうですね、始めたころは、それこそ年間500万ぐらいのところからスターとしてきた

と思います。一つは、5,000万円という壁ですね。なんとなく5,000万円をいつ越える

かというのと、さらには1億円を越えるという壁がある。うちの場合、1億円を突破す

るのに十数年かかっているのではないかと思います。寄付は、アメリカ的なファンドレ

イジングのようなものは実はあまり無かった。ただ、NPO ですので今後は可能性があ

るのかなと思っています。 
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岡島：大杉谷はどうですか。 

大西：お金のことに関しては、正直あまり語りたくないと思っていますね（笑）。なぜかと言

うと、私たちが今ぶつかっている問題が、限界集落、過疎高齢化の問題なんですね。な

ぜ日本の社会から、地域社会が見捨てられてきたかというと、全部貨幣経済に集約され

るんですよ。お金で全部解決できる世の中が、私たちの集落をこんなにした。お金は敵

だ、みたいな（笑）。とはいってもお金はすごくウェルカムで、あったら良いなと思う

ものなんですけれども、実際いろんな方からもっと自分たちで自主事業をして、お金を

かせぐような方法を取った方がいいのではないかといわれて、まぁ、そうだなと思いま

す。しかし私たち実はですね、出稼ぎ体質というものがあります。どういうことかとい

うと、その地域でお金を稼いでいるわけではなく、例えば、全然違う町に行ったり、都

会に行って事業を展開したりして、そこでお金を稼いで自分達の地域に循環させている。

そして職員を養っている。都会に出て行った方がよっぽど稼げる。そのようなところで

す。もう1つ、なぜ地域社会に住んでやっているかというと、今ライフスタイルがすご

く変わってきていて、若者の中では、厳しい経済社会を都会で過ごすのではなくて、田

舎でちょっとのんびりしながら、ゆったりとした生活を送りたいという人もいるんです

よね。そういう人は、あまりお腹一杯にならない環境で働いても構わない、私も含めて

ですけれども。そういったことがあるので、やっているというところがあります。 

岡島：それぞれの学校なり、団体の理念ですが、ミッションがあるから、それに基づいてやっ

ているということだと思います。ジャックさん、シェルビーさんの方で寄付をいただく

というのですが、日本とは前提が違いますので、日本ではなかなか寄付がもらいにくい

状況になっています。私が今理事長をしている日本環境教育フォーラムというところは

企業とコラボレーションすることで成り立っています。例えば、子供たちをここに連れ

てきて2泊3日を過ごさせて、帰す。それを例えばA社が企業のCSRとしてやりたい

場合、そのプログラムを例えば500万で引き受ける。その運営を我々が全てやる。そう

いうような形で、損保ジャパンさんとはもう 19 年間、市民のための公開講座というの

をしています。トヨタさんとはトヨタ自然学校をずっと一緒にやっている。NEC もド

コモもアサヒビールとも一緒に仕事をしている。ということで、それぞれの企業から

500 万から 1,000 万ぐらいの規模でお金を出して頂いて、こちらは頭を使う、そして、

国民のために何かする。そういう関係で大体1億以上です。2億5,000万円ぐらいの我々

の運営資金のうちの 3 分の１か半分の近くが企業とそういう形でコラボレーションし

ている。そういうことによって管理費を生み出している。以前ジャックさんと話したと

ころ、アメリカはあまりそういったことがないようですね。アメリカでは寄付です。も

らったお金を自由に使うということですけれども、我々は、我々のミッションに合うよ

うな、環境教育に資することでしたら企業にお金を出してもらって、我々は代わってそ

れを行うという形で、企業の CSR の一端を担うということでやっております。日本の

子供のために企業にお金を出してほしいと言うと、理屈が合えば助けてくれるんですね。
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逆に言うと、限界集落のためにお金を出してって言って、出してくれるかどうかですけ

ど（笑）。下村さんのところは、企業とのコラボレーションということは、あまり無い

ですか？ 

下村：オリンピックセンターに企業のネーミングを導入したらどうかという話もあったりした

かと思います。 

岡島：例えば、私もよく言ってますけど、富士フィルムと写真教室をやって、仲良く山岳写真

のプログラムを作ってね、全部、富士フィルムからお金を出してもらってという方法も

ある。でも、まぁ、そういうようなことはあまりやっていないか。 

下村：そういうことは、私が知っている限りでは施設では無いですね。 

岡島：山岳ガイドって仕事になるんですか。山のガイドが足りないって言っていましたね。 

節田：今日、磯野氏の話にもありましたけれども、一応、国際山岳ガイド連盟に加盟している

日本を代表する全国的な組織としては山岳ガイド協会というのがあるんですが、そこで、

認定されているのは800人ぐらいです。ただ、ツアーガイドのお客さんはだいたい延べ

で40から50万人ぐらい。一人の人が、何回も行っていますのでそれぐらいになります。

延べで40～50万ということは、圧倒的にガイドは足りないわけです。しかも800人の

ガイドのうち、いわゆる個人とか小さな団体のガイドをする人が半分ぐらいですので、

実質は400人ぐらいしかいない。トムラウシの事故を受けて観光庁もその点が気になり

だしています。ツアーガイドの団体が2つあります。日本旅行業協会と全日本旅行業協

会です。そういうところとガイド協会が一緒になって考えていこう、そのためにはやは

りガイドのスキルアップが一番大切であり、数も圧倒的に足りないということになって

います。もちろんガイドの社会的な地位も上げていかなくてはいけない、待遇改善して

いかなくてはいけないといったような問題が出てきています。あとは、もうちょっと指

導的、教育的な考え方をしっかりしてもらえると、一般のお客さんのレベルも上がって

いくんじゃないかと思っています。 

岡島：では、どうしたらいいか。オリンピックセンターのデータにしても、子どもたちがもう

少し自然に接したほうがいいだろう、ということですし、みんな漠然とした感じでそう

思っていると思います。しかしなかなかうまくいかなくて、どんどん自然離れが進んで

いる。この自然体験活動全体のマーケットの将来のようなものも含めて、お話をいただ

きたいと思うんですが、佐藤さん、いかがですか？ 

佐藤： 将来的には我々の仕事が無くなることが理想だと思います。つまり、昔ながらの風景

がそこに生まれていればいい。しかし現実的に考えるとそういう状況になかなかならな

いから必要枠という中で我々の仕事があるのかなと思います。現実に、やっぱり子ども

たちの状況は悪い。あるいは、そういう子どもたちが大人になって、いろんな意味での

歪みが出てきている。それが社会問題化してきているという状況がある。まだまだ私達

が頑張らなくてはいけないと思います。特に CONE はですね、これからはもっともっ

と結集していく方向が必要なのかなと思います。かつてはそれぞれの団体が、独自で動
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いていたものが、なかなか情勢的に厳しい状況になってきている、ということも背景に

あってCONEができあがってきたんです。 

    2002 年には自然体験推進議員連盟ができた。今、国会議員の先生方と自然体験活動

推進法といったものを作ろうとしています。それを後ろ盾にして国家的な動き、あるい

は予算や待遇をきちっとしてもらえるような対応も必要なんじゃないのかなと感じて

おります。そろそろ若い人たちに引き継いでいくためにも、きちっと社会的に認知され

ていくことを目指していく必要があると思います。 

岡島：連携ですね。いろんな人たち、地域の人たち、いろんな方々が、世代を越えて、連携し

ていって盛り上げていきたい、そうする必要があるんじゃないかというお話でした。大

西さんいかがですか？ 

大西：私はですね、今本当に自然体験というのが、なかなか文化として定着していないという

のが問題だと思うんです。本当に田舎はですね、自然に近い地域というのは生物多様性

がすごく高いんですね。生物とはいろんな生き物とかそういうものなんですけれども、

人間の多様性もすごくあるんです。こんな変わった方が、という人も田舎にはいるんで

す。田舎というのは、すごくいろんな方を受け入れる多様性が高い。受容性が高いと思

うんです。なのに、どうして、都会で厳しい辛い生活をしている若者が多いのかなと思

って、すごく残念だと思います。インターネットカフェで住んでいる人とか、なぜ田舎

に来ないんだと私は思うんですね。そういう人たちは、田舎はそういう住みやすいとこ

ろだっていうことをご存知ないと思うんです。それは小さい頃から知らなかったからだ

と思うんですね。若者を田舎に送りこむ制度もあります。田舎で働き隊とか、集落支援

員、そういった制度もあるんですね。徴兵ということではないんですけれども、徴田舎

制（笑）、強制的に田舎に送りこむ、みたいなものをなんとか制度にしていただいて、

田舎がいい、自然がいい、こういった価値観を持ってもらうことが大事で、そうすれば

無理なく田舎や自然が好きになるかと思っております。 

岡島：イギリスでは大学の受験が終わって入学が決まると、一年間、世界中どこに行ってもい

いからボランティアをしてきなさいという制度がありますよね。そういう制度があった

らいい。ボランティアとか田舎体験とか芸術体験とか何種類か用意して必ずそれを通過

しないといけないとかね。下村さんいかがですか。 

下村：先ほど、必要枠ですか？私はそうは思わなくて、地域での日常的な遊び方とか、体験が

復活したって、やはり大西さんと佐藤さんのようなNPOの人たちが必要だと思ってい

ます。それは、学校や家庭や地域で日ごろできないような、例えば、圧倒的な自然の中

での五感で感じる自然体験ですね。それはやはり教育効果、学習効果が高いと思うんで

す。だから、地域の伝統的な自然遊びが復活すればいいんじゃないかと私は思いません。

田舎体験、自然体験は必要だと思っております。それから、国立も今、事業仕分けとい

う厳しいことになっているんですけど、公立の青少年教育施設もかつて、昭和 34 年に

第 1 号ができてから 30 年、40 年、50 年経って、施設が老朽化になって、耐震のお金
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も得られないということで、たくさん廃止になっている。ピークは、平成14年には718

校の公立の施設があったんですが、平成20年では516で、200ぐらいこの時一気に減

ったんです。国立は国立で事業仕分けということになっております。それで、先ほど国

民運動というのがあったんですが、私ども今年度から始めたんですけれども、こういう

チラシを置かせていただきました。体験の風をおこそう運動というものです。もちろん

私どもだけではなくて、CONE さん、中央青少年団体連絡協議会、ボーイスカウト、

ガールスカウトさんなども入りまして、国民運動にできればしたいなということでやっ

ております。10 月を体験の風をおこそう推進月間としています。この間の 10 月 23 日

ですか、民間団体の多くの方が参加しておりましたが、まだまだそういうことやってい

るなということをご存知無い方が多くいます。まだ始まったばかりでございます。こう

いった形で幅広い方々が連携して国民運動にしていきたいと思っています。 

岡島：節田さん、全体を見てどうでしょう。この手のものの将来性というのか、課題も含めて

なんですが。 

節田：そうですね、私の個人的な体験も含めてそうなんですけれども、国としてまさに一番大

切なこと、一番投資しなきゃいけない部分だと思います。下村さんがおっしゃるように、

なんとか国民的な運動に持っていくためのオペレーションをそろそろ具体的に考えな

いといけない。その中に佐藤さんが言ったような活動も必要だなと思いますし、先ほど、

岡島さんが自然学校は1,000か、1,500ぐらいですか、全国に。そういうその学校の実

態調査等もしっかりできてないですよね。そういう人たちにもっと声をあげていただく、

あるいはそういう人たちをどうやったら支援できるか。私のいた山と渓谷も含めてマス

コミの応援というのも非常に大切なことだと思います。 

岡島：ありがとうございました。節田さんにシンポジウムのまとめをしていただきました。そ

れでは、この辺りで終わりにしたいと思います。会場の皆さん、長い間ご静聴頂きあり

がとうございました。またご出席の皆さんありがとうございました。 

 

（一部抜粋） 
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特集２  環境思想シンポジウム「環境思想の現代的意味を問う」 

2011年3月28日（月） 

  

日本の自然体験や野外活動のプログラムには欧米からの輸入プログラムが採用されること

が多い。しかし、欧米のプログラムにはそれぞれバックボーンに欧米の思想がある。日本の思

想とは若干の違いがあるため、欧米からのプログラムを直輸入すると消化不良を起こしやすい。

こうした問題を改善するため、欧米の環境思想と東洋的な環境思想との溝を埋める作業が必要

となってくる。仮に日本での環境思想がある程度形作ることができれば、それを基礎に欧米か

らのプログラムを日本的なものにアレンジすることが可能となるに違いない。また日本型プロ

グラムを欧米に紹介しやすくなるだろう。一方、欧米で発展してきた環境思想を日本の古典と

比較検討することにより、東洋における人と自然との関係について、欧米の人々にも説明しや

すくなる。地球環境問題が複雑に絡み合って解決への道が見えない中、現代の環境思想は世界

の英知を結集して一日も早くその方向性を見出すべきであろう。安藤百福センターではこうし

た基礎的な課題に対して、研究を重ねていく方針で、センターの開設初年度から環境思想の研

究に取り組んでいる。今回のシンポジウムはその第一弾であると位置付けている。 

 

講師  「欧米の環境思想」  加藤尚武 （京都大学名誉教授）          

「儒教と環境思想」  佐久間正 （長崎大学環境科学部学部長）  

「現代の環境倫理」  鬼頭秀一 （東京大学教授）          

       「江戸の環境思想」  関 智子 （青森大学大学院准教授）                  
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第１部  基調報告 

 

岡 島：昨年の五月にこのセンターが出来まして、いろいろな講座を開いておりますが、今日

は哲学者の加藤先生はじめその道の専門家の方々にお集まりいただきまして、それぞ

れの分野よりお話しいただきます。そして４人の方のお互いのディスカッション。時

間があれば、皆さんとの議論もして頂くということにしたいと思います。福島の原発

もまだまだ危ない状況が続いている中で非常に厳しい選択ではありましたが、良く考

えてみるとこの原発の問題は環境思想の課題でもあることなので、予定通り開催する

ことになりました。それでは早速始めたいと思います。お一人目の講演者である加藤

尚武先生は日本の哲学者の第１人者で、どなたもご存知の方です。私の方で欧米の哲

学思想という非常に大きなタイトルをつけてしまいましたが、選んでお話しいただけ

ると思います。加藤先生、宜しくお願いいたします。 

加 藤： 欧米の環境思想をどういう風にまとめるかといいますと、１つは神様をどう見るか、

自然をどう見るかが欧米では密接なつながり

があったと考えます。たとえば有神論（theism）、

理神論（deism）、汎神論（pantheism）、無神

論（atheism）のうち有神論（theism）は神様

が無から自然を作る。それから、無から神様が

自然を作ったというので創造神という風に考

えられます。そして、それを裏付けするのがキ

リスト教とは無関係なプラトン主義でありま

して、我々が肉体を持って見たり聞いたりする

ものは全部インチキであり本当の世界は純粋

な観念(イデア)の世界であると言います。決定的なあの世主義的考え方です。こういう

見方は、教育論では獣性克服論になります。教育は子供の中に宿っている獣と同じ性

質を消して精神の秩序を作り神様に近づけること。教育論だけではなくて庭を作る時

も木は自然に生やしておくと余計な生え方をするので幾何学的に樹木を整えれば精神

に近づいていくという考え方になります。人間の精神は自然よりも上だというので法、

規範、社会制度、国家、都市、数学、幾何学、記号、文字、機械、道具これらはすべ

て自然が人間にもたらしたものではなくて人間が自然にもたらしたものである。その

究極の根拠は、人間は自然を超えたイデアの世界と繋がりを持っていて、イデアの情

報を持って生れてきているからという考え方です。ですから超越神（世界の外にいる

神）が無から自然を創造したというプラトン主義的有神論が西欧の自然観の中心にあ

るものです。それに基づくと、登山の文化では初登攀を狙うと桑原武夫さんの『登山

の文化誌』に書いてあります。自然を征服したいという強い気持ちで臨むことが彼が

経験した登山の文化だと言っております。シェイクスピアの『ジュリアス・シーザー』
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には「自然がその前に向かってこれこそが人間だというような男」というセリフがあ

り、これは全自然に真っ向から対決できる人間、これこそが本当の人間だという人間

観を表しています。自然を征服する反自然的な存在こそ人間だという見方がヨーロッ

パの中にはあります。これほど反自然的な思想はヨーロッパ以外の文化では乏しかっ

たのではないかと思います。 

ところが、これを裏返しにした自然主義が現れてきます。有名なのはジャンジャッ

ク・ルソー（1712-1778）で、教科書では自然に還れと述べた人と書いてあります。

研究家に言わせると「自然に還れ」という言葉はルソーの書いた本の中に１行も書い

ていない。だが、それに近い表現がいくつかあります。もっとも代表的なのは『エミ

ール』の中の、自然は人間を幸福で善良なものとして作ったが、文化が人間を堕落さ

せ悲惨な状態にしているという言葉です。ゴーギャンがタヒチ島に逃れたのもルソー

の影響でありますし、ターザン映画が作られたのもルソーの影響です。野生児が文明

人よりも優れた能力を持っているという野生児信仰がありまして、それを最初に取り

上げたのがルソーです。最近日本で盛んになったゆとり教育がどこから始まったかと

いえばルソーからです。ルソーは消極主義という言葉を唱えて、教えないのが最高の

教育であるといいます。人間の本来持っている自然の力を発揮させることが教育であ

るから、それを捻じ曲げたり、押し曲げたりするのはいけない。例えばルソーの時代

には赤ちゃんをぐるぐる巻きに包帯を巻いて寝かせるという育児法が盛んだったが、

それに対して、子供の自由を束縛するといって非難したのはルソーです。また、「あん

よ紐」をつけて歩かせることに反対したのもルソーです。そして、安全な環境を与え

てそこで自由に遊び、動けるようにしなければならないといいました。「神即自然」と

いう汎神論を背景にするとルソーの考え方は大変わかりやすくなるのではないかと思

います。ルソーの場合には環境保護の考え方が出てこないのです。自然に対する愛、

自然は美しい、素晴らしい、自然の精神を完成させる。だが、自然を保護するという

観点はルソーからは出てこない。自然は弱いという観点が入らなければならないです。 

そこで自然は弱いのだから自然を守る姿勢が必要で、文化も自然の一つの変容だが、

それは自然を守ることによってこそ文化も守られるし、自然を破壊してしまっては文

化も破壊されてしまう。こういう立場が現代の自然保護思想のもとになっていると思

います。温暖化や臓器移植、遺伝子操作、核開発というのを挙げたかというと、19世

紀までの技術では温暖化は、臓器移植、遺伝子操作、核開発は19世紀までの技術には

無かった。19世紀までの技術はどんなに人間が自然を加工しても、自然そのものが持

っている理法、掟の枠の中に含まれている。だから、「人間は自然に従うことによって

自然を征服する」というフランシス・ベーコン（1561-1626）の有名な言葉で、技術

を表すもっとも根本的な考え方です。これは、征服するという風に重点があるわけで

すが、これを逆に取れば人間がいくら自然を征服したつもりでも、それは自然という

枠の中でしか行えないわけです。ところが、温暖化や臓器移植、遺伝子操作、核開発



69 

 

はベーコン的な意味での技術の限界を破って自然そのものがここで止めればいいとい

う限界を打ち破る面を持っています。自然に従うのでもなければ、自然を征服するの

でもなくて自然を守らなきゃならないという立場が 20 世紀の真ん中から後半に出来

上がった自然保護思想です。 

ハイキングや鳥の観察に関係する考え方で、神学的には神と自然は根源的に一致す

るという理神論（deism）という考え方があります。理神論（deism）はイギリスの自

然保護思想の原型になった思想です。『自然における神の知恵』というのが理神論の代

表的な著作です。これは植物分類学のジョン・レイ（1627-1705）が書いた本です。

ジョン・レイの本の中味をそっくり盗んだペイリー（1743-1805）という人がいまし

て、この方は天才的な小説家でそれを上手にまとめて本を書いた。ダーウィンはペイ

リーを読んだ時にペイリーの基になったジョン・レイを読んでいればそこに生物の種

というものの最初の明確な記述があって種は永遠であるという考え方に気づいたはず

ですが、まだジョン・レイを読んだかどうかわかっていない。今 3 つあげた中で、有

神論は、自然を征服しようとする立場、自然を征服する時には文化は自然より上だ、

肉体の方が精神より上だというのは幻でイデアが本当の存在だという考え方です。そ

れに対して反文明主義、自然は人間が幸福になるように作ったが、社会制度は人間を

不幸に陥れているというルソーの立場がある。それから現代の技術の発展によって逆

に理神論や無神論の立場から自然保護の考え方が出てきたことが大枠ではないかと思

います。これは、ゲーテ（1740-1832）が、自然の中にいた時に自然の生命を感じる

という文章ですが、「やせた砂丘の斜面を這っている灌木が、自然のふところ深く燃え

ている神聖な生命を、ぼくに明らかに示して見せてくれる。ぼくは、あふれるばかり

の豊かさを感じて、まるで自分が神になったかのような気がするのだ」この『若きウ

ェルテルの悩み』に出てくる文章は、汎神論的感情を表現しています。 

 ゲーテが教会に離れた理由の一つは神様はそこ（教会）にあるものじゃないという

ルソーもゲーテも女性と永年同棲した後に、正式に結婚しています。決定的な喧嘩は

せず、キリスト教会と一生涯関係を保ったというのが女性関係からみたゲーテとルソ

ーの特徴である。理神論や汎神論といわれる立場で教会とうまくやっていけた。この

ゲーテ的な汎神論的自然観はエマソンやソローのようなアメリカの思想家と共通して

います。「精神が受ける影響の中で、時間的にもっとも早く、もっとも影響があるのは

自然の影響です。日ごとに太陽、そして日没のあとは夜と夜の星達。いつも風が吹き

いつも草が茂ります。学者にとって自然とは何でしょうか。神がおりあげるこの布の

不思議な続き模様」これは典型的な理神論的考え方です。この中には連続的考え方が

入っていて、自然には秘薬なしという考え方も含まれている。そして、「始まりもなく、

終わりもなく、いつも自分自身に立ち返る循環能力が備わっている」これは、自然の

中には連続はあるけれども自然は永続するという見方です。たとえば、キリンの首が

長くなったということをエマソン（1803-1882）に聞いたら認めますと言うでしょう。
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いつか地球上から生物がいなくなるかと聞いたら、自然の再生能力というのはいわば

自然そのものの根源的な力であって、自然はどんなに傷つけても再生していくという

でしょう。 

 では、福島の原発の事故から農業は再生するでしょうか。チェルノブイリの農作物

が作られるようになったと言っても元のチェルノブイリは無いでしょう。そういう風

に考えると自然は根源的に循環的で自己再生能力を無限に持っている存在ではなくて、

自然にある人工的な変容を加えたならば、それは元通りにはならない。そういう弱さ

を自然は持っている。自然は永遠に循環しているという見方よりも、傷つけられたら

元には戻らないという考え方の方が正しいのです。 

 次にダーウィン（1809-1882）ですが、「自然には固有の目的が存在するのではなく、

さまざまな生物種の環境への適応が、あたかも合目的性が支配しているかのように見

えるだけである」という考え方を述べています。 

 エマソンにしてもゲーテにしても自然の中にはどうしてもこれを実現するんだとい

うある目的性があってそれが自然物に内在していると考えています。しかし、ダーウ

ィンによれば、目的のように見えるものはすべて生物種が環境に適用しようとする個

別的な因果関係の長時間にわたる総合の結果である。ダーウィンは、自然の中から合

目的性を追放してしまう。「自然の合目的性は、生物の自然淘汰、性選択の結果である」

ということになります。欧米の自然概念は、有神論、理神論、汎神論をへて、無神論

となる。ダーウィンという人の学説は、その当時では認められていないし、最近にな

ってやっと認められたわけです。私はアメリカでクリックと共同でDNA の構造を明

らかにしたワトソンに会った事がありますが、ワトソンは我々の科学的な知識が乏し

いことをよく知っていて、初等的な素晴らしいレクチャーをしてくれました。それで、

ダーウィンとメンデルは出会うことがなかったが、自分の研究、つまり DNA の研究

によってダーウィンとメンデルをちゃんと科学的に裏付けができたわけです。そうい

うお話をワトソンから聞かされたことがありますが、ワトソンの DNA の発見によっ

て初めてダーウィン主義の裏付けになったわけです。実は、ゲーテは自然科学の歴史

の中では一番有名なのはニュートン批判をしたことです。ルソーは自然はすばらしい

と言ったけれども、その自然がニュートン力学的な自然なのか、それともフラゴナー

ルが描いたような絵の中の自然なのかを何も考えていなかった。ゲーテの段階になっ

て初めて物理学、化学、生物学という3つの領域が自然科学の中で成り立つのだとい

うことがわかって、ゲーテはその問題に一生涯取り組むんです。ゲーテとダーウィン

は会わなかったけれども、話題は非常に共通していたんじゃないかと思います。ゲー

テはイタリア旅行する時も、お付きの召使がやめろと言うのにどうしても石を拾って

馬車の中に入れるんです。ダーウィンもまた石のコレクションが有名でありまして、

ゲーテとダーウィンは石のコレクションをめぐって一晩中でも話し続けたんじゃない

かと思います。ゲーテの晩年の著作には『親和力』という小説があるんですが、素晴
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らしい小説なんですけども、親和力というのは科学用語で、英語で言うと affinity。

これは、化学結合が起こる時にある特定の元素はある特定の元素と結合のしやすさが

あり、その結合のしやすさのことです。ラヴワジェの『化学原論』（1789）を読むと、

その当時の代表的な化学の教科書ですが、読んですごいなと思ったのが親和力につい

て、スーパーケミストリー、今の訳語で言うとメタケミストリーと規定しています。

メタケミストリーの領域に属するものでそれを論証する方法は無いから自分はそれに

ついてあえて言及しないが非常に重要だという趣旨のことが書いてあり、ゲーテは多

分それを読むことが出来たんですけども、ゲーテは科学上の親和力が男女関係の選択

の力として働くのではないかという設定で、素晴らしい恋愛小説を書きました。ぼく

は映画にしたらいいと思います。ドイツでは評価が低くて、ゲーテの本の中で１番売

れないというくらいです。ダーウィンが注目したのもどうして生物はセックスの相手

を選択するのかという問題で、これはいわゆる自然淘汰とは別に性選択論というダー

ウィンの大きな研究領域があるので、ダーウィンとゲーテが会ったならば（ダーウィ

ンはゲーテを読んでいたが『親和力』は読んでなかったんじゃないかと思いますが）

おそらくその問題ではずいぶん話を沸かせたと思います。生物学の知識では断トツの

違いがあって、地質学の知識でも断トツの違いがあって、それはゲーテにとってショ

ックになるはずだと思います。何ヶ月間かの観察では間に合わない20年、30年と１

つの領域を緻密に観察して記録を残していくことによって初めて明らかになるような

領域だということにゲーテが気がついてショックを起こすかもしれない。ゲーテもそ

の当時の自然科学としては最先端に近いところにいましたが、ゲーテとダーウィンの

間には非常に大きなギャップがあります。それは、ゲーテがあくまでも自然の目的は

自然に内在するという内在目的の立場をとっていたからです。ダーウィンの場合には

目的は内在するという考え方を徹底的に追放出来るかという観点から自分の自然観だ

とまとめていったわけです。 

こういう風にキリスト教文化の中での自然という考え方は、キリスト教が無かった

ら一気に進んだかもしれないのにキリスト教があったおかげで様々なキリスト教の傾

向やキリスト教との距離感があって最後にダーウィンに到達して現代生物学が出来上

がっていくことになりました。キリスト教文化は、無駄足の文化といったらキリスト

教徒が怒るかもしれませんが、ひどい無駄足だったのは確かです。 

そこで、鬼頭さんの領域になると思いますが、アルド・レオポルドはダーウィニズ

ムが現代的な意味で完全に理論化、科学化されるだろうという見込みをどの程度知っ

ていたかはわかりません。「あるものは生物共同体の統合、安定、美を保つ傾向にある

ならば正しい right、反対の傾向にあれば間違っているwrong」「正」（right）とか「不

正」（wrong）とかの法律用語と価値用語として使われるライトやロングは結局生物共

同体の中での総合の度合いから解釈されるべきだ。だから、人間も人間でないものも

全部一つに包んだような価値体系が可能だということを述べました。書の場合にはお
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互いに約束を守る信頼度について相互了解が成り立っているわけですから、人間世界

の中での約束や規範と、言葉を通じている約束が出来ないことを、ひとつの全く完全

な共同体にするということには初めから無理があったと思います。 

もう一つは、現代世代と未来世代という問題です。これは、1970年以後になって非

常にはっきりしてきたことです。1970年までに書かれた多くの物を見れば、未来の世

代は現在の世代よりも良い生活をすることができるという考え方が出ています。現代

世代が豊かになればなるほどそれを超えてもっと未来世代は豊かになるだろうという

成長理論が色んな形で作られてみんなが感心して何だ日本はこんなに低かったのか。

もっと上まで行けるんじゃないか、という風に考えていた。ところが、『ローマクラブ

報告・成長の限界』（1972）が出版された後になりますが、現在の世代が多く使えば

未来の世代が使えるものは少なくなる。廃棄物について現在の世代が多く排出すれば

未来の世代の利益が少なくなる。現代世代と未来世代は対立する利害関係にあるので、

現代世代は繁栄と経済成長を遂げれば未来世代の条件は悪くなる。現代では経済成長

を最大限にすることが政治の目標になっています。本当は、未来世代と現代世代のい

わば妥協点をどこで図るかという形で資源を管理し、廃棄物を管理するということが

政治と経済の根本的なあり方にならねばなりません。選挙になるともっともっと成長

させて私の党に投票すれば経済成長をやってみせますと言う。 

アルド・レオポルドに対する見事な反論を書いているのがエピクロスです。「生物の

うちで互いに加害したり加害されたりしないことに関する契約を結ぶことのできない

ものどもにとっては、正も不正もない。互いに加害したり加害されたりしないことに

関する契約を結ぶことができないか、もしくは結ぶことを欲しない人間種族の場合で

も、同様である。正義は、それ自体で存する或るものではない。正義は、人間の相互

的な交通のさいに、互いに加害したり加害されたりしないことに関して結ばれる一種

の契約である」この言葉を語ったエピクロスはローマ時代の人ですが、奴隷も女性も

人間として平等に扱うという原則を貫いています。結局近代法はエピクロスの思想の

再確認です。 

ルーブル美術館にプッサンの「アルカディアの黒人」という作品があります。これ

はアルカディアという実在しているけども実は空想的に美化された自然の楽園の牧人

なんですが、羊飼いであるはずなのにすごく知的な顔をしています。これは、牧歌的

田園という理想郷がキリスト教文化の中での異教文化という形で続いていたというこ

とがヨーロッパの自然観にとっては非常に大きな歴史的な意味を持っています。人間

は自然の牧人です。自然を見守りつつ保護するのです。自然を守るというのは自然を

人間の共同体の一員にするということではなくて、人間は人間の共同体として自然に

対して責任を負うべきだという考え方。レオポルドをそのまま使うのではなくて、む

しろレオポルドの精神を生かそうとするならば、人間は自己の共同体の全責任におい

て自然を守るべきだという自然に対する人間の責任の考え方でレオポルドを受け止め
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直した方が良いと思います。 

10万年のうちの歴史から現代の産業革命後の文化を見た時、産業革命から始めた化

石燃料を使い果たして、歴史上最高の量的な繁栄を記録したが、貧富の格差を縮める

どころか拡大し、人類は生物種を大量絶滅させた結果、荒廃した大地だけを残したと

言われかねません。10万年先の歴史家から、こういう風に言われないようにするとい

うことが私たちの課題になるのではないかと思います。 

 最後に、自然を支配せよ、自然に従え、自然を管理せよという三つの選択しかない

のであれば、我々は責任を持って自然を管理するという対処をせざるをえないと思い

ます。 

 持続可能性の必要条件ですが、人間が産業社会を維持するとしたならば、まず第一

に再生不可能型資源への依存からの脱却が必要です。エネルギー資源は循環型資源に

置き換える。金属については可能な限り再生利用するが、究極の解決方法は再生不可

能な使用形態を禁止する。再生可能であるような使用形態に限って金属の使用を認め

る。軍事目的の金属使用を禁止するのが良いのではないかと思います。第二は、廃棄

物の累積の回避です。CO2だけでなく、様々な分解困難な化学薬品、鉛などの金属も

累積しつつあります。抑制に成功したのは、フロンガスぐらい。三番目は、いかなる

生物種も絶滅させない。生物種の開発を促進する。これはいろいろ異議が出るかもし

れないが、おそらくあらゆる資源は全部生物だけとなってしまう可能性がある。その

時に生物種の開発をしないで人類が生き残れるかどうかは厳しい課題になるのではな

いかと思います。    

ですから、結局、自然に対して合理的な管理をするということが歴史的な課題にな

り、持続可能性こそが産業社会の基盤になるようにするというのが今私たちの社会に

対する改造目的になるのではないかと思います。 

岡 島：加藤先生ありがとうございました。それでは続きまして長崎大学の佐久間先生お願い

いたします。加藤先生は欧米の事を中心にお話しいただきましたが、佐久間先生は日

本思想史の先生です。そして、日本環境思想史というものを作っていきたいとおっし

ゃっています。今日は儒教などを中心にお話しいただけると思います。 

佐久間:  佐久間でございます。加藤先生にかなり広い見通しでお話ししていただきましたの 

で、私は東アジアの問題についてお話したいと思います。儒教について喋っていただ

きたいということですが、実は仏教も非常に重要です。私が最近取り組んでいますの

は近代日本の環境思想ですが、4人の重要人物がいます。1人は、足尾銅山鉱毒反対

運動を戦った田中正造。それから南方熊楠。それから宮沢賢治。そして、金子みすゞ。

金子みすゞは近年は教科書にも載っている詩人ですが、例えば「大漁」という詩。「朝

焼小焼だ／大漁だ／大羽鰮の大漁だ。／浜は祭りの／やうだけど／海のなかでは／何

万の／鰮のとむらひ／するだらう」これは彼女が20歳の時に書いた詩です。非・人

間中心主義をこれほど平易な言葉で印象深く述べたものはないように思います。彼女
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は山口県、現在の長門市の仙崎という漁港で生まれました。そこは非常に浄土真宗の

信仰の厚い地なんです。仙崎の向かいの青海島には、世界で最初に日曜学校、当然仏

教ですけども日曜学校が 19 世紀前半に発足し

た地です。仙崎は狭い港町なのですが、7 つほ

どの寺院があってそこでは、現在鯨は獲れない

んですが、今でも捕獲した鯨を慰霊する鯨法会

という浄土真宗の法会をやっているわけです。

シー・シェパードなんかは捕鯨に反対だと言っ

ているわけですが、何を食べるのかというのは

文化です。私は犬を食べません。しかし、吉林

大学に言った時「佐久間先、犬を食べに行きま

しょう」と言われ、その時は食べました。家に 

    帰ってきて妻に、実は犬を勧められて食べたと言ったら、当時犬を飼っていましたか 

    ら、妻から「あんた何なの」という非人間みたいな感じで見られました。問題は、生 

    物に対して絶滅させるような形で付き合わないことが重要だと思います。 

     今日は儒教についてお話します。儒教は環境思想の中でしばしば人間中心主義と 

    評されます。これからお話しすることからもわかりますように確かに人間中心主義と 

    言えましょう。その意味では非常に評判が悪い。それに比べると仏教、あるいは老荘 

    思想、そういうものは環境思想に対して親和的だという理解が一般的です。そうでは 

    ないんだというのが私の主張で、むしろ、もっとも理論的に、環境が劣化し生物が絶 

    滅しないような形で付き合わなければならないということを、我々にわかりやすく述 

    べているのが儒教だと考えています。以下、お手元の原稿をご参照ください。 

         儒教思想を体系化した南宋の朱子（1130-1200）が端的に指摘するように、儒教の 

    基本は「修己治人」（「大学章句序」）ですが、しかし儒教には意外なほど豊かな環 

        境意識－環境思想が認められます。先ず儒教には、資源の適切な使用と生物の保全の 

        意識が明瞭に存在するとともに、適切な利用による生物資源の持続的確保こそ「王道 

        政治」の前提であるとされます。生物資源の適切な利用の基本は、生物のライフ・サ 

        イクルを踏まえた利用「以時」（時を以てす）です。『論語』述而篇では、「子釣而 

        不網、弋而不射宿」と述べられ、稚魚まで捕獲してしまう細かな目の網などは用いず、 

        帰巣した鳥は狙わず、過剰な漁獲や狩猟をしない孔子の行動が規範的なものとして示 

        されています。『孟子』になるとさらに関連する記述が多くなります。梁恵王上篇で 

        は「不違農時、穀不可勝食也。数罟不入汚池、魚鼈不可勝食也。斧斤以時入山林、材 

        木不可勝用也。是使民養生喪死無憾、王道之始也」（類似の表現は『荀子』王制篇に 

        も見られます）と述べられ、季節の推移に応じた適切な農作業や山林の作業を行い、 

        稚魚は捕獲しないように、適切に配慮することによって、穀物や材木、漁獲を十分に 

        得ることができると指摘しています。孟子は、このような適切な自然資源の利用によ 
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        って得られる、生活に必要な資源の安定的な供給こそ、人民が満ち足りた生活をおく 

        る前提であり、理想的な政治である王道政治の始めだと言うのです。だからこそ、梁 

        恵王上篇や滕文公上篇で民生の安定を第一とする、「恒産・恒心」論が述べられるの 

        です。「牛山の木の喩え」としてよく知られている『孟子』告子上篇の一節では、「牛 

        山之木嘗美矣。以其郊於大国也、斧斤伐之。可以為美乎。是其日夜之所息、雨露之所 

        潤、非無萠蘖之生焉、牛羊又従而牧之。是以若彼濯濯也。人見其濯濯也、以為未嘗有 

    材焉。此豈山之性也哉」と述べられ、かつては緑なす山であった牛山が都市が近いた 

    めに濫伐や過放牧によってはげ山になってしまったことを指摘し、牛山のこのような 

    変化を心のあり方に関連させて、自然と心のあり方における「養」（自然の保全、「良 

    心」の涵養）の決定的重要性を強調します。朱子の注釈書である『孟子集注』では「山 

    木人心、其理一也」と注します。私はこのような論理における自然を、<思想的範型 

    としての自然>と捉えています。『礼記』は、月令篇や王政篇など適切な自然資源の 

    利用についてふれる箇所が少なくありませんが、祭義篇では曾子と孔子の問答が「曾 

    子曰、伐樹木以時、殺禽獣以時。夫子曰、断一樹殺一獣、其不以時、非孝也」と述べ 

    られています。この「以時」という自然資源を利用する際の原則は、先に見たように 

    『礼記』に限りません。そのような理解の前提には、四季の移り変わりを基軸とする 

    自然の循環への深い関心と、生活─労働はそれに則るべきであるという認識があると 

    言えましょう。『易経』繋辞下伝で「天地之大徳曰生」と端的に言われるように、儒 

    教の天地観の特質の一つは、「生生」「造化」「化育」などと称される、万物を生み 

    育むダイナミックな働きを中心に天地を把握するところにあります。そして、「天地」 

    は「万物之父母」とされ（『書経』泰誓上）、万物の母胎としての自然の根源性が指 

    摘されます。人は、「天地」によって生み育まれるという点では他の生物と同じです 

    が、それらと異なりそれらにもまして「天地」に厚く育まれているが故に、「万物之 

    霊」（『孝経』聖治）あるいは「天地之子」（張載「西銘」）などと称されます。こ 

    のような人間把握は徳川日本にも深い影響を及ぼしました。「ばんみんはことごとく 

    天地の子」（中江藤樹『翁問答』）、「高キモイヤシキモ皆同ジク天地ノ子」（貝原 

    益軒『五常訓』）、「万民はことごとく天の子」（石田梅岩『倹約斉家論』）などと 

    述べられ、そのような理解は人間の尊厳性を自覚させ人間の価値的平等の意識を支え 

    るものであったのです。それでは、この世界における人のなすべきことは何か。『孟 

    子』尽心上篇では、自らの道徳的修養を前提に「親親」「仁民」「愛物」が示されま 

    す。この3者は明確に区別され、「親」（血縁の人々）、「民」（一般の人々）、「物」 

    （人以外の生物）に対するいわば愛の差等性（「差等」の語は『孟子集注』に拠る） 

    が述べられます。「愛物」について、朱子は『孟子集注』で「物、謂禽獣草木。愛、 

    謂取之有時、用之有節」と述べ、時季を考え禽獣草木を資源として適切に使用するこ 

    とであると指摘しています。朱子が「言天道」章とする『中庸』第22章では、この 

    世界において人のなすべきことは「尽性」（「天」から賦与されたあるべきあり方を 
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    実現する）とされ、人は自らの「性を尽くし」、さらに他の人々及び物の「尽性」を 

    なし得れば、「天地之化育」を賛助することになり、「天地」と並び立つ存在になる 

    とされます。それでは「天地之化育」を賛助するとはいかなることか。『朱子語類』 

    巻64（中庸3）では次のように記されています。現代語に訳します。「天地の化育を 

    賛けるというのは、人は天と地の真ん中に居て、天地と理を一にしているけれども、 

    天（地）と人との所為にはそれぞれ自ずから分担があり、人のできることで、天には 

    かえってできないものがある。例えば、天は物を生むことはできるけれども、種まき 

    や耕作にはどうしても人を用いなければならない。水は物を潤すことができるけれど 

    も、灌漑にはどうしても人を用いなければならない。火はよく物を焼くことができる 

    けれども、炊事にはどうしても人を用いなければならない。ほどよく取りはからって 

    天地の働きを助けることは、人がしなければならない。これらはみな賛助にほかなら 

    ない」。人の営為は自然的秩序の内に包摂して捉えられているのです。まさに「天地」 

    は人に対して規範的意味を持っていると言えましょう。 

  以上述べてきた儒教の環境思想を咀嚼し最も整理された形で示しているのは、管見  

 の限りでは、徳川日本の朱子学者貝原益軒（1613-1714）です。益軒は『大俗訓』 

 巻1の冒頭で、人とそのなすべき「人の道」を天地と関連づけて次のように述べて 

 います。ここに論述されている内容は、彼の思想の最も基本的かつ中心的なもので 

 す。 

      「天地は万物の父母、人は万物の霊なりと尚書に聖人とき給へり。････天地は万物 

     をうみ養ひ給ふ中にも、人をあつくあはれみ給ふこと鳥獣草木にことなり、こゝを 

         以て万物のうちにて、もはら人を以て天地の子とせり。されば天を父とし、地を母 

         として、かぎりなき天地の大恩を受けたり。故に天地につかへ奉るを以て人の道と 

         す。天地につかへ奉る道はいかんぞや。およそ人は、天地の万物をうみそだて給ふ 

         御めぐみの心を以て心とす。此の心を名づけて仁と云ふ。仁は人の心に天より生れ 

         つきたる本性なり。仁の理は人をめぐみ物をあはれむを徳とす。此の仁の徳をたも 

         ち失はずして、天地のうみ給へる人倫をあつく愛し、次に鳥獣草木をあはれみて、 

         天地の人と万物を愛し給ふ御心にしたがひ、天地の御めぐみのちからを助るを以て、 

         天地につかへ奉る道とす。これすなはち人の道とする所にして、仁なり」。 

社会生物学を提唱し生物多様性の意義を強調するハーバード大学のウィルソは、 

人が生まれながらにして持っている生物に対する親しみをバイオフィリアと名付け 

ましたが、私はそれに接した時すぐ儒教の同様の考えを思い浮かべました。明代の王 

陽明（朱子学を批判する陽明学を樹立しました）は「万物一体の仁」と言います。洋 

の東西を問わず、私たちが先天的に有している生物に対する親和感が指摘されている 

のです。 

ところで、先の益軒の文章では、天地の根源性に基づき人間存在の特質が述べら 

れていますが、その要点をまとめてみます。（1）「天地は万物の父母、人は万物の 
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霊」である。そして人は「万物の霊」として天地に厚く育まれているが故に、「天地 

の子」とも称される。（2）このように、人は「かぎりなき天地の大恩」を受けてい 

るから、「天地につかへ奉る」ことこそ「人の道」である。（3）人は天地の「万物 

をうみそだて給ふ御めぐみの心」を「本性」として賦与されており、「仁」がそれで 

ある。（4）この仁の実践こそ「人の道」である「天地につかへ奉る道」の内容であ 

り、具体的には、①仁を保持する、②人倫を厚く愛する、③鳥獣草木をあわれむ、こ 

とである。②と③をまとめて言えば、「天地の御めぐみのちからを助る」こと＝天地 

の「化育」の働きを賛助することである。 

以上についていくつか補っておきます。（1）に見られる天地－人関係は、『大和 

俗訓』巻1で「人となるものは天地を以て大父母とする故、父母の恩をうくるがごと 

く、きはまりなき天地の恩を受けたり。天地のめぐみにて生れたる恩のみならず、身 

を終るまで天地のやしなひをうくること、たとへば人の身の父母より生れて後も、父 

母のやしなひによりてひとゝなるがごとし」と明確に述べられるように、父母－子の 

関係に擬制化されています。だから、（2）の「天地につかへ奉る道」は「天地につ 

かふる孝」とも述べられます。ここに示されているのは天地の絶対的根源性にほかな 

りません。（4）において注意すべきは、②と③の、さらには②と③のそれぞれの内 

における軽重の順序です。これは先に指摘した愛の差等性の問題に他なりません。『五 

常訓』巻2の一節は平易にこの点を述べています。 

「天地ノウメル処ハ人ト万物ナリ。天地ノウメル人ト万物ヲアハレムヲ以テ、天地 

ニツカヘ奉ル道トス。････人倫ハ皆天地ノ子也。人倫ヲアツクスルハ、即チ天地ニツ 

カヘ奉ル道也。人倫ヲ愛スルトテ、ワケモナク一ヤウニ人ヲ愛スルハ、道理ニソムケ 

リ。墨子ト云ヒシ人、仁ヲマナビソコナヒテ、天下ノ人ヲ一ヤウニ兼愛スル道ヲ立テ 

タリ。是レヒガ事也。人ヲ愛スルニ、シタシキトウトキト貴賤ニヨリテ、自然ノシナ 

アリ。品ナケレバ、オヤヲモ路人ヲモ一ニ見ルナリ。人倫ノ中ニ、トリワキオヤニツ 

カヘ孝ヲ行ナフヲ専一トスルハ、人倫ノ本ヲアツクスル也。次ニ兄弟・夫婦・朋友ナ 

リ。君臣ノ義ハ、又父子ノ親シミト同ジク尤モオモシ。････人倫ヲ愛シテ、其ノ次ニ 

ハ鳥獣虫魚草木マデ愛スルハ、是レ又天地ノアハレミ給ヘル御心ニシタガヒテ、我モ 

アハレム也。天地ノ万物ヲウミ給ヘル中ニモ、取リワキ人民ヲ尤モアツクシ給フハ、 

人ハ万物ノ霊ナレバ、禽獣草木ニ同ジカラズ。天地ノ性、人ヲ貴シトナス（『孝経』 

聖治）。コヽヲ以テ、天地ノ御心ヲウケテ、マヅ専ラ人倫ヲアツクアハレミ、次ニハ 

鳥獣草木ヲモ愛スベシ。君子ノ道ハ、只一スヂニ天地ノ御心ニシタガヒテ、ソムカザ 

ルニアリ。是レ天ニツカヘテ、孝ヲ行ナフナリ。是レヲ仁ト云フ。････孟子（尽心上） 

ニ、親ヲシタシミ民ヲ仁シ、民ヲ仁シテ物ヲ愛ストイヘリ。君子ノ仁愛ヲ行ナフ、其 

ノ次第カクノ如クナルハ、其ノ品ニシタガヒテ、心ヲ用ウルニ厚薄アリ。是レ自然ノ 

理ニシタガヘリ。マヅ父母兄弟ヲシタシミ、次ニ親戚ヲシタシムハ、皆是レ親ヲ親シ 

ム也。次ニ、民ヲ仁ス。民トハ万民ナリ。其ノ内ニモ貴賤親疎ノ次第アリ。次ニ、物 
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ヲ愛ス。物トハ、トリケダモノ草木ヲ云フ。トリケダモノ草木ヲ愛スルモ、各ヲノ次 

第アリ。先ヅ鳥獣ヲ愛シ、次ニ草木ニ及ブベシ。親ヲ親ミ、民ヲ仁シ、物ヲ愛スルハ 

軽重ノ次第アリ。親ヲ親シムハ尤モアツク、民ヲ仁スルハ是ニツギ、物ヲ愛スルハ民 

ヲ仁スルヨリカロシ」。 

肉親から草木に至る、この愛の差等性の指摘との関連で述べられる、鳥獣虫魚草木 

（生物）の保全の主張についても益軒は留意しています。『大和俗訓』巻3では次の 

ように述べられています。「易（繋辞下）に、天地の大徳を生といふ。この理よくあ 

ぢはひてしるべし。生とはいきて死なず、いかしてころさず、生々してやまず。この 

故に天地は万物をうみそだて給ふ万物の父母なり。物をあはれみていかすことをこの 

み、ころすことをきらひ給ふ、是れ天地の大徳なり。生の理なり。人は天地の子なれ 

ば、其の心に天地の大徳、生の理そなはりて、天地のめぐみの心を生れつきたり。是 

れを仁と云ふ。仁は人物をあはれみ愛する心にして、是れ即ち天地の生物の心なり。 

万物は皆天地のうめる所なり。その中に、取分人倫は最も天地のめぐみあつし。万物 

の内にていと貴くして、天地の子とする所なり。この故に天地の御心にしたがひ、仁 

心を以て物を愛するには、人倫におゐてことさらあつくすべし。人倫をあつくするは、 

是の天地の御心に順ふなり。人倫を愛するにも次第あり。････亦その次に鳥けだもの 

蟲魚を愛してみだりに殺さず。次に草木を愛してみだりにきらず。是れ人をあはれみ 

物を愛する次第なり。････されば禽獣も草木も皆天地の生ずるものなれば、みだりに 

是をそこなふは、天地に対して不孝なりとしるべし」。 

鳥獣虫魚草木（生物）は、人と同じように、天地によって生育したものであるから、 

みだりに殺したり傷つけたりしてはならないという主張は、生物の保全について明確 

に述べたものと言ってよい。『五常訓』巻2では次のようにも述べられています。 

「トリ・ケダモノ・ムシ・魚ヲスベテ物ト云。物ヲイカス事ヲコノミ、コロス事ヲキ 

ラフハ、人ノ本心ナリ。････イノチヲオシミ、死ヲオソルヽ事、物モ人モ同ジ。コロ 

サルヽ時、イタミクルシム事、物モ人モ同ジ。子ヲ愛スル事モ、物モ人モ同ジ。タ  ヾ

物ハ智ナク力ナク物イハズ。是人トカハレリ。････仁ニ志アラン人ハ、物ノカナシミ 

ヲカヘリ見テ、アハレムベシ。コロス事ヲコノムベカラズ。････禽獣虫魚ノイノチヲ 

オシミ、草木ノ其ノ生ヲトゲントスル理ハ人ト同ジ。イカンゾミダリニコレヲコロシ、 

カラヲキリ、根ヲタツベキ（「カラ」幹・茎。）」。 

しかし、人が命をつなぎ生を維持していくために他の生物の命を奪い傷つけること 

は不可避です。他の生物を自らの衣食住のために利用せざるを得ないことは必然的で 

す。この点に関して益軒はどのように考えるのか。『五常訓』巻2では『礼記』王政 

篇及び祭義篇の記述を踏まえて次のように述べられています。 

 「儒者ノ道、鳥ケダモノヲコロスハ不仁ナリト云フ人アレド、ソレハ道ヲシラザル 

人ノ言ナリ。君子ハ、故ナケレバ禽獣ヲコロサズ。故ナクシテミダリニコロスハ、儒 

者ノ道ニアラズ。････コロスベキ理アレバ、人ヲモコロシテ義ニアタル。イハンヤ 
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鳥ケダモノヲヤ。コロスマジキ理アレバ、草木ヲモキラズ。鳥獣ハサラ也。曾子曰ク、 

樹木時ヲ以テキリ、禽獣時ヲ以テコロス。孔子曰ク、一樹ヲキリ、一獣ヲコロスモ、 

其ノ時ヲ以テセザレバ、不孝也（『礼記』祭義）。是レミダリニ木ヲキリ、物ヲコロ 

スハ、天地ノ物ヲソコナフ也。不孝ト云ベシ。イニシヘノ人、田ハタケニ作レル五穀 

ヲソコナフ鳥獣ヲコロシテ、民ノタメニ害ヲノゾキ、是レヲ用ヒテ、宗廟社稷ノ神ヲ 

マツリ、老ヲヤシナヒ、賓客ニソナフルタメ、民ノ隙ヲ用ヒテ、武事ヲナラハシメ、 

軍法ヲオシエンガタメ、四時ノ狩ヲシテ、鳥獣ヲコロセシハ、理ナリ。････禽獣ハ愛 

スベシトイヘドモ、時ニヨリ、事ニヨリ、殺スベキ義アリ。是レ又分殊ナリ。サレド 

モ是レヲ用ウルニ、時アリ礼アリテ、ミダリニ殺サズ。草木ヲキルニモ、時アリテミ 

ダリニキラズ。イニシヘハ、春夏ニ草木ヲキラズ。成長スル時ナレバ也。山林ニ入テ 

木ヲキルニモ、鳥獣ヲコロスニモ時アリ。獣ノ子ヲトラズ。鳥ノ卵ヲトラズ、胎アル 

ヲ殺サズ、巣ヲクツガヘサズ（『礼記』王制）。皆此レ天道ニシタガヒ、物ヲアハレ 

ム仁ナリ」。 

すなわち、人が他の生物の命を奪い傷つけ、生命の維持から文化・文明の形成に至 

るまでそれらを用いることができるのは、他の生物が存続していくことを妨げない限 

りにおいて、そうすべき「理」がある場合なのです。朱子学の理一分殊説が適用され 

るのはまさに朱子学者らしい論述ですが、その場合でも生物の存続が配慮されている 

ことを看過すべきではありません。生物の保全の主張と指摘した所以ですが、私は益 

軒のこのような主張は、徳川日本における生物保全の主張として最もすぐれたものの 

一つと考えています。そして、それが、単に利用すべき資源が枯渇するからという理 

由のみからではなく、末尾の文章に見られるように、天地のあり方を範型とする人の 

あり方から論じられていることに留意しておきたいと思います。 

  最後に、「天地の御めぐみのちからを助る」こと＝天地の「化育」の働きを賛助す 

ることをめぐってやや詳しく益軒の主張を見てみましょう。 

 「天道流行して万物を化生す。万古以来生生して息まず、覆育窮まりなし････天は 

無心にして自ら成すことあたはず、故に独り其の過不及を制することあたはず。必ず人力の栽成 

補相を待ちて、其の生育の功を成すこと有り（『慎思録』巻4）」。 

 「栽成補相」は、先に引用した『朱子語類』巻64の一節で「ほどよく取りはからう」 

と訳した語句ですが、ここでは、天と人の相違が朱子の場合のように捉えられていま 

す。そして、『君子訓』では、為政者の職務に関連して次のように敷衍されています。 

「天地は万物の父母なり。その徳広大にして限りなく、万物を生育してやむ事なし。 

人は殊に天地の正気をうけて生れ、仁義の性をそなへたれば、万物の霊にして、貴き 

賤しき、みな天地の御子なり。なかについて、国土を治め給ふ君子は、天より専らこ 

の人を厚くかしづきて、人民のつかさとし、下を治めしめ給ふ。そのゆゑは、天地は 

人を生じ出し養ひ恵むを以て心とし給へども、天もの言ざれば、自ら命令を下して人 

を治むることあたはず。君子を取立て、官禄をあたへ、其の地の人民を預け給ふなり。 
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然れば、凡そ国土人民を司り治むる人は、各をの其の主君より命を受くれども、その 

実は、天より立て給へる代官なり。故に天職といふ。君子と称するは、国に君として 

民を子とすといふ義なり。天職とは、天に代りて民を治むることを司るなり。凡そ国 

天下の君、その宰臣および一郡一郷の司まで、その任大小異なれども、皆君子にして 

天職を分かち任ずる人なり」。 

 すなわち、「人をめぐみ物をあはれむ」こと、すなわち「天地の御めぐみのちから 

を助る」（天地の化育の働きを賛助する）ことは、為政者の場合、「天より立て給へ 

る代官」としての「天職」の実践として要請されるのです。このような把握に注目し 

て、為政者を「天の代理者」と評したのは私の恩師の一人である石田一良です（「徳 

川封建社会と朱子学派の思想」、1963、『東北大学文学部研究年報』13下）。環境 

思想史研究においては、ジョン・パスモアの『自然に対する人間の責任』（原著、1973） 

に見られるように、西欧のキリスト教的伝統には、世界の世話を任された「神の代理 

人」として、あるいは自然の完成させるために「神に協力する者」として人間を捉え 

る傾向があるという指摘があります。このように、天地の根源的な働き＝万物の生成 

（化育、造化）を助けることが人のなすべきこととされ、政治もまたその重要な一部 

とされるのです。このような把握に基づいて、徳川日本の代表的な経世論者である熊 

沢蕃山（1619-91）は『孝経外伝或問』において、「徳を以て造化を助くるは聖賢 

の事也。政を以て造化を助くるは人才也」と指摘し、政治の理想態である聖賢による 

徳治政治と区別された現実の政治を「政を以て造化を助くる」ことと明確に定義し、 

現実の政治もまた自然的秩序のうちに包摂して捉えました。環境保全論の嚆矢と言っ 

てよい蕃山の特有の治山治水論の前提にこのような政治観があることに留意してお 

きたいと思います。農工商三民の業にあっても事情は同様です。朱子学者室鳩巣 

（1658-1734）の著とされる（近年異論がある）『不亡鈔』巻3の一節を見てみまし 

ょう。「農人は天地生植の財を主どる。田畠を開きて八穀を布き、桑麻を植え、山に 

入りて薪をとり、野に趣きては萱をかり、総て山野河海の食物を取つて天下の衣食に 

労す。工人は天地器用の材を掌どる。････総じて万の器を作り、天下の用に労す。商 

人は天地の偏倚をたすけ、有を省きて無を補ふ。余り有るを取りて不足に与へ、総じ 

て天下の財を遍して、天下に其の化育を蒙らしむ。････農工商の人、何の故にか如斯 

なる。是れ天下の心を心とし、天地の道を為道、天地の化を為業、人々相見ること一 

家のごとく、人に労することを好み、人を労する事を悲しみ、天地の道を助け、天地 

の化をほどこし、我が辛勤を顧みざるものなり。是を以て農工商の人ともに相患へ、 

ともに相労し、ともに相やしなはれて、其の成功に居る人なし」。末尾の「ともに相 

患へ、ともに相労し、ともに相やしなはれ」るという共同的存在としての人間把握 

が天地との関連で述べられていることにも注意しておきたいと思います。 

     時間が大分過ぎましたので、発表原稿の「終わりに」は皆さん読んでください。 

    要するに今まで儒教は環境思想としてあまり注目されていないが、そうではないん 
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    だ。たとえば、欧米の研究者ジョン・パスモアやキース・トマスやいろんな人が、レ 

    オポルドも触れていますが、アジアあるいは東アジアに注目するわけです。そうした 

    欧米からの問いかけに、日本の我々が十分応えきれていないのが残念ながら現状で 

    す。そういう点ではやはり自分の足元を見て、学ぶところがたくさんあるんだと、ぜ 

    ひ皆さま方にもこの点を訴えたいと思います。ご清聴ありがとうございました。 

岡 島：佐久間先生ありがとうございました。日本の思想、儒教も始まって政治思想ではない 

    所からの読み返しというのが大事だというご指摘で、まだ日本人も読み返していない 

    そういうところでこれから日本の勉強もしていかなければいけないというご指摘で 

    した。続きまして鬼頭先生、環境倫理で最近も本を出されました。ちくま新書の『自

然保護を問い直す』という有名な本がありますけども、その辺から始まって今、環境

倫理について研究されております。それでは宜しくお願いします。 

鬼 頭：鬼頭と申します。今日は、現代の環境倫理という課題を与えられたわけですが、いわ 

   ば現代の環境的な課題に対して私たちが環境倫 

   理でどういう風に考えていったらよいかを今日 

     は話します。 

今、環境ということで私たちが考えていったと 

きに、地球温暖化防止のため炭酸ガスをどう削減 

していくかが問題になっていますが、温暖化の原 

理を考えた時、人によっては炭酸ガスが原因じゃ 

ないから炭酸ガスを減らさなくていいという人 

もいます。実はそういうことではなくて、本質的 

にはそもそも我々が化石燃料を使ってきたのだ 

が、これをどうするのかを考えていかなければい 

けない。また世界的に南北問題といって格差の問題があります。それから、将来世代 

に対する責任と、そういう所に対して我々がどう考えるかというところが実は地球温 

暖化に対する倫理で一番重要なことだと思います。 

 次に生物多様性の問題。これは、リオデジャネイロで地球サミットが開かれたとき 

に、生物多様性条約と地球温暖化に関する気候変動枠組条約という二つ国際条約が結 

ばれました。地球温暖化とともに生物多様性の問題が重要だが、わかりにくくメディ 

アで取り上げにくいので、いつも温暖化の陰に隠れてあまり議論されないが、昨年名 

古屋で生物多様性条約の COP10が開かれてやっと我々が議論できるようになってき 

た。これにはいろいろな問題があります。生物多様性の問題は生物保護すればいいと 

いう風に考えるが、じゃあ保護するとは一体何だろう。そもそも自然保護と言ったと 

き何を守るのか。守るべき自然とは一体何なのか。考え始めると実は非常に難しい問 

題です。それから自然再生がそれに絡めてやられているが、自然再生とはそもそもど 

ういう自然に戻すのが再生なのかという事体も実はよくわからない。それから生物資 
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源管理をどうするかという問題が生物多様性を考えると重要です。つまり生物多様性 

は自然を守るだけではなく、私たちが自然のいろんな資源を使う時に自然の資源をど 

う管理するかを問う見方について、いろんな議論があります。もう一つは野生生物と 

どう付き合うかという問題で、先ほどもクジラの話がありましたが、クジラの問題だ 

けじゃなく一般的には狩猟問題をどう考えるかは国際的にも問題です。日本国内でも 

問題です。いわゆる獣害問題をどう考えるかというのがあり、生物多様性問題はいろ 

んな問題をかなり理念的に考えなきゃいけない。 

保護を考えると、我々が安全性や利便性を追求していくことと、自然を守るという 

ことは「トレードオフ」という言い方をされてきました。私はトレードオフと云われ 

ているのは、トレードオフという形で社会構造的にそういう形に追い込まれているか 

らトレードオフであって、トレードオフではないような社会のあり方はありうると思 

っています。そういう意味で災害に対する安全性と環境保護の関係をどうするかとい 

うことか考えなければならない。福島原発の事故がありましたが、原発の問題という 

のは、非常に高度的な問題です。私が見ている中で20世紀型の技術のあだ花のように 

咲いた原発がこの事態を迎えたと本当に思います。20世紀のあだ花がどういうことか 

を後でお話しします。こういう問題を私たちが環境倫理という枠の中で、考えなけれ 

ばならない。現在、大災害や事故が起きている中で非常に重要な問題だと思います。 

それをどう云う風に考えていくかというと、リオ以降の課題という形を視点にたどる 

なかで、それぞれどういう問題が出てきて、私たちがどういうところに立っているか 

を明らかにするべきだと思います。 

環境思想に関しては、70年代に人間中心主義の克服というような形で人間以外の生 

物や環境に対して権利を与えたりなどの議論がある。先ほども加藤先生からレオポル 

ドの話がありましたが、それと共に90年代リオデジャネイロ以降の時代の中で大きな 

喧嘩があります。今申し上げたように、人間中心主義の克服が70年代非常に大きな課 

題になっている。先ほどの佐久間先生も人間中心主義が批判されるということは人間 

主義のような問題で形をとらえることを我々はその行動の中に追い込まれてしまって 

いて、なかなか抜けきれない。なにか言うとあなたは人間中心主義なのかと言われる。 

そもそも言い訳するやり方、もっといえば人間と自然を対立させて「あなたはどっち 

につくの？」というような言い方自体が根本的に違うのではないかということが明ら 

かになるのではないかと思います。地球サミットはある意味では環境問題を地球レベ 

ルで考えていこうという大きな流れを作った。そういう意味では、グローバルな形で 

環境問題をとらえる期待があったが、その時環境倫理は、人間が自然に対してどうい 

う風に考えるかを、そしてリオデジャネイロの地球サミットの時に、環境倫理が形を 

以ってあったのは一時期グローバルスタンダードのように取りあげられたが、最近は 

力を失っていて、違う形が出てきた。典型的なのは、南北問題です。いわば、グロー 

バルな形で考えれば考えるほど、西洋近代の先進国が今までずっと化石燃料を使って 
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きて近代文明を作り上げてきたということと、途上国がこれから先進国と同じような 

経済成長を目指す中で、その時間的なずれをどう考えていくか。先進国においては、 

さんざんやり尽くしたのでそろそろ環境の事を考えなければならないわけですが、途 

上国においては、これから経済成長したいという時にそれが駄目だと言えるかどうか 

の問題がある。それと同時に、途上国が経済成長したいというところで、例えばカメ 

ルーンは伝統的な生活を今でも行っている人たちで、先住民族の問題が出てきます。 

そういうところで、哲学の理念を守ればいいという議論を70年代にしていたが、それ 

が本当にいいのかという話にもなるし、昨年の生物多様性条約のCOP10では里山イ二 

シアチブを日本政府が言い始め、里山というのは依存する可能な社会の一つのモデル 

だから、それを世界に発信していこうという議論も出てきた。これは私たちが自然を 

守るとか自然とどう付き合うかという時に、手つかずの自然を守ることと里山を守る 

という話は全然違うわけです。では、今まで手つかずの自然だと言っていたのが急に 

里山になってどういう風に考えるのかということが90年代以降いろんな自然との付 

き合いを見直さなければいけないという風になってきた。 

ということで、私は関係論的アプローチという言い方をするが、つまり私たちが人 

間と自然との関係性をどういう風にどうとらえていくかを考えることが必要になって 

くる。90年代には『ラディカルエコロジー』という有名な本ですが、欧米の環境思想 

の中には、森林伐採に対して反対をしているという写真が載るくらいの時代です。こ 

ういう話をしていく中で、Environmental justiceという環境正義という話が出てく 

るんですが、それはアメリカ社会の中で80年代から生まれてきた問題です。アメリカ 

合衆国では、Office of Environmental Justiceといういわば連邦政府の中にもそうい 

う部署があるくらい関与政府が問題だったわけですが、基本的には82年のノースカロ 

ライナ州でPCBの大量廃棄があり、そこでアフリカ系の人たちが非常に多く住むとこ 

ろで廃棄された。明らかにこれは、民族差別に関係しているわけで、つまり 

Environmental racismという環境的な人種差別主義だということですが、結局何な 

のかというと、つまりPCBというリスクに関して白人が住んでいるところと、アフリ 

カ系の人が住んでいるところが全く非対称な形で扱われる。それに対するリスクに関 

しては白人と非白人が非対称になる。いわばリスクの分配が不公平という問題です。 

この問題は現代的な問題で、日本の水俣病だってそうだという問題でもあります。 

今の福島原発の事故の話ですが、東京の電気を福島で作っています。しかもリスク 

は東京にはなくて結果的に大きなリスクは福島の周辺の方が負っている。これはリス 

クの問題だけではなく、ハンティングや野生生物の関係という分野も大きな問題です。 

カメルーンの例ですが、若い人たちが調査をして新しい枠組みが分かってきました。 

このスポーツハンティングというのは我々日本にとっても不思議だが、気持ちが悪い 

部分もある。これは何かというと、欧米のお金持の方がスポーツハンティングをした 

い、アフリカで狩猟をするということが何よりも楽しみである。いわば、大枚をはた 
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いてくるわけですから環境主義になる。それと環境を守ることと経済を両立させると 

いうことで、ジンバブエでキャンプファイアーという有名な事例があります。つまり、 

スポーツハンティングでいっぱいお金を落としてもらって、しかも持続可能なハンテ 

ィングをすれば野生生物も守られる。そして、落してくれたお金で国も潤うし、それ 

で環境教育などをすれば経済も環境もうまくいくだろうという典型的な環境と経済の 

両立する事例として言われていました。ところがキャンプファイアーで言われている 

ことは単純ではない。つまりスポーツハンティングは管理されているようだが、野生 

生物の管理はそんなに簡単ではないので、本当に管理されたスポーツハンティングが 

可能かは分からない。その一方で今まで伝統的に狩猟をやってきた人たちが狩猟する 

と密漁だと言って逮捕され、反対に大枚をはたいて欧米から来ている人たちのハンテ 

ィングに対してはそれが持続可能だからいいということで、国と観光業者とWWFも 

入り、（ハンティングが）共犯関係で行われている。そもそもこれは、サステイナビ 

リティがあるからいいという問題ではなく、要するに資源をどう公平に分配するかと、 

リスクをどう分配するかという問題に関して、実は不整備があるということなのです。 

その問題を環境正義として捉えようという議論になっているわけです。 

一方でこれも生物多様性の問題で、生物多様性だから自然を守る話かと思っていた 

ら、遺伝子資源に関しての議論が出てきて多分皆さんびっくりしたと思います。つま 

り今までどちらかというと先進国が医薬品などいろんな形で遺伝子資源をハンティン 

グしていく。いわば、先進国が先進国の人たちに利益をあげる。ところが、そこで得 

られた利益が途上国に行かないというような遺伝子資源の利用形式に利益配分の問題 

が出てきていて、この問題と全部繋がっている。こういう問題は人間と自然との関係 

－人間が今まで採りすぎたからだんまりした方が良いという問題ではなくて、自然を 

前にして人間と人間が社会の中でどういう関係を持つかという問題なんです。ですか 

ら環境思想、環境倫理と言っても人間と自然との関係だけではなくて、資源やリスク 

とかの自然環境の問題に対し、人間社会の中で倫理的に公正な環境を考えるかが大き 

な問題であるといえます。 

歴史的に考えると、当然のことながら自然を利用していくという議論の中で、実際 

産業革命でかなり有機製品等々比較されるわけですが、一方で反問題主義のような形 

で危険を防止することが出てくるわけです。基本的にはsharingというプログラムを 

社会的に産業革命という形で実際にする。特に20世紀になって、戦後は国家的なレベ 

ルで進めてきたということだと思います。その徹底した中で環境思想の問題が出てき 

ているわけです。70年代はリン・ホワイトの指摘があったような形で、人間的主義に 

対する反省というような議論があって、それに対して自然の権利であるとかの議論が 

あった。しかし先ほど申し上げたように、同じように人種差別主義の話があって環境 

正義の話が一方であった。 

ですから、実際の環境の現場ではディープ・エコロジー的に自然保護をするという 
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ことが結果的に先住民の権利であるとか、マイノリティの権利を奪うということにも 

なりうる問題をどう考えるか。それでもなおかつ自然に戻ることが大事なのか、そう 

ではなくて人間社会における理論があるわけです。その中で環境の課題が変わってき 

た。なぜかというと、自然主義を前にして人間の営みということを人間と自然との関 

係だ、人間が今まで自然に対してインパクトを与えてきたことがいけないとなると、 

手付かずでなるべく引きましょう、また、人間が自然に対して何かするのもあまりよ 

くないという議論になるわけですが、実際人間が自然に対して適度な形で関わってい 

くということ、それは人間が自然と関わることによって文化を作っていく。人間が文 

化を作ってきたことの意味をどういう風に考えているかは、たとえば里山は典型的で 

すが、適度に関わり適度に手を入れながらずっと関わってきた自然とのつき合いをど 

う考えるか。もちろんこれは都市化などによって、結局はげ山になってしまったとい 

う時代もありました。一方で安定的な形で持続可能な形で出来るというやり方もある。 

人間対自然と言う形ではなく、その関係のあり方を考えていくことになると、二次的 

な自然の保全をどう考えるとか、人間にとっての景観をどうとらえるのか、住民参加 

をどうとらえるかという問題が出てきます。そういう問題が出てきたということは、 

自然の管理が徹底していないということが20世紀になって分かってきました。それと 

共に徹底していないということになった時に人間の関わり、文化も含めて不確実性を 

前提にして自然とどう関わるかが出てきたし、人間中心主義と非中心主義、また人間 

と自然を対立させてあなたは人間の周りにいるの、自然の周りにいるのということで

はなくてもっと違う形で考えることが出てきた。 

二つの留意点を考えてみたいのですが、現代の環境思想を考えた時に重要なのは人 

間が自然を支配するというイデオロギー。それは一つの思想としてはあるかもしれな 

いが、それは実はできないということがわかったということもある。典型的には20世 

紀の最後の日本の河川審議会で今までは洪水に対してどうするかと言ったときに、堤 

防を作る、ダムを造る、可動閉塞を作る、津波があれば防波堤を作るという形で、一 

滴も水がかぶらないという河川工学の想定でずっとやって来た。基本的には河川の管 

理をやってきたが、20世紀最後の河川審議会の答申では洪水を許容することも含めて 

やっていかなければならないという風になったわけです。つまり、今まで徹底的に自 

然を管理してやることは20世紀に崩れた。それはできないと。それはある意味では簡 

単なわけです。何が簡単かというと、例えば川の水が下りて災害が起こる。それで50 

年に一度でこのくらい堤防を作ろうと思うわけです。そうすると50年に一度堤防を作 

れば災害がそのくらいの洪水が出れば守られるけれども、100年に一度くらいの大き 

な水害があると壊れてしまう。それで、しょうがないから100年に一度に耐えられる 

ようにしましょうと。どんどんイタチごっこで高くしようと。高くしていくとどうな 

るかというと、災害があった時の災害の度合いが激しくなる。だから、典型的に低い 

堤防であればもし水が出たら確かに水が出て浸水する。田畑が駄目になるし、家屋が 
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水につかる。でもそこで人が死ぬということはあまりないですよね。ところが、堤防 

を高くしていくとそれを乗り越えてきますからこれが土石流のようになってくる。ど 

んどん乗り越えてくるような形になってくると、200年に一度くらいは守られるが、 

それを超えてきたものに対してはとてつもない大災害になる。そうすると今回のよう 

な1000年に一度のような大災害になってくると、あるいは、地球温暖化によって災害 

がどんどん頻発していくとそれを高くしていくのが良いのかとなるとわからなくなる 

んです。ですから、今回の津波でもいろんな議論があると思います。あんな津波で、 

もっと防波堤を高くすべきだったという人もいます。でも防波堤を高くすれば済むの 

かと言えば、高くしても軽々乗り越えてきて非常に大きな災害になっている。それで 

は私たちはそれについてどう考えるかというと、そもそもそういう形でコントロール 

することは不可能だという前提に立たないとだめだという形になるわけです。 

もう一つは、人間中心主義の呪縛の問題があり、人間中心主義の克服ということが 

結果的に社会的な不幸性を呼んでしまうことがある。私たちは社会的な構成と自然と 

うまく付き合うことを考えると、人間中心主義という所で考えると、克服することで 

はなく、もっと違う枠組みを考えなければならない。つまり、自然との関係性の中で 

私たちが公正な形でしかも豊かに生きるということを実現することが課題になってく 

る。実は自然の支配に対するイデオロギーが破綻してきたという話ですが、根底には 

不確実性ということを前提にして自然と付き合うというやり方が出てきている。例え 

ば、順応的な管理です。Adaptive managementという考え方です。それはどういう 

やり方かというと、生態系を管理するやり方です。今までは生態系を管理して物を作 

ったり、デザインするとなると、普通は、設計図を描く所から始まるわけです。設計 

図を書いて、それをきちんと埋めていってどういう形でやるのか。例えば、公園であ 

れば公園を作る前に設計図を作ってその通りに施工していくのがやり方です。でも、 

そういうやり方だと生態系を相手にしていると生態系はよくわからないわけです。わ 

かっていれば、わかっているなりに全部徹底的にきちんと作りこめばいいんです。わ 

からないことを前提にするとどうなるかというと、そこにデザインをして実際にやり 

ながら学んでいくという過程なんです。今のやり方としては、とりあえず仮説を立て 

て少し手を加えてみましょう。手を加えて生態系はこういう風に反応するのかという 

ことを学ぶわけです。学びながら、じゃあこういう風に反応するのであれば、こうい 

う形でやっていけばいいのかということをやりとりしながらフィードバックしながら 

やることを順応的な管理と言っています。これは生態系だけじゃないです。一般的に 

都市計画とかいろんな国土政策もそうだと思いますし、あるいは社会の仕組みもそう 

だと思います。日本は法律を作ると現実性が無いものもありますけども、多分法律と 

かいろんなことも含めてもっと順応的に解決していくことが必要になってくると思い 

ます。ですから、順応的な管理という思想が出てきたということは大事だと思います。 

それから、リスクマネジメントと予防原則。リスクマネジメントというのは、そも 
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そもリスクはゼロではない。私たちは、やはり少しでもリスクをゼロにした方がいい 

と思うわけです。ですから、治水であれば水害はゼロの方がいいと思う。でも、そう 

ではなくて水害を受けるとリスクをかぶることを前提に、そのリスクをどうみんなで 

分け合いながらうまく社会の中で暮らしていくというやり方をしなければならない。 

それが本来のリスクマネジメントなんです。ですから本当は原発の事故でもリスクマ 

ネジメントは重要だし、どうやってうまく多くの人と共有するかと言うリスクコミュ 

ニケーションの問題が重要であるはずなのですが、皆さんご覧になってもわかるよう 

に今はほとんど原発の事故においてリスクマネジメントとリスクコミュニケーション

は破綻しています。なぜ破綻しているかというと、要するにリスクコミュニケーショ

ンがそもそもできない技術を相手にしているから破綻している。私たちがもしリスク

マネジメント、リスクコミュニケーションをちゃんとやりながらみんなでリスクを分

け合いながら社会を築いていこうと思うと、それなりに使える技術、使えない技術が

あることを考えなければいけない。その時にも順応的なリスクマネジメントの中で予

防原則は非常に重要で、予防原則というのは科学的にはっきりしなくてもどこかで何

か措置をしないと危ないことがあるということです。ですから完璧にはっきりするま

で待っていたら、とんでもないことになってしまう。例えば、水俣の時にも有機水銀

が問題になっています。どうして、無機水銀が有機化するのかは全く科学的に判らな

かった。そんな科学的な解明を待っていたら、だめなわけです。結局、水俣病は10年

間放置されたために、被害者も拡大してしまいました。温暖化についてもそうです。

炭酸ガスが原因じゃないという人もいる。でも問題はこれだけ私たちの生活の問題や

災害の問題などが変容してきたことです。それを私たちが科学的に正しいか、正しく

ないかではなくて何をやるべきか考えなければならないという問題があって、そうい

う予防原則も考えなければならない。これは基本的にいずれも相手が不確実である、

あるいは状況が不確実であるということを前提にしてやっていく。不確実だから何も

できないわけじゃない。不確実だけども、それでも何かを決定してやるということが

21世紀の大きな課題になると思う。 

その時に重要なのは、ローカル地。それぞれ地域に蓄えられた、いろんな伝統的に 

積み重ねられていった知恵をどう私たちが掘り起こすかが大事だと思う。今の宮城県 

の名取川でも津波があってあんな津波なんて我々考えられないと見ていたんですけど 

も、研究者の中では実はもう1,000年以上前に貞観地震、貞観津波があってその津波 

によって堆積した地層があってあそこは千数百年前に大地震があって津波があったこ

とが明らかになっている。しかも、それだけ長いとなかなか人間のいろんな付き合い

方も難しいですけども、ただ実際に現代でも海をきちんと見るような形で逃げた人は

助かるわけです。だから、海の様子をどう自分で読みこんで行動するかというような

知恵を持っていた人は助かった。そうでないと、近代的なものにだけ頼っていては駄

目である。やはりローカルな知恵、あるいはトラディショナルな伝統的な知恵みたい 
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なものをどういう風に活用するかということが今大きな課題になっている。つまり専 

門家や政府が行って管理するんじゃなくて、もっと多くの人が参加をしながら決めて 

いくやり方をしましょうとか、そういうガバナンスのあり方をどうするかということ 

が今課題になっています。 

これを考えた時に自然との付き合いを考えた時に国連がミレニアム生態系評価とい 

うような枠組みで、大きなプロジェクトを立ち上げました。その時に、生態系サービ 

スという形でとらえるという経済学者も関わってできたやり方が、非常に参考になる 

し興味深いです。もちろん限界もあるんですけども、これをもう少し発展させるとい 

いのではないかと思います。 

生態系サービスというのは供給サービスと言って、つまり普通私たちが利用すると、 

生活の糧にするというのは供給サービスなんです。それに対し、自然そのもののあり 

方は人間は結局自然に依存していることを考えると人間や動物の基盤となるようなも 

の。今までこの2つが依存していたんです。 

つまり、私たちはやっぱり自然は利用する相手じゃないか、いや、やっぱり自然は 

人間の生存の基盤で大事なんだという論争できていたが、もっと中間的なものが出て 

きたんです。１つは調整サービス。実は生態系と言うのは、自然を調整する機能があ 

る。例えば温度を調整する、都市においてもヒートアイランドと言っていますが、緑 

があるだけで温度の調整をしてくれる。川が氾濫すると、河畔林があるだけで洪水を 

防止してくれる。実は自然の中に自然のいろんな災害やリスクを調整する能力がある。 

さらに、人間が自然の中からいろんな環境教育もそうですし、いろんな楽しみである 

とか、精神的なものを受け取るような文化的なものがある。そういうものを私たちが 

トータルに考えていくことが大事になってくるわけです。今までは、供給サービスか 

調整サービスかみたいな話だったので、私たち人間が生きていくためには、どんどん 

資源を活用しなきゃいけないんだという話になるわけです。たぶんこの中で、供給だ 

けを最大化していこうと思うと供給を最大化すると調整機能、文化機能、基盤機能が 

全部だめになるので破綻してしまうんです。供給を減らせば良いかと言うとそう言う 

ことではなくて、ですから供給サービスをある程度人間の生活に必要だが、その一方 

で調整サービスがあることによって、人間の安全性、安心が得られる。一方で、人間 

が文化的で豊かなものが得られるためには、ちゃんとした自然がないといけない。そ 

ういう物をどういうバランスにするかという事で、どれかを最大化にするんではなく 

て、いわばバランスをとるような形で私たちがどういう風に受けとるかということが 

重要で、こういう経済性生産性に限定するのではなく、経済性生産性にも意味をもっ 

た安心を支えるような機能や精神的な恵みとかそういうものをどうとらえるかが重要 

です。 

ですから、そう考えると私が人間中心主義は駄目だと言っていたが、実は人間中心 

主義が駄目ではなくて、効用中心主義が駄目だとなった。つまり、効用を最大化する 
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ということを私は人間中心主義みたいな感じで言っていたわけです。これは、先ほど 

の生態系サービスで言えば、いわゆる供給サービスを最大化するという形でずっとや 

っていて、これは駄目だとなった。それをどういう風に改めるかということであって、

そもそも人間中心主義を改めることではなかったんじゃないかということであるわけ

です。ですから、それを考えていかないと多分、人間中心主義を否定すると、例えば

先住民の人たちがアフリカで狩猟する。狩猟して生活する。今まで人間は勝手なこと

をしてきたから狩猟もやめた方がいいのではないかという話になるわけです。でも、

狩猟するということは実はその国の文化でもあるわけです。それぞれの文化の中で食

べるということは、供給を採るだけではなく文化的な食文化をはぐくむわけです。今

までの手付かずの自然を守るというようなこと自体が人間と自然との関係性を人間が

利用するということも含めて、もう一度再検討しないといけないし、そのための理念

を考えなきゃいけない。そのときに、生態系サービスもそうだし、現代的にいろんな

考え方が出てきたものをうまく取り込みながら理念化、思想化することが大事だろう

と思います。 

1995年くらいまでは、人間と自然を対立的にして、利用して守るというような言い 

方でしたが、そもそも、生態系はダイナミックに変動している。ある意味、タイムス 

パンを長くして自然を考えたときにその中で人間の活動がどのように絡み合うかが重

要で、そのダイナミックに変動する自然の中で人間の営みもうまく埋め込んでいく。 

これは先ほどの佐久間先生にまさに日本の儒教の思想の中にあるという話がありまし 

たが、そういう考え方をどういう風に整理していくのかが今の大きな課題ではないか 

と思います。つまり、適度で継続的なかく乱に意味があるし、先ほどの文化をどう考 

えるかが意味を持ってくる。 

最後に重要になってくるのは恵みも災いも、というところで、恵みを持っている、 

あるいは安全性を確保するということと、自然を守るということの行動が大きく転換 

してきたわけです。ただ、安全性をえるとか資源を確保するということは、自然保護 

と矛盾するような言い方がされていたが、実はそうではない。自然を守ること自体が 

調整サービス、文化サービスをきちんと保全することであり、あるいは供給サービス 

のバランスの中で人間を豊かにしていくということにもなる。という形で考えていく 

と、私たちがどういう形で開発をするのか、どういう形で保護をするのかということ 

をどのように生活の中に組み込んでいくか、そこをを考えなければいけないというこ 

とになると思います。 

日本の場合、明治以降、自然を全部コントロールできて水は一滴もかぶらないとい 

う前提で都市計画や生活管理が出来てしまったために、我々は全く用意が無い。要す 

るに、自然に対して何もできない。なにかあったらおろおろするだけという形になっ 

てしまった。私たちが災害とどう付き合いながら、ある程度リスクも受け入れながら 

しかもリスクを軽減するための自然をどう保護するかが大事です。だから、自然保護 
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するということはリスクの軽減にもつながる。そういうものをトータルにどうマネジ 

メントしながら私たちが生活していく区域を作っていくかということが今求められて 

いるということです。 

徹底的にコントロールするのではなくて、ある程度不確実性がある所でやる。考え 

てみると、実は工学、engineeringという学問は元々はそういう学問なんです。工学の 

設計という考え方は大体普通はスモールスケールで小さい模型を作ってやるわけです。 

それでうまくいくんです。実際この通りに作ってやってみると大体うまくいかずトラ 

ブルが起こり、事故が起こるんです。だから一番重要なのは、事故やトラブルがなる 

べく最小限のリスクになるような形で技術をコントロールするのが大事で、要するに 

事故をゼロにするのは無理なんです。ところが、原子力技術の特徴は何かというとリ 

スクをゼロにしなければ稼働できないという、あり得ない技術です。もしリスクをゼ 

ロにしなければいけないということになったら、それはもちろん今の高性能な技術を 

やればある程度の所までは出来るけども、もうそれを超えたら出来ない。どこかでリ 

スクがあって事故が起きたりトラブルがあることを前提とする技術の本質は変わらな

い。今までもそれでやって来たわけだからずっとそれでやるしかない。そうすると私

たちはリスク、事故、トラブルを受け入れられるような技術を発展させていく。受け

入れられないような技術は辞めるしかないということだと思います。それが非常に明

確になったわけですから、多分、福島原発は20世紀のあだ花というのはそういう意味

だと思います。 

この不確実を前提としたところが今の環境思想の考え方に大事だろうと思いますし、 

災害の場合も基本的にはそうだろうと思います。これは先ほどお話ししましたが、ロ 

ーカルな地域のいろんな知恵、歴史的な知産、あるいは専門家ではないがそういう人 

たちが持っているような感覚。何か危ないなと思っている感覚。もちろん先ほど言っ 

たように海の事をよく知っている人は、海がこれは何か危ないと感じるそのような知。 

それは暗黙知なんです。明確な形では言語化できない。そういうようなものを私たち 

が、ある部分を言語化し、あるいは地域で共有しながら社会の中で共有していく。世 

界倫理はいろんな議論がありますけども、将来世代に対して私たちが何を伝えていく 

かといった時に、ただ資源をどうするのか、廃棄物をどうするかだけではなく、今ま 

でそういう風に自然と地域特有の問題があるんです。先ほどあったように、例えば貞 

観津波というのが本当に1,000年以上前にあったと。そういうような事の社会の作り方、 

土地利用のあり方というような事をいろんな形で掘り起こしていくことが必要です。 

これから、日本の復興や地域の災害時の問題がありますが、多分災害時の復興で一 

番大事なのはそれだと思います。簡単に言えば、自然は強大だから伝統技術は結局そ 

れをなだめながら生きざるをえなかった。しかし、近代技術があって私たちがコント 

ロールできると思ったので、普遍的な技術がうまくいくと思った。でもそれもうまく 

いかない。そうなれば、伝統技術における自然を見極めて、自然の中でうまくなだめ 
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るような技術を今の近代のハイテクでうまく活用するということが必要だろう。つま 

り、元に戻って昔のやり方でやればいいというものじゃなくて、昔のやり方、昔の精 

神、・・・自然と人間とのあり方の関係が技術にもきちんと根強くあるわけです。そ 

の技術を現代のハイテクでもっと人間が楽に、あるいは人間にとって社会の中でうま

くできるようにやっていくことが大事なことだと思います。 

終わりに、私たちが環境と考えた時に、3つの「自然環境」「社会環境」「精神的 

環境」をいわばトータルなものとして統合的な環境のイメージとして捉えることが重 

要です。それから人間と自然との倫理だけではなく、自然を前にして人間と人間、人 

間の社会における倫理のあり方を考える。これは、地域間、世代間の倫理がある。精 

神的な環境をもう一度見直す。豊かさとはどういうことであるかをもう一度考える。 

また、不確実性を前提にした時に、私たちがどういう技術を開発するか、どう自然と 

関わるかということが重要になってくる。私たちがこういう時代においてもう一度自 

然と人間とのあり方、倫理のあり方を考えながら、どういう形で日本が再建していく 

か、あるいは復興していくか。いわばこういう技術のあり方を性格的に考えて行くと 

いうことが環境倫理、環境思想の非常に重要な役割だと思いますし、今こそこういう 

ことを皆さんと議論していかなければならないと思います。これで私のプレゼンを終 

わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。 

岡 島：鬼頭先生ありがとうございました。本当ならば、お一人最低１時間半の大学の一コマ 

    くらいは必要なところでしたが、加藤先生が全体的なお話をされて、その後、佐久間 

    先生が東洋の知恵のお話をされ、里山の問題など新しい観点で鬼頭先生はフロントラ 

    イン、現場で起こっていることと繋げるというお話をして頂きました。次は関先生で 

    新進の方です。佐久間先生は大きい話をされましたけども、それでは江戸時代の日本 

    人は何を考えていたのか一人一人の思想家のことについて扱った研究をされていま 

    す。先程、政治思想だけではなくて別な観点からいろんな本を読んだらどうだろうか 

    という提案の中で、関先生は三人の思想家を自分なりの形で環境思想の視点、政治思 

    想ではない点から見つめ直してみましたということです。佐久間先生のご指導もあり 

    ましたが、三人の先生方と比べるとまだまだお若い先生ですので、皆さんの間で質問 

    していただければと思います。では関先生お願いいたします。 

関  ： みなさんこんにちは。青森大学の関と申します。三人の先生からお話しいただいた 

    のですが、私は本当に環境思想の研究家としては初心者です。この場に立たせていた 

    だいたのは非常に僭越ではありますが、このような機会を頂きましてありがとうござ 

    います。私は元々、野外教育、自然環境教育の現場を20年ほど経験し、今この研究を 

    テーマに取り組んでいるところです。これまで心理的効果などの研究に10年ほど携わ 

    ってきました。その後、分野を横断し、環境教育の基礎としての自然体験の現場の実

践と研究に努めてきました。このように私の仕事が分野を横断したことがあったかも

しれないのですが、次第にある疑問がわいてきました。といいますのは、現場にいま
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すといろんな対応に追われてこなすことに一生懸

命になってしまって、そこだけに終始してしまう

んです。そうしますと、指導をしているうちにど

こかに漂流してしまうんではないかという不安に

かられてきたということなんです。つまり外から

いろんな情報が、例えば「持続可能な発展」など

の言葉も頭上から降ってくる印象が当時はありま

した。「それは現場ではどう教えればいいの？よ

くわからない」というのが実際のところの感覚で、

おそらくこの中の皆さんも同じ感覚を持ってらっ

しゃる方がいるのではないかなと思っています。そういうような疑問、あるいは不安

を感じながら現場を積んでいくうちに、何を研究するかという着眼が環境思想に向く

ようになっていきました。ということで、私が環境思想の研究を始めたきっかけはこ

うです。大学では分野ごとに授業が行われますので各先生方が専門知識を持って、あ

るいは考えを持って特定分野の自然環境教育が行われているわけですけども、それに

携わっているうちに、あるいは自分が行っているうちに、断片的で部分的な感じが強

い自然環境教育の仕方というのはいかがなものだろかという疑問を感じてきました。

それから私は青森に暮らす中で、またぎや鷹匠のように自然と溶け込んでいるような

そういう暮らしをされている方々とお会いすることがあり、古来の文化が色濃く残る

土地に居ますと、欧米から輸入した環境教育プログラムなどが浸透しないような状況

が何となくわかってきます。都市型が強い地域では比較的受け入れられているのかな

とも思うんですけども、そういうものがなぜ広がっていかないのか。それから三番目、

これが一番大きいんですけども、私が現場を持つ上で、誰かの受け売りではなく間違

っていてもいいので自分なりの考えをまとめる上で、あるいはビジョンを確立する上

で何かしらの明確な判断基準が欲しかった。こういうものが研究を始めたきっかけに

なっています。そして地球環境問題の視点から必要なものであるということでぜひや

りたいと思い、取り組んできました。環境史、自然環境史、時代史、生活史、文化史、

思想史、いろいろありますけどもそういう基礎的な資料を踏まえた日本型環境教育の

イメージをとらえる、そういう仕事が必要ではないかと思いました。 

なぜ江戸期を選んだかと申しますと、江戸期というのは日本の現在の社会の原型、 

ルーツであるという知見に基づいています。我が国の宗教や政治、経済のルーツ、そ 

れが一定の価値づけをもって安定した時代ということです。それからよく言われます 

が、江戸時代は循環型社会がおのずと成立していた社会である。これを考えて江戸期 

を選びました。 

江戸期思想の特性として「理」を挙げることができます。秩序化を求めるこの時代 

の社会の風潮で、風土や文化、風俗などが社会に定着する上でそれらがどんな意味を
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持っているのか、そういうことを人々が模索していたことを示すキーワードです。そ

して、仏教がそれまでずっと日本の地盤にあった一方で、江戸時代の仏教は力が弱り、

少数派ではありましたが儒学が主導的な立場をとるようになります。さらに職分論の

台頭。例えば町人の学問ですとか、そういうものが台頭してきたのが江戸時代の特性

ということです。私はこういった江戸期の特性を、誰の著作から入っていこうか選定

するための一つの基準にさせて頂いていました。江戸期の中でも三人の思想家を選び、

江戸思想を環境思想的側面から読み直し、わが国における環境教育の基礎としての有

用性あるいは有効性について検討するということに着目いたしました。今振り返って

みると、読み始めた当初は字面を読もうとしていたため、何を主張したいのかよくわ

からなかったです。ただ、何回も読んでいくうちに読み方が変わってきました。そう

しますと意味がわかるようになり、共感に近いような形で著者の言いたいことが自分

の身体の中に入ってくるというような経験をしました。レイチェル・カーソンは感じ

ること、体験の重要性を説いていますが、古典を読むときにも活かされるんだと感じ、

とてもいい経験をしたことを思い出します。 

ところで、私は三人の思想家を対象としてこの研究を始めました。年代順には熊沢

蕃山（1619-1691）、石田梅岩（1685-1744）、安藤昌益（1703-1762 ※生没年が定

かでないともいわれる）という風になっていまして、身分が武士、商人、医者という

ことで三人とも異なります。それから主な支持層ですが、蕃山は、蕃山が仕えた岡山

藩主の池田光政などの為政者、武士層から主に信望されていました。一方、梅岩は主

に庶民層に支持され、昌益はこの時代には危険思想ということで書は葬られてしまい

ますが、明治時代になり狩野亨吉（1865-1942）によって発見され世に紹介されるこ

とになります。思想の内容は重なるところもありながら、それぞれ違うアプローチを

している三人を選んだつもりです。  

先に結論から申し上げさせていただきますと、この研究をやって見えてきたことが

いくつかありました。まずこれら江戸期思想家は、今日でいう環境思想的要素をそれ

ぞれしっかりと保有していたということです。さらにはその応用としての社会・政治

思想、各種実践理論などが発展的に構築されていることが明確に読みとれました。二

つ目に、三思想家は思想の最もベースとなるところに人間と自然の関係を置いている

ことにおいて共通していた。そして三つ目ですが、三思想家の環境思想的要素の特徴

は、人間と自然が一体であると言うような表現をしているところではないかというこ

とです。人間と自然の距離感が非常に近いのか、重なっているのか、あるいは自然も

自分の体の一部というような抑え方をしているのか、とにかくそのような表現が散見

されます。四つ目は、三者の人間と自然の関係性の価値観には共通性が認められる一

方で、それらは多様なアプローチへと応用されるということです。これにつきまして

は、後ほど図によってご説明したいと思います。 

これらを通じて、日本思想、古典思想をもう一度見直すことの必要性が身をもって
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わかりました。先程、環境教育をやっているんですがなかなか普及しないと申し上げ

ましたが、その原因がすべてではないが見えてきました。一つの理由として思想的な

要因があるのではないかというような自分なりの考察、そこまで漕ぎ着きました。ま

た、読んでいて今すぐにでも使えるようなノウハウがたくさん詰まっているなという

感触を受けています。例えば石田梅岩ですが、今も読んでいる経営者の方がたくさん

いらっしゃると聞きます。今すぐここで使えるような考え方やノウハウがあります。

今回、三人を対象にしていますが、江戸期の著作を網羅していくと大変な知恵が詰ま

っているのではないかと想像します。それから、現代の私たちは自然（環境）とある

程度距離を保って暮らし、ある時はまた自然の中に入って、というスタイルが主では

ないかと思うのですが、その視点から読むと読み違える所がたくさんある。江戸期に

は人と自然の関係がもっともっと濃密な中で培われているということを前提にイメー

ジして想像して読むしかないのですが、そういう思想には非常にパワーがありまして、

（自然と人間の関係のことが）よくわからなくなってしまった現代人に非常に大きな

メッセージを発してくれるものだと思います。とんでもないパワーがあります。この

三人の方たちは思想家と表現していますが、１歩間違えると殺されかねないようなそ

ういうような時代背景で自分の価値観を守っているわけなので、今でも影響を及ぼす

力があるのではないかと感じています。 

では、具体的にご説明します。熊沢蕃山ですが、江戸期の初期の人です。岡山藩で

はじめ池田光政というお殿様に仕官し、一時、為政者として活躍をしました。光政は

土木事業に力を入れた政治をしており、その傍らで今でいう環境政策を執行すること

で蕃山は力を貸すわけです。最終的に蕃山の思想がいき過ぎてしまい、経済を考えた

らいいんじゃないかという光政の意見とぶつかり、最終的には藩を出ていくことにな

ってしまいます。ただそこで自分の考え方を曲げないわけで、その後も全国を転々と

しながら、幕府の政治を批判しながら人生を送り、最後は古河に幽閉されます。蕃山

は「万物一体の仁」を掲げていますが、非常に高い人格を求めている思想であること

がわかります。そうでないと、結局、環境保護はできないんじゃないかと感じさせる

主張です。具体的に蕃山が何をやったのかということですが、伐木の停止、造林、立

木の計画的伐採、貨幣経済の弊害を指摘、山川の地理に精通しているものを助言者と

して採用する、新田開発の反対、などです。蕃山研究の中では、彼が林業としてこれ

らを遂行したのではなく、この時代にあくまでも山林保護、今でいう自然保護のため

に行ったところをもっとも評価すべきであると指摘しています。また日本で初めて自

然保護を行った人として位置づけをされる方もいらっしゃいます。その基に人生論、

言葉上ではすごく難しいんですが、自然との真の共生というのは徳によって初めて可

能であるというベースがあります。だから誰でもそのままできるものでななくて、自

分を鍛えていかないと環境保護は出来ないんだなということを改めて考えさせられま

した。そして、蕃山の大きな影響力だと思うんですけども、『諸国山川掟』という幕
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府が発布した決まりごとがありましたが、江戸幕府がこれを発布する前にすでに岡山

藩では蕃山が山林保護を指導していたこと、条文が岡山藩の山林保護のそれと酷似し

ていたこと、蕃山から強い影響を受けた久世大和守広之が老中として、中心的に『諸

国山川掟』発布の仕事に関わっていたことなどから、蕃山の影響によって江戸幕府の

政策にも反映されるようになったのではないかという仮説もあります。このことは証

明されていませんが、もし事実であったなら、地方が生んだ政策が全国に広まるとい

う公害時代に私たちが経験してきたこと、すなわち、各県で実践されていることがう

まくいってそれが日本の環境政策なるという事例の先駆けだと思います。蕃山が思想

の根底に備えていた「万物一体の仁」というのがどういうものなのか、私が一番に捉

えたポイントは、万物は人のためにあるものと言いきっているところです。しかし、

だからといって好き勝手にしていいということにはならない。人間は他の生き物と違

って徳がありますから、という表現をしています。つまり、人のために宇宙のすべて

の物は存在するが、人間は徳をもって万物に配慮すべきだという思想を広めたのです。 

次に石田梅岩です。初めて読んだ時はさっぱり分からなかったです。先ほど佐久間

先生が儒教もすごく環境のこと、自然のことを考えている思想だとおっしゃいました

が、何度も読み返すうちに正にそうだと思いました。この人は商人ではありましたが

自分で勉強を積んで儒学者として45歳で講席を開き、現代では石門心学の開祖として

位置づけられるようになった人です。農業をしていた経験もあり、あるいは商人にな

ってからも現代でいう自然に優しい暮らしをし、その暮らしぶりはおそらく江戸の人

たちの中でも突出した徹底ぶりだと思います。それを実践しつつ、築き上げた梅岩の

思想、私は自然との共生生活思想と表現しました。特徴の一つとして倹約の至極があ

ります。倹約というのは自分のためにやるものではない。自分のためにやるのはケチ

だそうです。天下のためにするのが倹約だということです。その倹約も国のためにや

るとか社会のためにやると思っているうちは本当の倹約とは言わないんだと述べてい

ます。無意識に、自然体として行動できるようになるまで本物とは言えないと書いて

あります。蕃山もそうですし、それから梅岩も昌益もそうですが、徹底した実践の修

練を経た後の無我の境地を表現しているようなところがあるのではないかと思います。

そこには仏教的なところがあるのではないでしょうか。また修験道に通じるような暮

らしぶりというか、そういう要素が多分に見受けられました。「勤勉」「勤労」とい

うことが日本人の特徴として言われることがあるが、やはりそういう特性が強かった

のかなと読みとりました。それから「商人の道」。当時の商人は階級的に虐げられて

いる立場でありましたが、梅岩は商人というのは儲ける、金銭を稼ぐというのが商人

の仕事であって、商人は金銭を正しく流通させる番頭であるということを言っていま

す。あるエピソードの中ではお金持ちであっても使うべき所でないときは一銭も使わ

ないというような考え方があり、使うべきところでは、そのお金は戻ってこない前提

で差しあげてしまう、そういうような世界に役立つ使い方というのを商人の道の中で
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説いています。 

最後に安藤昌益です。昌益は秋田の出身ですが、青森の八戸で医者として高く評価

された人でした。1700年代に生まれた方ですが、彼のはっきりした記録は、ある時か

ら残っていないとされています。京都に出て仏教を学んだりいろいろな学問をするん

ですが、何か自分に合わないということで最終的に医者になります。そして幕府から

高い評価を受けるようになりますが、私は初めに安藤昌益の『自然真営道』を読んだ

時、驚きました。学問、あらゆる思想、宗教などの存在を全否定している内容で、当

初私は大変反発を感じながら読んでいたものです。そして人間に必要なのは農耕労働

だけであると言っています。じゃあそれ以外の仕事はどうなのだろうという風に読む

わけなのですが、それも何回も何回も読んでいくうちに、実は、昌益の思想に該当し

ない人々を彼は拒否しているわけではないのではないか、という読み方に変わってい

きました。確かにいろんな職業がありますし生き方もあるんですが、やはり人間の生

きる原点に食があり、農耕労働を万人がやることによって人間同士の共感が生まれる

というのは考え方としてあってもいいんではないかという気持ちになります。そして

影響を受けました。さて、昌益の思想の特徴ですが、具体的な言葉では「活真（かっ

しん）」などの理解しずらい造語がたくさん出てくるんです。つまり既成の考え方か

ら外れ、一から自分の考え方を確立しようという独立心旺盛な立場をとっています。

ということで、使っている用語も見たこともないそういう表現をされているものがあ

り、ちょっと読んだだけでは意味がわからないです。解説を読んでもなかなかわから

ないのですが、よく読むと、例えば蕃山や梅岩が考えている人間と自然の関係に近い

ところがあるんじゃないかと考えています。以前、昌益は全学問否定をし、この人独

自の考え方を構築しているのではないか、と論文に書きましたら、仏教史ご専門の先

生が「この内容はやはり仏教ベースでしょう」とご指導してくれたことを覚えていま

す。よくよく読んでみると、独立心旺盛であったとしても確かに仏教に通じるところ

があり、日本人のベースが活きていると判断したことがありました。 

さて、三思想家がどういう思想的構造をなしているのか、私なりにそれを整理して

みることにしました。欧米の環境思想ですと、環境思想が「分野」として成立してい

る中に専門知識が組み込まれ発展しているように思いますが、江戸期思想では、日常

の暮らしの問題、日々の暮らしの問題などが端々に扱われていまして、あるいは生き

ることとは何なのかとか、学問とは何だというようなことまで含まれる総合的な思想

であって、江戸期の日本人というのはそういう思想の築き方をするのだな、と私なり

に全体像をとらえました。人生に必要なものすべてを題材に自らの思想を築きそれに

依っている。ある部分に特化したものではなく、ホリスティックな思想とも言うべき

ものを築いているのだな、ということがわかりました。 

 三思想家にどういう共通点があるんだろうと思って図式化を試み、私は3つのレイ

ヤーによる構造化をイメージしました。コアに環境思想的要素が根づいており、それ
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をベースに社会・政治思想があり、そして各種実践活動思想があるのではないか。こ

のような視点から考えてみると、蕃山、梅岩、昌益ともアプローチは異なるが、最も

重要なコア部分に共通点が認められました。ここが一番重要ですが、三思想家の「自

然と人間の関係性」の価値観には仏教や儒教などの考え方がとり入れられていますが、

あくまでも自らの生活体験、観察能力、インスピレーションによって再構築したもの

ではないかととらえています。 

ではこのような日本の古典思想を現代の環境教育にどのように生かすんだ、という

話に戻ります。私は、環境教育は最終的には総合的あるいは、ホリスティックなそう

いうものの形をとる必要があるのではないかと自分の中では仮説を持っています。ホ

リスティックな世界観とはどうやって伝えていくのか考える意味で、多少自分が勉強

したものを整理しようと思っています。極端な二つのモデルとして「万物一体、人間

が自然に包まれる、心理的に自然の内部に存在、人間と自然の心理的距離なし」それ

からもう一方のモデル「人間は自然の一部である、観察の対象としての自然、心理的

に自然の外部に存在、人間と自然の心理的距離あり」を考えました。ひょっとすると、

これまで現場の中で私が感じてきた違和感や疑問点は、両モデルが教育現場の中でご

ちゃごちゃに使われ、ぶつかり合っているんではないかと考えています。具体的な例

として、私はどちらかというと自然の活動をしようとすると自我を無くし、自然に共

感したいという傾向がありますが、その状況で自然観察などを強いられた場合、自分

がやろうとする精神活動を阻まれるという感覚に陥ることがよくあるんです。そのた

め、導く人は参加者についてよく見極め、しかもその土地の風土、文化、歴史などの

特徴を把握しつつプログラミングをしていく段階に入りつつあると考えます。非常に

難しい作業ですが必要なのではないでしょうか。それらをすることによって、日本人

に浸透しやすい環境教育の特徴と補うべき部分が明確化していくのかもしれません。 

私の拙い研究結果をもとに、環境教育と環境思想をどうつなげればいいかというこ

とをお話しさせていただきました。まだ三人しかしっかり触れていないため、何とも

言えないところが多いので、皆さんからご指摘いただければありがたいと思っていま

す。これで私の発表を終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。 

岡 島：関先生から私もこのテーマを聞いた時にはやはり若いことはいいな、と思いました。

こんな膨大なものに、刀一丁で飛び込んでいくのは心意気があって女性ながら感心し

ました。これからどんどん皆さんの中からも同じような考え方を持つ方が出てくると

研究分野も活性化していくのではないかと思います。どうもありがとうございました。 
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第 2部  ディスカッション 

 

加 藤：西洋哲学の歴史はあまりにもまだ未開発でありまして、特にユダヤ教の思想とイスラ

ム教の思想が部分的に混ざり合って出来たいろんな分派の思想だとか、ユダヤ教内部

での違った考え方などは、日本でほとんど紹介されておりません。今、日本で行って

いるのは古典文献の部分的な翻訳を若い人がしている段階なので、世界全体のあらゆ

る古典文化が明らかになっていったならば、東洋と西洋という分け方自体があまり重

要ではなくなると思います。 

岡 島：私も一度新聞記者の時にですね、東洋思想の方が環境的にすぐれていて、西洋思想は

違うという先生方がいらしたものですから、そう簡単に言えるのかなあと思って、イ

ンド哲学の中村元先生のところに行き、もうお亡くなりになりましたけど「（このこ

とについて）いかがですか」とうかがったところ、中村先生は「そういうことを言う

人は勉強不足ですね」とたった一言で終わりました。簡単に東西がどうだというふう

には言い切れない部分があると思うんですね。今、むしろ混沌としている中で急いで

歩いてきたんだけど道を見失ったので、見失った所まで戻る。山登りではいつも道を

見失うとまた一旦戻るわけですね。どうも今人類全体がそんなような感覚で昔の考え

方とかそういったようなものももう一度勉強し直すようなところに一歩戻ってみる

必要があるような状況ではないかという気がしております。続いて、佐久間先生から

儒教のお話がありましたが、佐久間先生は短めにお話しされたので、もうちょっとお

っしゃりたいことがあったのではないかなと思いますので補足をどうぞ。それと一点

だけ関先生との関係もあったんですが「山川の掟」についてですね。あれは徳川幕府

が日本中の木を簡単に切っちゃいかんということで行ったものでした。久世大和守広

之が老中の時に行ったので、彼と蕃山とは親しい関係があったから蕃山の行ったこと

が幕府に影響を与えて、それが全国的に広まったのではないかということを関先生が

おっしゃってましたけど、その辺の検証のようなものは行われているのかどうか。そ

の二点をお話頂ければと思うのですが。 

佐久間：後半の方のご質問は、はっきりわかりません。（蕃山と）関係があるのかもしれませ

ん。ただし、必ずしも蕃山のみにみられるものではないので、例えば「山川は国の本

なり」これはあの蕃山もいうんですが、徳川日本では結構、各藩から出される法令の

中に謳われていたりするわけですね。それをむしろ我々が明治以降忘れていて、もう

一度そのようなことを考え直そうという背景ですので、はっきりとした証拠というの

はよくわかりません。それから最初の方の問題で、先程からいわれている洋の東西と

いうのは正にそうだと思うんです。これまでの日本の研究では、儒教は、政治思想と

して「儒教というのは身分差別思想だ」とか「結局支配と被支配ということを正当化

するんだ」など、そのような方向の主張が主流でした。非常に評判が悪かった。私は

ちょうど中華人民共和国が誕生した時に生まれました。文化大革命の時、儒教はもう
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コテンコテンにやられましたが、今はもうまったく違います。人類の遺産として汲む

べきものがたくさんあるだろうと。さきほど中村元先生のお話がありましたが、たぶ

ん仏教の方が儒教以上に環境の問題はあるかもしれない。そのことに先鞭を着けたの

は明治 1867 年に生まれて 1941 年に亡くなった南方熊楠という非常に変わった人で

す。彼は当時、土宜法竜という真言密教の、日本でもっとも学識のある人と対等に話

ができるほどでした。熊楠は仏教信者ではないんですけど、仏教について相当勉強し

ているわけですね。例えば今、神社が一応残っていますけども明治政府はあやしげな

神社をつぶしていった。19 万ほどあった神社が 4 分の 1 くらいになるんです。だか

ら昔はもっと神社とお寺は親密だったんですね。さらにその神社もたくさんあったん

ですが、彼はこの政策に対して反対しまして、大正期になってからこの政令が撤回さ

れるんです。田中正造の反対運動は敗北するわけですね。こういうことを踏まえても

深く考えている人がいるわけで、やはりそういうものをもっと研究する必要がある。

もちろん我々はヨーロッパ、欧米から学ばなくちゃいけない。それは加藤先生が様々

な形でされているように、と同時に自分の足元にもあるんだという・・・。例えば私

が知っている限り、仏教の環境思想における意義を主張したのはシューマッハです。

『スモールイズビューティフル』を書いた彼が、「仏教経済学」と表現した。ぼくは

ぎょっとしましたですね。彼は現代の経済学と比較して仏教に汲むべきところがある

んだという。あるいは今日は神道には触れませんでしたけど、そういう点でもちろん

欧米のものを学ばなくちゃいけないけれども、同時に我々の足元のこの列島の営みを

本当はもっと学ぶ必要があるのではないかと。 

岡 島：  はい、ありがとうございました。佐久間先生のお言葉で私もいつも使わせて頂いて

いるものがあります。「今正しいと思っていることの中に、間違いがあるかもしれな

い」。原発などはそうかもしれませんね。そして「古いとか後れていると思って捨て

去っているもの中に正しいことがあるかもしれない」。大変名言だと思います。 

それから鬼頭先生、自然を前にして人間と人間との関係というところが今までのい

わゆる自然保護論ではなかなか言及されなかった部分で、そこも考えていかなければ

いけない。今までは自然保護というと「人間と自然の関係」ですが「自然を前にして

人間と人間との関係もある」ということは、指摘している人がまだ少ないんじゃない

かと思うんですね。そんなことも踏まえながらもう少しお話して下さい。原発の話で

も結構ですが、お願いします。 

鬼 頭： 自然と人間の関係だけじゃなくて、自然を前にして人と人の関係が重要だとしまし

たけども、今日の特に佐久間先生のお話から、あらためて儒教というのはある意味で

は人間と自然の、要するに自然の摂理とあるいは人間社会の摂理があえて一体となっ

た、ある意味では自然の摂理の中に人間もそういう形で詰め込まれている、と考えら

れていることを認識しました。先程も自然的な環境だけじゃなくて人と人との関係が

重要であることをお話しましたが、社会的な問題、それからもっと精神的な問題で人
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がどう豊かに生きられるかという問題を一体に考えないといけない。儒教の環境思想

というのは、それを一体として捉えているというところが大変意欲的だなという感じ

がします。今までのどちらかというとアメリカの環境でいえば人間中心主義という形

になっちゃうわけだけども、「人間中心主義」か「自然中心主義」かというのが大事

ではなくて、もっと一体としてあったものを私たちはやっぱりどう学ぶかというのが

ずっと大事なことだなというふうに思いました。 

それから例えばよく自然資源の管理でいうとですね、現代的に言えばそこの地域の

人達が、自然の資源というか、自然に対してすごく畏敬の念を持ってきちんとそうい

うことをやっているというような解釈がありますが、調査するとそこに暮らしている

人達は、実はあまり考えてなくて、規則が厳しいのは何であるかというとコミュニテ

ィのあり方ということが彼らにとってメインの問題だったりします。そこで永続的に

暮らしていくということを考えていった時に、結果的にそれが自然管理、いわば自然

保護、環境保護にもなっているわけです。つまり、意識的にやられているわけではな

くて、結果的にそのようになっている。そこに暮らしている人たちは、自然資源との

関係よりも人と人との関係の方が大事なのだけども、それが結果的には自然との関係

にもうまく派生しているところが面白いと思うんですね。だからこれは人のことしか

考えていないから結局だめだということではなく、その辺りはもっと一体的なものと

して捉えた方がいいんじゃないかということなんです。コミュニティのあり方、自然

に対してどのように向き合うかというようなことが一つの文化になっているわけです

ね。里山で例えば実際にいつ伐採するのか、それをまたマキに使って・・・などの形

で里山を管理します。決して自然をそのままにしておけばいいということではなく、

むしろ自然をきちんと利用しながら文化をどうやって将来につなげていくかというこ

とです。ただ里山のことでいえば、昔のように例えばマキしかなかった時代と違う。

実際に落ち葉などを、例えば農業に使ったりというようなことだけじゃなくて、多様

な利用法について、僕らはやはり考えていかなくてはならないということもあります。

昨今のエネルギーのことを考えると、薪を使うというのは大事だなっていう認識をも

う一度、僕らが持つということは重要だと思うんですね。前にエネルギーの専門化の

工学系の人と話をしていて、いわば例えば実際に里山を管理していろんなバイオマス

ですよね。そのバイオマスをどのようにやったら一番効率がいいんだろうという話を

すると、結果的には薪が一番効率がいいよね、ということになります。だから結局、

薪をそのまま燃やした方がいいじゃないの、と。そうなると薪ストーブはもう少しそ

のような視点から見直した方がいいのではないか、となる。だからそういう意味では

里山の文化をもう一度考えるということが、ライフスタイルを僕らが見直すというこ

とになるし、落ち葉を使って堆肥にして農業に利用するという循環型農業などをうま

く取り入れるということを、昔に戻るというよりはそのような昔のシステムで為して

きたことを、今の僕らがこれから未来に向けてどのような里山の文化を創っていくか
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ということについてもっと働きかけていくことが多分大事なのかと・・・。現代の私

たちのライフスタイルを新しくしていくということは、実は過去にやっていたことな

んだということに気づく。そういう深い意味がある。人間の社会的なあり方のような

問いを、もう少し現代的にしかもその新しい文化運動のような感じで考えていけたら

すごくいいんじゃないかなと思います。 

岡 島：ありがとうございました。それでは質問や抱負などをご自由にお話いただければと思

うのですが。 

鬼 頭：先ほど、加藤先生がレオポルドの紹介をされました。レオポルドの考え方に関して、

要するにレオポルドが実際にあるものは安定を保つという傾向で、反対の傾向にある、

間違っているという感じで、どちらかというと人間の倫理と結びつけたという感じで

おっしゃられたましたが、レオポルドがこう言ったということは今、多方面から再評

価されていると思うんですね。その時にレオポルドがどういう人であるかということ

は非常に大事だし、どういう時代にあったかということをやはり思い浮かべることは

現代的にも意味があるのかなと思います。レオポルドは基本的には森林管理官だった

んですね。ずっと森林を管理してシカの管理をやっていたわけですね。シカの管理は

ある意味じゃ天敵のオオカミとの関係で管理できるだろうとやっていたら、実はそう

簡単にはいかない。その頃失敗がたくさん続いて、象徴的であるシカを食べるオオカ

ミを駆除するというような単純なものではどうにもできないというところから、もう

少し生態系そのものを考えていったという事と、ちょうど 1930年代に彼らはドイツ

とかスイスに視察旅行に行くんですよ。徹底的に管理するというふうにいわれている

ところに行ったんだけど、彼は愕然とするわけですね。永続的にとか徹底的に管理し

ているというが、こんなに土地が疲弊するのはおかしいじゃないかということで、彼

は「土地の倫理」という話をしていると思うんですね。だから土地に対して、あるい

はどういう土地にどうするかということに関して、人間が徹底的に管理するというこ

とに関して彼がどうも根本的に疑念を持ったということがすごく大事なところだと

思うんですね。人間がコントロール出来ない中で自然というものを見つめて、まさに

土壌の疲弊というようなところの中で「美」とか「病む」とかですね、そういうよう

な言葉を使いながら主張したのではないかなと思うんです。その辺を加藤先生がどの

ようにお考えかうかがいたいです。 

加 藤：今、鬼頭先生がおっしゃったように、レオポルドの思想の面白さというのはもうこれ

以上自然そのものの持っている自分の生命を維持する力をいじめるようなことをや

ったらダメだっていうことをよく見抜いていたところにあります。それで生態学のい

わば割合進んだ考え方を土地に対する人間の態度の中に導入する必要があるという

ところが非常に重要なところです。そこから持続可能性という概念と、レオポルドと

は直接つながらないんですけれども、結局レオポルド的な考え方をするならば、廃棄

物を累積していったならば絶対地球全体が住めなくなりますよっていうようなこと
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が出てくるわけですね。ところが、人間が権利だとか正義だとかの概念を維持してい

たことと動物の正義だとか生存権とかいうものと共通にすればいいじゃないかとい

うことになると、それはちょっと人間が管理しきれない共同体になってしまう。自然

そのものと一体となった社会的なシステムを要求することになるのでそれが無理だ

ってことは、すでにローマ時代からもうすでにわかっていた。結局アメリカの環境倫

理学は、ナッシュなどは「エキスパンディングサークル」（圏の拡大）といって、権

利をどんどん自然物にまで拡張しようという考え方を出したんだけれども、それは結

局、今ではそれを支持する人がどんどんいなくなっちゃっているわけですよね。人間

の秩序は人間としてやっていかなきゃならない。レオポルドの考え方とレオポルドの

間違いと両方をいわばちゃんと考えに入れれば、人間は自分同志の約束と社会的な制

度を用いることによって、自然の持っている生命力を保持するように責任をもって自

然を維持していかなければならないという結論になります。レオポルドそのもので突

っ走ろうっていう人がまだいますけども、ちょっと無理なんじゃないかなと思います。

ただナッシュなんかでもあの当時はまったく新しい倫理ができるんだって、カッカと

燃えてましたよね。 

岡 島：倫理のところまで考えてなかったかもしれないですね。生態学の側面から言っている

のであって、哲学から考えると厳密性に欠けるということになる・・・。倫理、哲学

の方で完全ではないけれど、レオポルドの言っていることは片方では正しいわけです

ね。それを全面的に人間もネズミも一緒だみたいに解釈するのではなくて、違いがあ

るまま今ここに存在するという解釈の仕方をすれば、それほど間違っていない。 

鬼 頭：おそらく人間と何かの動物との関係みたいなところの一般論にいくのではなくて、私

たちが土地というものに対してどういうふうに向き合うかということに関しては、非

常に謙虚ですね。最初はだから鳥獣管理というゲームマネジメント、・・・ゲームと

いうのは要するに狩猟ですからゲームマネジメントといっていたんだけど、いやゲー

ムマネジメントじゃないって言い出したんですよ。だから最初はウィスコンシン大学

のゲームマネジメントのプロフェッサーだったんだけども、途中から名前を変えて

「ワイルドライフマネジメント」に変えたんですね。そこで初めてワイルドライフマ

ネジメントっていう新しい概念が出てきた。今まではゲームマネジメント、ゲームを

というある意味じゃ人間にとって有用なものだけを管理するという。人間にとって管

理してくるというのを、「ワイルドライフ」という、もう少し相対として管理してく

るというように変わったところが大きなところだと思うんですけども。このようにい

ろいろな背景もあるし、そういう入り方の倫理というふうに考えればいいんだけども、

動物とかそういうことの倫理になっちゃうとちょっと違うと・・・。 

加 藤：クリストファー・ストーン『樹木の当事者適格』（Christopher Stone(1974)“Shoud 

Trees Have Standing?” Toward Legal Rights for Natural Objects. Los Altos.Ca. 

        :William Kaufmamn. 岡崎・山田訳『現代思想』1990年11月号）が出て、それで
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人間でないものにも代弁権があるという考えと法的権利が一緒になったので、日本で

もヤンバルクイナの原告にそのヤンバルクイナそのものを入れると主張して、裁判所

で却下されるというような事を何度もやってきたわけですね。その点はもうそろそろ

ちゃんと整理したほうがいいんじゃないかと思うんですね。 

岡 島：皆さんの中では、アルド・レオポルドという人を初めてお聞きになった方もいらっし

ゃると思うのですけども、エール大学を出てからアリゾナの森林官になった方です。

そこで今、鬼頭先生がおっしゃっていたように、オオカミを殺せばシカが増えるだろ

うという単純な発想でオオカミ殺したらシカがドーンと増え、その年にシカが冬を越

せなくてみんな死んじゃったっていうことで、オオカミがいたときの方がシカの数が

多かったと、そのようなことを学んだんですね。アメリカでゲームというのはハンテ

ィングのことですね。ゲームマネジメントというのは日本ではあまり考えられないん

ですけど、アメリカではきちんとした学問になっていて、どうしたら動物を管理して、

そこを撃って遊んでね、ずっと遊べるかっていうことを学ぶものです。 

加 藤：あんまり管理し過ぎちゃうとおもしろくないから、野性味がないと困るというので野

性味を維持することとハンティングの数として成果が上がるということの両方を兼

ね備えるような管理が必要だって書いてあります。 

岡 島：そういうことをやって、ある時オオカミを撃ったんだそうですね。母親のオオカミで、

子供がそばにいたんだけどそのオオカミを撃って、オオカミのそばまで行ったら、緑

の目がね、光って・・・。緑色に光って、それを見た瞬間「私は間違えていた」と思

った、ということが書いてあるんだけど、その辺のところから倫理的に移っていって、

それで森林官をやめてウィスコンシン大学の先生になってゲームマネジメントを教

えるんだけど、あのオオカミの目が忘れられないんでしょうね。ハンティングするの

にどうのというところからもう少し別次元に入っていって、それで深めていくと『野

生のうたが聞こえる』に書いてあるような話になる。そういう目で私なんかも見ると、

人間は自然の一部であることを科学者の視点からかなり明確に言った人じゃないか

と思うんですね。今の環境倫理学等のスタートラインにもなっているというような人

だったんですね。ですので、今その解釈をめぐって鬼頭先生からいくつかお話があり

ましたが、哲学的な観点からみるとちょっと直感的、荒っぽいというところがあるか

もしれない。しかしネズミも人間も一緒にここに住んでいるのは確かなんで、その辺

りのところを少し考えようということだと思うんですね。これ実は、捕鯨問題でアメ

リカはそこへぶつかってくるわけですね。クジラとネズミが最後に一匹、一頭残った

けどどっちか一方を殺さなきゃいけないとなったらどっちというと、アメリカ人はほ

とんどネズミを殺せって言うんですよ。なぜだって言ったらクジラは頭がいいってい

うんでね。そしたらバカは殺していいのかって話になるわけですよ。これ、レイシズ

ムにつながってくるわけです。その辺りのところでレオポルドの話というのはアメリ

カなんかに行って論争するといつもおもしろいテーマになる。ですからぜひみなさん、
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ぜひお読みになっていただくといいんじゃないかと思います。 

佐久間：私は考え方としては鬼頭先生の環境論が非常によくわかります。例えば高校に行って

出前講義するんです。高校生は圧倒的に科学主義です。つまり科学が進歩すれば環境

問題は解決するんだろうという。そういう考えが非常に強いです。中国の 10 億の人

が日本と同じように車を持つなんていうことになったらもたないでしょうという話

して、だから先進国は落とさざるをえないですね、これは。発展途上国は落とせとは

いいません。彼らは彼らでやっぱり上がってくる。ここでうまく調和がとれてそこが

資源の維持になればいいと思うんです。しかしこれを話しているとお説教になるんで

すよ、高校生に対しては。一方ではしかし、それを本当に子ども達にどう伝えていく

のかっていうこれは独自の課題だと思うんですね。そこで例えば教科書はどうするか

とか。ぼくなんかは例えば金子みすずの詞は全部とは言いませんけども、いい教科書

になるんです。あるいは宮沢賢治も。例えば宮沢賢治のあまり使われないけどベジタ

リアン大祭というアメリカの東海岸のある島で世界のベジタリアン、菜食主義者の大

会が始まり、そこにシカゴの食肉業者が殴り込みをかけるという話。日本から行った

ベジタリアンが主人公ですね。あそこで議論されているのはほとんど今の我々が考え

ている生命倫理の問題です。彼が多分 24 才ころ書いた賢治のよく知られていない童

話に『雲とナメクジとタヌキ』というのがあります。彼は非常にアクティブな日蓮宗

信者ですよ。金子みすずは1903年に生まれて30年に26才で自殺しちゃうわけです

ね。賢治は盛岡高等農林で、科学者です。仏教者。家は裕福でした。最後は農民の中

に入っていくといういろんな側面を持っていて、そういう点で近代日本文学の中で一

番といっていいぐらい人気のある人ですけど、環境思想などの点からみると尽きない

ところがあるわけですね。環境教育の本当にわかりやすいテキストですね。今度、環

境思想学会っていうのがもしできたら、その中のひとつの大きな仕事としてそういう

こともやってみたいなと思う。あるいはやれたらいいなと思います。 

岡 島：ありがとうございました。フロアからいかがでしょう。 

Ａ 氏：どうも初めまして。貴重な講演いろいろありがとうございました。私現在 66 才でご

ざいます。長年、悪いことをしてきたつもりはございませんけども、環境に結構悪い

ことをしてきたのかなということを含めて、女房ともども勉強し直すとはいいながら、

何をするかなあということの中で、自然的な農業ですとかを趣味の傍らやっていきた

いなあというようなことで、この小諸の地に越して参りました。そういう中で今日も

いろいろ先生方のお話があった通り、先人の教えを忘れて古い物、後れているものは

もうみんなすっ飛ばしてというような事を私の人生の中でやってきたのかなあとい

うことを考えながら、何点か質問があるんです。質問は、加藤先生に未来世代に対し

て何を残せばいいのかなあということの結論めいたものはないだろうとは思うんで

すが、具体的にお示しいただけたら大変ありがたいです。それから鬼頭先生の、基盤

という中で調整ですとか文化ですとか、そういうところに言及をされている部分につ
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いて、どの辺りのことを評価するのかなあ、ということがわからないので教えていた

だきたい。佐久間先生につきましては私も漢詩だとかそういうものを読むのが好きだ

った方なんですが、どうも読み方が難しいので、そんなことで何か参考になるものが

ありましたら教えでいただきたい。関先生については野外教育ということで、私も孫

がおるんですが野外教育というと西洋用語でいうとアウトドア。バーベキューやった

りとか、キャンプファイヤーやったりとかの話になるのかなあと思うんですが、自然

観察とアウトドアというのは当然違うのかなあとは思うんですけども、その辺の違い

について教えていただきたいなと。以上でございます。 

岡 島：ありがとうございました。では順番に、加藤先生から。 

加 藤：柳宗悦の「健康の美」という思想を日本人がもっと評価すべきと思います。ある時日

本で建設される建物の数と現存の数というのを計算した人がいるんですけども、する

とその年に建てた建物は全部 15 年以内で建て直し、壊さないと建築業が維持できな

い。そういう建物そのものをものすごく短命化することによって初めて建設業という

産業が維持できているということを、木俣修氏が指摘いたしました。それで私は建築

家の安藤忠雄さんなんかと一緒に日本の住宅建設の耐用年数を 100 年以上にするこ

とを提案しました。多くの人々がこの家に住んだら、もう次の世代、またその次の世

代もここに住んでいくんだという。そういう思いで家を受けとめるような、そういう

文化を築くべきではないかという提案をしたわけです。私たちの文化の中で長期的な

展望を持って生活を見つめるということがあまりにも欠けている。あと 40 年で石油

が枯渇するのに自動車がどれだけ増えたかっていうことを、みんなが手柄話のような

話をする。様々な金属が枯渇するときに、どうやって未来の世代、次の世代、次の次

の世代の生活を維持していくかっていう問題にあらゆる人が心を寄せる、関心を持っ

て我々の生活を捉える感覚を長い目でみる文化を養い、それを次の世代に伝えていく

こと、それが今一番大事だと思っています。 

岡 島：供給とか基盤というのは、多分生態系サービスの話だったと思うんですけどね。ご質

問の内容についてもう少し補足いただけますか。 

Ａ 氏：供給と基盤というセンテンスの中で説明されていることは十分基本的に一次産業的な

役割の中でよくわかるんですが、それが調整というカテゴリーと文化というカテゴリ

ーというのが示されていて発展的になっちゃってるんで、私にはちょっと理解できな

かってものですから、という意味でございます。 

鬼 頭： 要するに自然の仕様をどう使うかという、自然との関係というふうになるとそれを

実際に、例えば食べたりとか、家の材料とか、着る物とか、なにかそういうふうに私

たちがいろんなものを使うというようなのが、供給サービスの部分になるんですね。

それに対して自然そのものが人間を支えるようなことを考えなきゃいけないんじゃ

ないかということがずって言われていて、それがここでいう基盤サービスということ

だと思うんですね。ですから今までは自然ということになると、いわば自然とは利用
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する価値があって、そういうようなものだっていう考え方と人間を支えるようなもの

として、母なる大地としてそういうものがあるんだっていう考えの二つだったのが、

実はその自然性だけっていうのはただ供給してくれるサービスだけじゃなくて、私た

ちの生活に安全、安心をもたらすような機能もあると。ですからある意味では人間が

いわゆる生活の糧として利用するというよりも、人間の快適性、アメニティの問題に

も関係してきます。いわば安全性を確保するというような形がどうもあるらしいと。

それが調整サービスなんですね。こういうものが非常に軽視されてきたので。例えば

津波であれば大きな防波堤を造ったりというような感じでしか考えないんだけども、

自然の調整機能っていうのをもう少し私たちがうまく使うようになれば、そんなコン

クリートで固めたようなものを使うだけじゃなくて、もっと違うことができるでしょ、

というようなことがだんだんわかってきたということでしょうね。 

文化サービス、私たちが享受する自然からの恵みには、ただ食べたりなどの利用の

側面だけではなくて、様々な森林セラピーに利用される森にみられるように森林浴や

精神的な安らぎを与えるもの、あるいは野外教室であれば野外で子ども達が遊ぶこと

によって精神的にいろんなものが得られるなど、直接それがすぐにお金になったり、

あるいは利用したりという部分ではないようなものが実はあります。だからそういう

調整サービス、文化サービスというようなものが、実は自然とか生態系などを考える

上で重要だということが明らかになってきました。私たちは自然とどのように向き合

うかを考える時に、もちろん供給サービスでちゃんと利用するということも大事なん

だけども、そのときにはちゃんと調整サービスを保持しましょうとか、私たちがもっ

と文化的にきちんと自然をアメニティとして感じとれるような形に自然が残っていな

ければいけないでしょうと。そういうことがバランス良く対応するような形で私たち

が自然と関わるというような入り方があるんじゃないかと。 

岡 島：実はこれはわかってきたっていうけど、昔から熊沢蕃山などが言っているわけです。

だから忘れてたわけ。それでもう一つ今日は長野中部の森林管理局長さんがいらして

いるんですけど、木材供給一辺倒だった林野庁がだんだん環境教育を扱い始めて現在

は森林セラピーも実践している。しかし、林野庁は木材供給を中心にやってましたね。

戦後、木が足りない、住宅が不足しているといってどんどんどんどん伐採して、昭和

36 年には自由化した。今度は杉の花粉の問題が出てきたり、調整機能にも林野庁は

着目して、現在ではこれ三つともやっているんですね。森林のことだけで考えてみる

と分かりやすいかと思うんですけど。局長さん、いかがでしょう。 

Ｂ 氏：ご紹介いただきました中部森林管理局の者です。ちょうど今年は国連の国際森林年と

いうとでして、そのテーマが森を歩くということで、先ほどここの職員の方に聞くと

この周りもミニトレイルを作っているということなので、ぜひ皆さんに森林に入って

いただいて森の持っている価値をぜひ感じていただきたいなと思っています。私ども、

昭和 20 年に、戦後に林政統一ということで林野庁でも国有林という林の管理をさせ
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ていただいているんですけど、これがいよいよ一般会計になることになりました。そ

うすると例えば環境省の出先機関、それから国土交通省所属の出先機関と同じような

位置づけになって、はて何ができるかということを我々一生懸命探して、今日もこの

シンポジウムにそういったヒントがないかなと思って来たんですけど、予想以上にと

いうか実はありすぎてですね、頭の整理をするのが大変です。いずれにしてもその自

然といった場合は、御案内のとおり日本の3分の2は森林ですし、そのまた3分の1

は国有林ということなので、やはり国有林の管理をどうするかです。加藤先生のお話

によってですね、従うか、征服するか、管理するかでは、管理するっていう選択肢し

かないということですので、国有林を管理することを一般の国民の方に見ていただい

て、民有林のあるいは私有林の管理をそれに見合っていただければというふうに思い

ます。 

岡 島：ありがとうございました。A氏のご質問に戻ります。佐久間先生、お願いします。 

佐久間：そうですね。例えば中国のそういう古典で儒教ですと、四書五経といいます。四書と

いうのは『大学』『中庸』『論語』『孟子』。これは岩波文庫に全部あります。五経とい

いますと五つの中で『易経』が岩波文庫にあります。論語なんかはいろんなものにあ

りますから。五経になりますと『易経』だけですね。あとは『書経』『詩経』『礼記』

『春秋』いずれも文庫本にはありません。それから朱子等は朝日文庫選という朝日新

聞社が出した中に抜粋があります。ただし抜粋ですから私が引用したようなところは

入っておりません。編者がそんなものは必要ないということで別の政治思想などにな

りますから。たしかに多くの人々がアプローチしようとしてもまだまだそういう状況

で、これはもう専門家の私たちの責任です。それから日本の場合はですね、中公バッ

クスに『日本の名著』のシリーズがあります。これも多いのは抜粋です。だから運良

くたどり着けばいいけども、例えば熊沢蕃山は文庫本がありません。安藤昌益は難解

です。非常に難しいということもあって文庫本もない。文庫本は『統道真伝』という

『自然真営道』と並ぶ代表作です。これだけは岩波文庫にあります。それから石田梅

岩は『都鄙問答』という代表的な、これは岩波文庫にあります。そういった文庫を探

していくっていうのが一番だと思いますし、本当はもっと私たちが頑張って環境思想

の点からそういうものも多くの人に読まれるような形にしなきゃいけないと思うん

ですね。それすらもまだ十分ではないという。日本の古典を最近多くの人々が邪険に

あつかうようになりましたから困っているんですけど。 

岡 島：ありがとうございました。 

関  ：私は野外教育のご質問をいただいたんですけども、野外教育の方法にはいろいろある

かと思います。どんな活動でも野外教育になりうると思いますが、自然の中に人が入

りしかるべきリーダーが導くことで、参加者の心理的な効果が作用するのではないか

ということが日本の研究でも検証されてきました。初期では自己概念や社会性といっ

たものが望ましく向上するといったことが頻繁に取りあげられました。簡単に申し上
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げますと、良い現場では、参加者は全人教育的な意味で変容していく傾向があるとい

うこと、また具体的には道徳心が高まるなどの変化につきましても一定の効果が報告

されています。それから環境教育にも深く関係しますが、自然認識というところにつ

いての変容につきましても言及されています。「野外教育をしている」という言い方

は少し変なのですけども、野外教育になっている状況というのは周囲にいる大人があ

る程度、自然そのものの教育力ということを踏まえてプログラムを考え、参加者を導

くのです。そういう意味で運営側に共通認識がはかられている必要があると思いま

す。・・・三つの点について私はよく言い聞かされてきました。野外教育では「自己

と自己の関係」「自己と他者の関係」「自己と自然の関係」について考える機会を自然

の中で与えることに最大の意義があり、必ずしも何かの技術や正解を教えるというこ

とに主要目的がおかれているわけではありません。子ども達に、あるいは参加者の

方々に心構えやノウハウを教えることは、質の高い自然体験（より集中できる居場所

で自分がどのように生きたいのかについてじっくり考えるチャンス）を提供する準備

とも位置づけられるのではないかと思います。こういった側面に、野外活動と野外教

育の違いがあると考えています。よろしいでしょうか。 

岡 島：野外教育というと、アメリカの場合などはジョン・デューイの教育理論からの流れが

あって、それなりの研究成果もずっとあるものですね。アウトドアエデュケーション

という言い方をしています。教室の中で勉強することは教室で行う。外で勉強するこ

とは外で行う。二つに分けようというのがひとつのアメリカの野外教育の基本的な考

え方で、両方必要だということなんですね。それでは次の方どうぞ。 

Ｃ 氏： 長野市の飯山市っていうところで、薪ストーブをたいて生活しています。今日のお

話をいただいて二つほどちょっと感想がありますけど。一点は関先生の言われていた

ことで、現場に足を突っ込んでいくとそれっきりになってしまってっていうようなと

ころを言われて、僕も経験があることでした。僕は趣味で俳句を詠んでいてこの小諸

にもゆかりがあるんですけど、高浜虚子という大正から昭和にかけて俳句界に大きな

道を示した俳人が三年住んでおります。虚子が言った大きな思想のひとつに虚実皮膜

と概念があります。虚というのは嘘というような、虚と実のあれですね。実は本当と

いうことで、虚子も正岡子規から『ホトトギス』という雑誌を受け継いでいるのです。

一番写生といった子規の概念を発展させていくんですけども。写生っていうのは自然

界の中に入ってものを観察するということだと思うんですね。でも観察して観察して

そればかりだとなんかこう深みがなくなっちゃう。虚子はそれを「句が痩せてくる」

と言うんですね。哲学とか思想、それをずっと深めて深めていくことも大事なんだけ

ども、そればかりやると視野が狭くなってしまうとも言っています。両方とも大事で

あって、とことん発展することも大事だと。江戸市民の庶民の芸術はやはりそれ自体

が僕は思想あるいは芸術になると思います。一茶の俳句ひとつとってもやはりそこに 

    はエコロジカルな思想があります。 
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  あと2点目ですけども、キリスト教的なそういうことの考え方も言われたんです  

 けども、今フランスなんかでは生まれてくる子どもの二人に一人は結婚しないカップ 

ルからの子供だっていうようなことも聞いておりますが、やっぱり結婚というのと 

キリスト教、教会っていうのがすごく密接に関係している。だから19世紀後半、 

ニーチェが言ったことが今実態としてもう現実化しているのがヨーロッパ世界では 

ないかとぼくは思います。ぼくが今ちょっと興味を持っているのはフランスのコ・ 

バレリーという文学者なんですが、彼なんかはいくつか作品をアップしたけども、 

それよりもっと膨大な自分の日記を書いているんですね。彼はそれを書いた理由は 

自分を知るためだって言っています。自分を知るためにものすごい努力をしてその 

ために全精力をさくみたいなことをやっています。そういうのをヒントとして自分 

たちを理解する。日本人はさきほど宗教は無いって言ったけども、ぼくは無いこと 

は無いと思います。ただ表現できないだけだと思うんですね。 

岡 島：俳句のすすめ。たしかにそれを研究したらおもしろいですよね。それと今お話にな 

        った結婚とキリスト教徒についてなど。いかがでしょう。 

加 藤：私、実は哲学者の中では産婦人科です。長年厚生労働省の生殖補助医療の専門委員を

務めまして、70 才になった時に辞職願いを出して退きました。代理出産の委員会を

学術会議でやるときには、ベテランだというので頼まれて参加しました。たしかにお

っしゃるように婚外比率、シングルマザー率はフランスの場合にはどんどん高くなっ

ていますし、ヨーロッパ全体でも家族は崩壊したといってもいいくらい婚外比率が高

いです。しかし日本では婚外比率は高くなっておりません。だいたい2パーセント前

後で水平に推移しているわけですね。フランスではお父さんのいない子供が社会保障

を受けられなくなると不幸になるからその社会保障を手厚くして、そのことによって

フランス人の人口を維持するという人口維持政策が立てられているわけですけども、

日本の場合に婚外子比率が高くなるという想定で人口を維持するのか、それとも婚外

子比率が高くならないという想定で人口を維持するのかっていう点について、私は日

本人の場合にやっぱり子供は結婚して生むという普通の考え方か持続する方が、おそ

らく日本人のために良いだろうという線で基本的な政策を立てるべきであるという

方向を打ち出しました。けども実際には単純再生産率が2.6からもう1.いくつまで下

がっていて、厚生労働省がいつもはらはらしています。結婚率も高くなりませんし、

出産率も高くなりません。そして今若者をみていますと例えば 33才までに 3人子供

を産むとか、35 才までに 2 人子供産むとかっていう、そういう目標を立てても個人

の収入が確保できるような安定した就職ができない若者が圧倒的に多いわけです。で

すからむしろ日本の婚外子比率の低さを維持しようと思うならば、若者に自立して生

活できるだけの生活条件を保障しなければならない。それが基本になるべきではない

かというふうに思います。 
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岡  島：はい、それではこちらの方、お二人順番に後ろの方からどうぞ。 

Ｄ 氏：この町に住んでいます。若い頃に東大の自主講座の公害原論に行ったことがきっかけ

で柳宗悦に出会いこの町で今焼き物をやっています。自然エネルギーの普及活動をず

っとやってきましたけども、とうとう間に合わないような事故が起きてしまった。そ

れで、まずこのシンポジウムを企画していただいたことにとても感謝をしていて、こ

れだけのメンバーとこれだけの議論が深まったということ。それからぜひ実現してい

ただきたいと思いますけども、環境思想シンポジウムを立ち上げていただきたい。今

テレビでは原子力の専門家という方が出てきて、原子力推進の専門家なんでしょうか

ね。そういう話ばかりが出ていて。私は実はこれから森を活用して子供の環境教育を

やっていくという話の中で、おそらく森のきのこは取ってはいけません、何々は摂取

してはいけません、というふうな話がどんどん広がってくるんだろうと思っているん

です。ですからこの 3.11 を、事故があってからというのは甚だ人間としては情けな

い話ではありますけども、最低限ここからきびすを返して折り返し地点にしていくっ

ていうことだけは、みなさん先生方にも責任があるし、ここの会場にいるひとりひと

りの責任だと思っています。子供を産む産まないの話も含めて、もうすでに大丈夫な

のかしらっていう話も世の中に出ているわけですし。その辺のことを出してしまった

以上は、これからの日本というのは拡散物質と共に生きていく世界がある。まあ受け

入れたくないのでみんな割と気持ちを心の中に秘めながら、様子を見ているというこ

となんでしょうけども。一方で物理的な福島の収束をはかると同時に、世の中の社会

的なおさまりについてシナリオを考え始めている人達の動きもあるわけで、下手をす

るともっと信頼性の高い原発を作ろうっていう話で終わりかねないという中で、ぜひ

このテーマに関して先生方にディスカッションしていただければと思います。 

岡 島：ありがとうございました。これは昨日の夜もずいぶん話しました。鬼頭先生、ひとつ

地域レベルのエネルギーについてお話下さい。だいたい地震がこんなに頻発している

ところであんな危なっかしいものを作ること自体がおかしいんじゃないかというの

が、基本ですよね。それに則って、じゃあどうしたらいいかっていうような事を。ど

うぞ。 

鬼 頭：実は私はそれを実践してきた人間で、つまり太陽光発電を増やした分だけ原発を減ら

せるでしょうと言いたかったんですね。ところがエネルギー問題はちょっと短めにし

ていただいて、哲学の問題として語っていただいた方がいいのかなと思った。エネル

ギー問題ってやはり加藤先生のお話にもあったように、日本は少子化です。それから

エネルギー効率が上がっています。だまっていれば電力消費量は下がっていくわけで

すよね。それで困るのは電力会社。東京電力管内だけでも需要を増やすために始まっ

たオール電化住宅という政策のもとで100キロワットの原発2基分の需要増があるわ

けですよ。だからエネルギー問題って、いや自然エネルギー増やしてもだめでしょ、

みたいな話になりかねません。それから今の計画停電の動きの中で、なかなか今すぐ
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太陽光が普及してという急な話ではなくて、せっかくこういうメンバーですので、環

境倫理に絞ってお話いただけるとありがたいと思います。 

岡 島：とはいえね、かなりこのことは言わなきゃいけないので、いやそれは D さんが自然

エネルギーをすごく頑張っていってもなぜ原発が今までこういう形で出来上がって、

そういう世の中になっていったのかという事を、・・・そこのひとつは社会構造的な、

政治的な、経済的な構造などの様々な問題があるということと、もうひとつは技術的

なレベルともちろん規制緩和とか、法的な問題などとの絡みがあるわけですよ。今た

しかに太陽光でやっても、結局例えば東京電力に買ってもらわないといけないという

形なので完全に東京電力依存型なんですね。だからそういうようなことをせざるをえ

ないことが今問題になっていて、そこをどうするかということなんです。自分たちが

自宅で、あるいは地域で自然エネルギーを作ったものを、電気自動車などに充電し、

そこで自給できるような形になると普通に使う電気についてはもう東京電力はいら

ないんですよ、という話になってくる可能性があるわけですね。それはすでに技術的

に可能なレベルになってきていて、そこのインターフェイスの問題をつめなければい

けないということと、それがどのくらい普及するかというような問題にかかっている

ので、多分ここ 2、3 年ぐらいで片付く問題だと思います。あとは地域ごとに実は自

然エネルギーの種類が違うわけですね。風力がいいところもあるし、あるいは地熱も

あるしと・・・。ですから今後はどうやって自給型の、いわゆる分散型エネルギーシ

ステムに変えていくかっていうところがポイントですね。どうしても必要な電気みた

いなものは、今の火力を動かせば十分にまかなえるので、基本的には原子力はいらな

くなるということが技術的にはすぐ出来る。ある人はですね、エネルギー・イン・マ

イヤードっていって私の庭でエネルギーっていうエイミーというですね、これはノッ

ト・イン・マイ・バックヤードという、私の庭には作らないでという、迷惑している

ので作らないで、という言葉のもじりなんですけども。そういう形でいわば分散型エ

ネルギーでエネルギーを自給自足するというシステムは、多分これから技術的には出

てくるはずなので、いかにそれを普及させるかという点ですね。これはある意味では

非常に哲学的な問題なんですね。大量生産、大量消費、大量廃棄の時代のひとつのや

り方ですよ。ですから電気にしても集中して、そこで要するに大量に作って、大量に

作ったものを大量にいろんな家庭で使って、それが廃棄されているという形を、いわ

ば分散化することによってどんどん少なくしていく。ここで非常に重要な点は原子力

も問題なのですが、実は自然エネルギー・・・例えば風力もですね、あまり大きなも

のをたくさん作ると低周波の問題など多様な問題が起きるために、リスクが生じます。

リスクの問題はどんな発電だってリスクはあるんだから、問題はリスクをどう分散さ

せるかということが今重要なところなんですね。リスクを分散させればそれは自分た

ちが今の生活を考えて、少しぐらいのリスクは受けましょうとなる。でも他人がたく

さん使うリスクまで何で私が受けなきゃいけないのという話になるわけです。リスク
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を基本的には分散してそれをみんなが分かち合って生きるという社会の作り方が基

本だと思うんです。そのための技術開発は今できるし、できればそういう社会の仕組

みにしていくっていうことが大事じゃないかな。倫理的にいうともう決着がついてい

るわけですね。ただあと具体的にどっちが得か考えてみようとか。どちらの方がリス

クが大きいのか。簡単にいえば福島原発の事故によって東日本に人が住めなくなった

ら、そんなリスクを背負う必要があるのかどうかですね。そういう話になって具体論

になると思うんですよね。 

加 藤：私は決して原発推進派ではないんですけども、今学術会議では高レベル核廃棄物の処

理をやっています。哲学的な問題として私は学術会議では、現代の技術は千年間の安

全の設計を可能にするかという問題で、東大の工学部の先生方は、みな千年間安全設

計してみせるというふうにおっしゃったので、私はもし現在千年間の安全の設計をす

ると現在使われているデータ、その設計の元になっているデータが、あと千年間その

まま有効であるという想定をすることになる。つまり例えば金属の弾性率であるとか、

あるいは地中のコバルトの含有率であるとか、それから水の流れだとか、岩石学のデ

ータだとかっていうのが、今のデータが千年間そのまま続くという条件がなければ千

年間の設計はできない。しかし最近の分析科学のデータなどはわずか 10 年間で 30

倍も変わっているっていうふうな地殻上のデータがあるので、千年間データが変わら

ないっていうことは科学史の常識からみてありえない。したがって千年間の安全の設

計は出来ない。そういう答申をしました。 

岡 島：ありがとうございました。それでは次の方、どうぞ。 

Ｅ 氏：東御市から来ました。私は小さいころから森が好きで、森づくりをずっとしてきまし

た。先ほど佐久間先生がおっしゃっていました子供にこれからどのように問いかけて

いったらいいかということを具体的に知りたい。私達は東御市食育ネットワークとい

うのをやっております。それは学校の先生、栄養士さん、教育委員会、それからお医

者さん、農業者などが入っていろいろやっているわけですが、その中で「いただきま

す」と手を合わせますね、それからいただきました「ごちそうさまでした」。この問

題をですね、子供達にどういうふうに教えたらいいか。やはり学校の先生達は、農業

によって食べさせるものを作っているわけですから、農業者に対する感謝、それから

給食を作っている、食事を作っている皆さんに対する感謝、これに対して子供さんた

ちにいただきます、ごちそうさまでしたっていう形で教育を行っている。今実際に行

っているのだそうです。それも非常に大事なことなんですけども、もっと基本的な、

今日の環境思想に関わると思うんですが、植物の光合成、それから食物連鎖ですね。

特に地球上の歴史が始まって生物が生まれ、酸素ができ、我々人間が生まれ、今の形

になっているわけですけども、この中で人間が最後に生まれてきて、やはり食物連鎖

の最終的な段階で、あらゆる生物をいただきながら生きていくしかできない。そうい

う人間の状態ですよね。その食物連鎖の一番基本的なことなど、どちらかというと自
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然の摂理っていうんでしょうかね、そういうことをなかなか今の学校では誰も知らな 

    い。先生達も知らないですね。どちらかというと基本の一番大事なものを逆に小学生、 

    今の大人のみなさんよりもこの子どもさんたちに向かって教えていくことが、環境思 

    想の一番の基本的なものかなっていうような感じはしておりました。この辺をより具 

    体的にお話いただければと思いますが、よろしくお願いします。 

岡 島：はい、ありがとうございました。どなたかいかがでしょうか。日本環境教育学会の事 

    務局長をなさっているFさん、今のご質問に対して環境教育学会としてはいかがなも 

    のかとまずお応えいただき、その後にまたお話を。 

Ｆ 氏：紹介いただきました。学習院大学では教職課程というところに所属しておりまして教 

        員養成をしておりますが、日本環境教育学会の事務局長をしております。今ご質問、  

        話があったような問題意識を、環境教育学会としても持っておりまして、子供達の環 

        境教育をもっと深めなければいけない。その前にそもそも教員の環境についての認識 

        というのもずいぶん低いのではないか、というような意識を持っております。いろい 

        ろやるべきことはありまして、環境教育学会会長はやはり環境教育っていうのを学校 

        教育の中できっちりと制度化する必要があるというような方向性を示しております 

        が、まず取り組むべきこととして、私どもが今からやろうとし、そして可能性があり 

        そうなのは、教員免許状の取得に環境教育、教員免許状の取得というのは、大学で所 

        定の単位をとることが義務づけられていますけど、その中にぜひ環境教育を義務づけ 

        るような方向性が必要ではないかということで、働きかけを始めたところです。それ 

        につきましてはこちらの岡島さんも行っていらっしゃいますので、若干そういう可 

        能性があるのではないかというようなところです。 

Ｇ 氏：東京多摩市から来ました。東京の公立小学校の教員を 30 年やっていて、ほとんどず

っと環境教育をやっていました。八王子では校庭に一畳の畑を子供に一枚ずつ与えて、

それで好きなものを作るということをやっていました。ただ総合学習が活溌なときは

すごく応援して下さった方々がいらっしゃったんですけども、後半の状況は厳しかっ

たです。今学校でこのような活動をしようとした時、多くの保護者はどちらかという

と逆風の立場になる方が多いんじゃないかなと思います。自分は今、道志村の体験施

設で農業を本格的にやっています。そこに来た親子に農業の大切さ、環境教育の大切

さを伝えているんですけども、ただやっぱり厳しい。もう一つ、言うならばそこで今

遊休地を抜墾しているんですけども、シャベルでやっています。そうすると村の人は

みんな、これユンボでやったら楽だよっていうんですね。で、草刈りするのもほとん

どの人が刈払機を使います。手で刈っている人はほとんどいないです。化石燃料を使

って農業が行われている。これはもうネパール、ブータンに行ったときも感じたんで

すけど、ブータンでも日本の海外協力隊のある方が一期生で行っていて、本当にブー

タンの人のためだと思って機械を利用しているんですね。ですからブータンに行くと

本当に農業機械がすごく使われているんですよ。ところがネパールに行くと水牛と牛
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だけでやっているんです。日本人の感覚だとやっぱり機械化する方が楽、幸せだと思

って一生懸命やったと思うんですけど、本当はその化石燃料を使うことがどうなのか

なっていうことを現地に行って感じました。 

     今日の環境思想の現代的意味を問うという、このテーマを決めた時はまだ震災は起

きていなかったと思います。ただ 3.11 になって、この現代的意味というのが本当に

はっきりしてしまったと思うんです。それはエネルギーのことと、あと今の便利さで

すね。それを国民がどう考えるかっていうことを考える。それが環境思想学会にとっ

てこれからすごく意味を持つことになるんではないかな。みんなで考えなくちゃいけ

ないということだと思います。 

岡 島：おっしゃる通りだと思います。F氏もおっしゃっいましたが、今ご発言いただいた先

生のような方が、問題なのは日本の教育界に何人いらっしゃるかということなんです

ね。一部の先生はすごく熱心になさっている。しかしほとんどの先生はあんまり環境

教育を熱心にされていないわけです。だから教育委員会とか学校の校長先生が了解し

た上で行われていない。制度としてですね、きちんと教えるシステムができていない。

そこを直さければいけないだろうと。私も中教審で発言してまいりました。環境と教

育の関係をこの中央教育審議会で真剣に取り上げてくれということを。文部科学省は

環境教育をやっていないわけだから、環境省が環境学習をやっている。指導要領に載

せてきてはいますけども、まだまだ本格的に取り組んでいないんですね。 

佐久間：私は環境科学部なんですね。まず少なくとも大学生レベルで環境科学部ということで 

    すと、例えば田んぼのあのぬめっとした感触ね。水が張られていて、そういうの知ら 

    ないわけですから。我々の長崎大学は13年目なんです。10年目に外の人からのいろ 

    いろな学部の状態がどうであるか評価してもらおうというんで、その4人の委員の方 

       の1人が岡島先生で、岡島先生がいらして言われたひとつはフィールド教育ですね。 

    あるいは体験型教育といってもいいんですけど。それをとにかくもっとやれと。一ヶ 

    月くらい。大学のキャンパスから学生を出してということを提言されて。現実的に一 

    か月は無理なんですが。これはもう私達の学部の教育の非常に大きな柱となっていま 

    す。とにかく大学生でさえ自然に接することは重要です。おそらく小さいころはもっ 

    とですね。それがまず基本だろうと。それともちろん教室での講義も必要です。そう 

    するとやっぱりかなりこれが変わってくるっていうのは大学生のレベルでは実感し 

    ます。ですから環境科学部で百姓になりたいっていうのが、我々150人、一学年150 

    人ですが、10パーセントはいない。1割はいないんですけど、2、3パーセント、つ 

    まり5名くらいは百姓になるんです。今土地がありますから。で、農業のために行き 

    ますと非常に喜ばれますから。きわめて当たり前なんですけども、若い人がそういう 

    点では自然に接することを小さいころからするというのがひとつの大切な点じゃな 

    いかと思います。 
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岡 島：ありがとうございました。大変名残惜しいですが、予定通りの時間で終わりたいと思

います。今日はみなさんどうもありがとうございました。 

 

（第1部、第2部 一部抜粋） 
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特集３   新たな指導者制度について 

 

 2010年度からCONEと独立行政法人・国立青少年教育振興機構との間で新たな自然体験活

動指導者養成制度を立ち上げようと本格的な協議が始まった。これまで民間が中心となって構

築してきた指導者制度に国が大きくかかわり、オールジャパンの体制に育てていこうという試

みだ。2011年度中にカリキュラムなど内容を詰め、2012年度から新制度がスタートする予定

だが、その方向性についてまとめていただいた。 

 

１）新たな指導者制度の展望 

                          佐藤 初雄（CONE代表理事） 

 

指導者の役割と資質・能力 

自然体験活動を伝える手段としてはさまざまな方法がある。たとえば、書籍や映像、新聞、

テレビ、ラジオなどのマスメディア、講演会、セミナーや研究会、そして実際の体験活動など

がある。いずれの場合においても、とても重要な役割を担うのが指導者である。この指導者し

だいで、参加者にとって深い学びにもなりうるし、ただの時間潰しにもなってしまう。したが

って、良質な自然体験活動を行うには指導者の質が重要な鍵を握っているといえる。 

 それでは、この指導者に求められる資質や能力がどのようなものなのか、考えてみたい。 

 

指導者が所属する組織団体の形態 

人材養成を考えるにあたっては、その指導者が所属する組織や団体がどのような目的で事業

を実施しているのか。また、具体的な活動内容はどのようなものであるか。その組織、団体が、

市民活動団体か民間団体か公的団体なのかによっても違ってくる。特定できるのであれば、そ

のことを想定しながら具体的な人材養成が可能となる。 

したがって、まずは、指導者の活動する団体の特定化が大切なポイントになる。 

 

指導者の役割 

次に重要なことは、指導者の役割である。ひと口に指導者といっても、実はさまざまな役割

がある。 

たとえば、一番わかり易い指導者のイメージは、直接参加者に指導する指導者だ。リーダー、

インストラクター、インタープリターなどと呼ばれることが多い役割だ。また参加者数が多い

場合は、この指導者を統括することや全体の事業の責任者としての役割を担うディレクターも

必要になる。さらに、組織団体であれば、こうした事業を統括したり、組織全体のことを考え

るマネージャーという役割もある。 

このほかにも、こうした自然体験活動の機会を作り出す役割として、プランナーやプロデュ

ーサーと呼ばれる役割の指導者もいる。場合によっては、それらを支える会計、渉外、広報な
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どの事務的な役割を担う人もいる。 

このように指導者の役割によって養成の仕方は変わってくるのだが、ここでは自然体験活動

の現場で直接指導を行う役割を担う指導者を中心に述べてみたい。 

 

指導者に求められる資質・能力 

指導者として求められることは、当然、自然体験活動に関する知識や技術や指導力というこ

とになるが、その前提には、指導者の豊かな人間性というものが大切であることは言うまでも

ない。よく言われることは、明るく、元気で、前向きな人。人の嫌がるような雑用を積極的に

こなす人。自然が好きで、人も好きな人。本気で取り組む意欲を持っている人。人間関係を良

好に保つためのコミュニケーションを大切にしている人。ホスピタリティが旺盛な人。などな

どがあげられる。こうした資質を身につけている人が指導者として望ましいといわれている。 

能力としては、自然体験活動を行う上での知識力、技術力、指導力である。 

たとえば、知識力として学ばなければならないことは、自然体験活動概論、生物学、教育方

法論、人間関係論、地域学論、対象者の理解など。技術力、指導力としては、具体的なプログ

ラムに関することで、まずは、指導者自身が実際に行うことができなければならない。その上

で、参加者に如何に伝えていくか。あるいは、学びとなるような支援ができるかということが

できなければならない。たとえば、自然観察、環境学習、森林体験、自然の中での活動ならば、

登山、スキー、カヌー、安全管理やレスキューなどがある。 

こうした資質や能力を持っている指導者が求められるのである。 

 

これからの人材養成の方向性 

これからの人材養成を考える場合、念頭に入れておかなければならないことは、これからの

自然体験活動をどの方向に向けていくのか、あるいは、社会のニーズとして何が期待されてい

くのかということである。こうした未来予想的なことは現段階で明確に応えることは難しい。 

しかし今、環境問題の解決、地域の活性化、教育あり方、社会のありようなどが待ったなしの

状況で問われている。つまり、私たちの行う自然体験活動が、社会を先導、啓蒙社会運動であ

るとする観点で考える必要がある。一般市民の人々がまだ気づいていないこと、または、気づ

いてはいるものの行動には至っていないことを提案し、運動していくことだろう。 

他方、一般市民が欲することをうまく見極めかかわりやすくハードルを低くする活動を提案

する方向もある。この場合、私たちが目標と考えるレベルには遠いかもしれないが、それでも、

少しでも前に進めるものを行うことには意味がある。こうした2つの方向性がある。 

さらに今後、活動の内容はますます専門化され、細分化される方向と、複合化、総合化され

ていく方向が予想される。こうしたことを踏まえつつ人材を養成しなければならない。 

また、別の観点では、自然体験活動自体が、事業化される方向のものと、ボランティア活動

として行われるものとに二極化されていく。つまり、一方は専業的に行われ、いわゆるプロ化

していく方向である。こうした活動のどちらにかかわるのかによっても指導者の立場は変わっ



118 

 

てくる。 

話はやや飛躍するが、自然体験活動を推し進めていくためには、さまざまなセクターと密接

に協働していくことが重要である。これまでにも、行政と連携し、政策提案や財政支援といっ

た形で自然体験活動を推し進めてきた。また、国会議員とも連携することで、自然体験活動を

推進するための法律を作ることも目指している。さらに、最近では、企業とも連携を深め、CSR

の一環としてもさまざまな活動事例が誕生している。 

このような状況の中で、人材養成はどうあるべきかを考えることは、かなり難しいことでは

あるが、実際に行動していかなければならないことは自明の理である。 

さて、人材養成は一体誰が行うのか。その主体は誰なのかという問題点はあるが、現在では、

行政、民間、企業、高等教育機関などさまざまなところで展開されている。しかし残念ながら、

これらは、各々のなかで完結する形で行われているものが圧倒的に多い。これからは、お互い

の役割を分担し、互いに協働・連携していくことが必要だと考える。そうすることによって、       

互いの強みを発揮し、より充実した人材養成が可能となることだろう。 

自然体験活動推進協議会の指導者養成と登録制度はそれを実現したものだ。しかし、残念な

がら、まだ理想の形までには至っていない。その構築のために、前述したセクター・団体が更

なる連携と協働することが望まれる。 

今、自然体験活動推進協議会では新しいセクター・団体との具体的な連携に向けた準備が始

まっている。 

一方、日本環境教育フォーラムが取り組んできた自然学校指導者養成講座は 1999 年よりス

タートした。これまでに、100名を超える講座修了生を世の中に輩出してきた。この講座の修

了生の多くは、何らかの形で自然体験活動の分野に関わりを持ち、しかも、プロとして活躍し

ている。この講座の特徴は、約9ヵ月間にもわたる実習（6ヵ月1040時間）および座学3ヵ

月（280時間）から成り立っていることだ。さらに、実習は、全国9か所の自然学校の中から

面接で一つに決定され、そこで6カ月に及ぶ実践的なトレーニングを受ける。 

今、日本環境教育フォーラムでもこうした人材養成制度と他団体の人材養成制度との連携を

模索している。具体的には、日本山岳ガイド協会や日本スキー連盟である。こうした連携は自

然体験活動推進協議会の例でもわかる通り指導者の質の向上や団体同士の連携という点でも

大きなメリットがある。そこで、今後は、さらなる他団体との連携を模索するとともに大学や

専門学校といった高等教育機関との連携も必要であると考えられる。 

また、別の視点では、自然体験活動推進協議会はどちらかといえばアマチュアの指導者が中

心である。日本環境教育フォーラムが行っている自然学校指導者養成制度で養成される人材は、

自然体験活動を専業で行うプロになることを前提にしている。こうしたアマチュアの養成制度

とプロの養成制度がいずれ一本化する必要性があり、そのことによって、質の高い指導者が養

成され、自然体験活動の更なる発展のために寄与することが期待される。 

そのようになれば、まさにわが国のナショナルスタンダードとしての人材養成制度が確立す

ることになる。今後私たちが目指すべき方向性ではないだろうか。 
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２） 安心安全な体験活動のために ～青少年体験活動指導者等の養成と研修～ 

進藤哲也（独立行政法人国立青少年教育振興機構） 

 

はじめに 

楽しく安全に活動し、そして心の琴線を振るわせる体験は、子どもに溢れるばかりの笑顔と、

小さくも大きな発見、そして感動を与え、時には畏敬の念を抱く機会となる。 

また、様々な体験活動は、感性を培い知識を知恵に変え、物事に際して自ら感じ考え行動す

る力を育むことにも繋がるものである。 

一方で、体験活動は多くの危険を伴うものであり、例年、青少年の生死に関わる事故が必ず

といってよいほど発生している。その原因は様々であるが、指導者・引率者一人ひとりの的確

な指導、確実な人員点呼、適切な危険察知・回避などがあれば未然に防げたものもあったよう

に推察する。 

各種機関・団体においては、指導者を対象に安心安全な体験活動の実施に向け様々な研修会

を実施しているが、国立青少年教育振興機構でも、昨今の事故の発生状況を鑑み、実際に青少

年を対象に指導をしている方々を対象として事故を未然に防ぐため「体験活動安全管理講習」

を実施している。主な内容としては、「事故事例と法的責任」、「リスクマネジメント」、「実技

体験」などであり、公立青少年教育施設の職員、民間事業者、教育委員会関係者等多くの指導

者が参加している。 

安心安全な体験活動を実施するためには、単に安全研修の実施することではなく、優秀な指

導者を養成し、資質能力を高める研修が必要であり、重要である。以下、私見を述べる。 

 

１．青少年教育指導者等養成の現状 

青少年教育指導者等といわれる方々は、地域子ども会の世話人から民間団体のリーダー、

国公立青少年教育施設の職員や指導者など多岐多様である。 

青少年教育指導者等の養成及び研修については、国のスタンダードと言えるような明確な

基準、規準があるとは言えない。従って、各機関・団体が独自のシステムで、特有の資格を

付与しているのが実態である。 

対して、学校等の教職員は、大学等で養成され勤務する学校又は授業の当該免許状を持っ

ており、それは、日本全国の当該学校で共通し通用するものである。 

ならば、国公立の青少年教育施設の指導者は、どのような資格なり、免許状を持っている

のかである。資格や免許状がすべてではなく、経験や知識・能力があればという考え方もあ

るが、学校教育に国のスタンダードと言える免許状があって、青少年教育に無くてよいのか

という疑問である。 

青少年に安心安全で感動豊かな体験活動を提供することを目的に、青少年教育指導者等の

資質・能力や指導力を養成し継続保持するため、全国で共通する一定基準を定め、資格等の

スタンダードを構築していく必要があると考えている。 
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２．青少年教育指導者等養成の新たなシステム構築 

体験活動と一言で言っても、その分野・種類は自然体験、社会体験、生活体験、福祉体験

など多岐にわたる。各分野・種類ごとの体験活動に関する指導者を個別に養成し、スキルア

ップの研修を実施することは必要なことである。例えば、中学校や高等学校教員の教科別免

許状のようなものである。また、小学校教員が保持している全科免許状のような、青少年教

育の指導者があってもよいと考えている。 

各分野・種類ごとの体験活動指導者については、民間団体において、指導者養成・研修事

業が行われており、教科別教員免許状のような全国共通となるスタンダード資格は見当たら

なかったが、平成 22 年度から文部科学省委託事業「体験活動推進プロジェクト」において

共通カリキュラムのもと「自然体験活動指導者養成」事業が行われ、唯一国のスタンダード

資格となっている。しかしながら、青少年の体験活動全般に関して指導できる小学校教員免

許状のような資格を付与する青少年教育指導者等を養成している機関・団体はない。 

一方、社会を見ると、「体験活動」が商品として売り出される状況が見られたり、小学校

学習指導要領が改訂され平成23年度から完全実施されたりと、また、「体験の風をおこそう

運動」が国立青少年教育振興機構や民間団体が連携協力して推進しており、体験活動に関す

る青少年を取り巻く環境は、さらに整備されつつある。 

そのような状況を見ると、繰り返しになるが、青少年教育指導者等の養成システムの構築

及びカリキュラムの編成、さらには養成講座及びスキルアップ研修の実施が急務である。 

現在、国立青少年教育振興機構青少年教育研究センターにおいて、「青少年の体験活動に

関する指導者養成カリキュラム」（次ページ図参照）として検討を重ねているところである。 

検討を重ねている段階の青少年教育指導者等の養成カリキュラム試案は資料にあるとお

りである。まだまだ途中のものであり、今後、国レベル等での研修講座及び認定基準にもと

づく青少年教育指導者資格の付与、及び専門性を高めた体験活動指導者資格の付与、また、

養成システムの構築など検討していく必要があると考えている。 

 

最後に 

国立青少年教育振興機構では、平成 24 年度に民間団体と連携協力し、青少年の体験活動に

関わる青少年教育指導者の養成、資格付与に関わる講座又は研修を実施したいと考えていると

ころである。 

青少年の体験活動を推進し安心安全に展開するために、地域子ども会で活躍いただくリーダ

ーの保護者の方々から国公立青少年教育施設や民間団体の指導者や関係者、さらには指定管理

者制度を実施している自治体などで、青少年教育指導者資格のコンソーシアムが構築できるか

が、重要と考えている。 

 

 



121 

 

 

ここに横組みの図（１ページ）が入ります 
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安藤百福記念 自然体験活動指導者養成センター 運営組織 

顧問  

荒牧 重雄 東京大学名誉教授・火山学者 

林  貞行 元外務事務次官 元駐英特命全権大使 

丸山 庄司 元全日本スキー連盟専務理事 

運営委員会  

委員長 安藤 宏基 
財団法人安藤スポーツ･食文化振興財団 理事長 

日清食品ホールディングス株式会社代表取締役社長・CEO 

副委員長 安藤 徳隆 
財団法人安藤スポーツ･食文化振興財団 副理事長 

日清食品ホールディングス株式会社専務取締役・CMO 

議長 岡島 成行 大妻女子大学教授、安藤百福センター センター長 

委員 飯田 稔 びわこ成蹊スポーツ大学 学長 

芹澤 勤 小諸市長 

水野 正人 ミズノ株式会社 代表取締役会長 

専門委員会  

委員長 節田 重節 NPO法人アウトドアライフデザイン開発機構 会長 

委員 磯野 剛太 社団法人日本山岳ガイド協会 専務理事 

川嶋 直 財団法人キープ協会 環境教育事業部 シニアアドバイザー 

河原塚 達樹 
公益財団法人日本レクリエーション協会 

スポーツ振興政策担当マネージャー 

佐藤 初雄 NPO法人自然体験活動推進協議会 代表理事 

佐藤 博康 松本大学総合経営学部 教授 

下村 善量 独立行政法人国立青少年教育振興機構 教育事業本部長 

中村 達 
アウトドアジャーナリスト・プロデューサー 

安藤百福センター 副センター長 

橋谷 晃 木風舎 代表 

平川 仁彦 財団法人全日本スキー連盟 乗務理事 

平野 吉直 信州大学教育学部 学部長 
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安藤百福記念 自然体験活動指導者養成センター 

2010年度自主開催事業・講座 

 

5/21 安藤百福センター竣工式 

安藤百福センター自主主催事業 

8/21 第1回自然体験入門講座 

    テーマ：「身近な自然を知る、発見する方法」についてやさしく解説する入門講座 

9/25 周辺住民の「施設見学と散策会」 

    見学会と通して周辺住民との交流や安藤百福センターのことを十分に理解してもらうこと 

10/6 専門委員会 

11/4 第2回自然体験入門講座 

    テーマ：「雪山歩き」 

11/6 国際シンポジウム 

「米国の事例に学ぶ、日本の自然体験活動の課題」 

2/5  第3回自然体験入門講座 

    テーマ：「冬でも楽しめる自然体験」 

3/25 専門委員会（地震のため延期）  

3/28 環境思想シンポジウム 

    「環境思想の現代的意味を問う」 

共同主催事業 

8/28 第一回市民公開講座 

    麿 赤兒氏による「表現について～舞踏の視点から～」講演会 

10/18 環境公開講座 

「自然の中でヒトになる」  

10/19 環境公開講座 

    「環境理論とは何か」 

10/20 環境公開講座 

    「地球環境保全と健康」 

11/5 「アウトドアフォーラム」 

       テーマ：「日本のアウトドアズを再考する」 

3/24 ロングトレイルフォーラム（地震のため延期） 
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2010年 5月～2011年 3月  利用状況                                  

日期 利用団体名 研修会名 

5/21 安藤財団 竣工記念式典 

5/26～28 
日清食品ホールディングス 

株式会社 
新入社員研修（森林整備研修含む） 

6/11～13 
NPO法人  

自然体験活動推進協議会 
CONEトレーナー1種養成会 

7/4～7/5 
日清食品ホールディングス 

株式会社 
ライフデザインセミナー研修会 

7/11～13 
日清食品ホールディングス 

株式会社 

自然体験活動指導者養成 

（百福士事業「あやしいオヤジを正しオヤジに 

変える」プロジェクト） 

7/21～22 
日清食品ホールディングス 

株式会社 
内定者研修（A.S.E.研修含む） 

7/25～26 
日清食品ホールディングス 

株式会社 
ライフデザインセミナー研修会 

8/1～4 早稲田大学 集中講義「産業構造の変化と地域の計画」 

8/12～13 
大妻女子大学家政学部 

ライフデザイン学科 
ゼミ研修 

8/21 安藤百福センター 第1回自然体験入門講座 

8/28 
アウトドアライフデザイン 

開発機構／安藤百福センター 
第1回市民公開講座 

8/28～29 
日本アウトドアジャーナリスト

協会 
理事会、総会 

9/4～5 埼玉県ネイチャーゲーム協会 自然体験に関わるスキル向上 

9/9～11 大妻女子大学 集中講義 

9/11～12 
NPO法人  

自然体験活動推進協議会 

CONEトレーナー専門研修会「自然の理解」水辺の 

安全講習会 

9/25 安藤百福センター 周辺地区見学会 

10/1～2 

 

NPO法人  

自然体験活動推進協議会 

CONEトレーナーフォーラム 
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10/2～3 
NPO法人  

自然体験活動推進協議会 
専門研修会「安全管理：リスクマネジャー研修」 

10/6 JEEF自然学校指導者養成 上級指導者の養成 

10/6～7 安藤百福センター 専門委員会 

10/9～10 
公益社団法人  

日本環境教育フォーラム 
環境教育研修合宿 

10/26～27 NPO法人 国際自然大学校 職員研修 

10/27～29 
NPO法人 川に学ぶ体験活動 

協議会 
RACトレーナー研修会 

10/28～29 NPO法人 国際自然大学校 職員研修 

10/29～31 
NPO法人  

自然体験活動推進協議会 
CONEトレーナー1種養成会 

11/5～6 
アウトドアライフデザイン 

開発機構／安藤百福センター 
アウトドアフォーラム＆国際シンポジウム 

11/14 安藤百福センター 第二回自然体験入門講座 

11/17～18 日本山岳ガイド協会 試験検定委員研修 

11/24 浅間山麓国際自然学校 インタープリター養成研修会 

11/27 浅間山麓国際自然学校 インタープリター養成研修会 

12/4～5 
NPO法人  

自然体験活動推進協議会 
専門研修会および学校支援リーダー養成会 

12/12 木風舎 学校支援リーダー養成会 

12/18～19 NPO法人やまぼうし自然学校 自然体験スキルアップ研修 

1/14 小諸市議会事務局 長野県市議会見学会（県内19市） 

1/24～26 立教大学大学院 集中講義 

1/29～30 
NPO法人  

自然体験活動推進協議会 
CONEトレーナー1種認定会 

2/5 安藤百福センター 第３回自然体験入門講座 

3/28 安藤百福センター 環境思想シンポジウム 
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CONE 利用者内訳 

期間 研修会名 受講生 講 師 スタッフ 備考 

6/11～13 トレーナー1種養成会 5 3 4  

9/11～12 専門研修会 4 1 2  

9/12 水辺の安全講習会 4 1 2  

10/1～2 トレーナーフォーラム 6 4 4  

10/2～3 専門研修会 13 5 4  

10/29～31 トレーナー1種養成会 12 3 2  

12/4～5 専門研修会 8   2  

1/29～30 トレーナー1種認定会 16 3 2  

  68名    

 

CONE以外の利用者内訳（上級） 

期間 研修会名 受講生 講師 スタッフ 備考 

10/6～12/9 JEEFプロ養成 3 0 0   

10/26～27 NOTS職員研修① 26 0 0   

10/28～29 NOTS職員研修② 24 0 0   

10/27～29 RACトレーナー研修会 8 0 0   

11/1 日本と自然・自然史 5 0 0 JEEF研修聴講生 

11/3 地域学概論 3 0 0 JEEF研修聴講生 

11/8 教育方法論 1 0 0 JEEF研修聴講生 

11/9 キャンプカウンセリング論① 1 0 0 JEEF研修聴講生 

11/10 キャンプカウンセリング論② 1 0 0 JEEF研修聴講生 

11/17～18 山岳ガイド協会研修 8 0 0   

11/29 国際関係論 6 0 0 JEEF研修聴講生 

12/3 プログラムデザイン① 1 0 0 JEEF研修聴講生 

12/4 プログラムデザイン② 1 0 0 JEEF研修聴講生 

12/6 野外活動論 1 0 0 JEEF研修聴講生 

12/18～19 やまぼうし自然学校職員研修 31 0 0   

  120名    
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2010年6月11日～6月13日  第1回CONEトレーナー1種養成会 

NPO法人 自然体験活動推進協議会 

 

安藤百福センターで初となるCONEトレーナー1種養成会を開催した。講師に森美文氏（森

環境教育事務所）、若林千賀子氏（若林環境教育事務所）、渡辺峰夫氏（日本ネイチャーゲーム

協会）を招き、5 名の参加者を得てトレーナー1 種認定会までに必要な資質とスキルを理解す

るための研修を2泊3日で行った。 

 

CONEの理解 

研修は、定められたカリキュラムに従って

実施された。まず開講式の後、アイスブレイ

クを行い、本養成会の趣旨やCONEの制度、

関連情報の共有等が行われた。その中では、

CONE設立から10年を迎え、CONEを取り

巻く状況が変化しており、それに合わせて

CONE の指導者制度も見直しを行っていることが説明された。また安全管理についても講義

を行い、事故事例などを学びながら事故を起こさないようにするためにはどのようなことに気

を付けなければならないか、学習した。 

 

2 日目は自然の理解、自然と人、社会、文化と

の関わりなどを学ぶため、周辺のフィールド（敷

地内の遊歩道および布引観音）に出て自然観察な

どを行った。とりわけ布引観音は「牛にひかれて

善光寺」の伝説の舞台となった由緒ある寺であり、

実地研修としては最適な場所であった。その後、

指導法および事業評価についての講義を行い、グ

ループワークを通して理解を深めた。 

  センター周辺での実地研修 

 

プログラムづくりの実習 

3日目は、トレーナーにとって必須となる指導者養成事業のプログラムづくりについて、講

義を踏まえて実習を行い、企画と運営を考える際の要点を整理した。そして最後に、認定会ま

でに修得すべきこと（事前課題を含む）などを説明し、研修を締めくくった。 
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2010年9月4日～9月5日 ネイチャーゲームリーダー養成研修トライアル 

埼玉県ネイチャーゲーム協会・長野県ネイチャーゲーム協会合同 

 

 埼玉県、長野県のネイチャーゲーム協会が合同で、次年度行う予定のネイチャーゲームリー

ダー養成講座のトライアル研修会を安藤百福センターにて実施した。埼玉県協会からは指導員

5名、長野県協会からは指導員4名が参加した。 

  

安藤百福センター内フィールド研修 

 初日は、安藤百福センター内のフィールドで、どのような研修プログラムを行うことができ

るかを検証、実践した。遊歩道には、参加者を集める広場や様々な樹木、植物があるので多種

多様なネイチャーゲームを行うことができる。フィールドを確認した後は、実際に研修会で行

うためのネイチャーゲームのトライアルを指導員が交代で実施した。さらに室内において、ト

ライアルの効果や課題を検証し、指導員の自然体験に関わるスキル向上につながった。 

  

近隣フィールド研修 

 2 日目は、安藤百福センターを出発し、近くにある布引観音へ向かった。「牛に引かれて善

光寺」の伝説の舞台となった布引観音では、自然、歴史、文化、社会の関わりを学ぶことがで

きるからだ。 

 参堂の入口には、布引観音の由来が書かれていたので一読し、ここから 20 分ほどの山道を

登って行く。山道の途中には、不動滝、善光寺に通じると言われている穴、牛馬の顔をした岩

など、数多くの歴史や文化を感じられる所があり、参加者の想像を掻き立てた。参加者は布引

観音に関することを事前に予習していたが、実際に見て驚いたようだ。さらに、岩をくり貫い

たトンネルを抜けると、真っ赤な観音堂に到着した。参堂入口から観音堂まで、自然や歴史に

触れながら登り、あらためてそれぞれが繋がっていることを学習できた。 

      

 

今後の活動 

 今回は、指導員の研修会場として利用したが、センター内外ともに多様なフィールドがある

ので、今後のネイチャーゲームリーダー養成講座やインストラクター、コーディネーターの研

修会場としても利用し、活動の幅を広げていきたい。 
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2010年 9月 11日～9月12日  第 1回 CONE専門研修会 

NPO法人 自然体験活動推進協議会 

 

第 1 回 CONE 専門研修会を開催した。これは CONE トレーナー等の上級指導者として必

要なスキルを身につけるために、より専門的な内容の研修を行うものである。今回は名古屋で

開催される生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）を前に「自然の理解～地球の歴史と

生物多様性を学ぶ～」をテーマとし、森環境教育事務所代表の森美文氏を招いて、宇宙の始ま

りから翻って地球の歴史を俯瞰するとともに、なぜ生物多様性が必要なのか、その危機的状況

と保全のあり方をさまざまな角度から探った。 

 

地球の年表づくり            

研修では、まず地球の歴史について過去 46 億年に

おける主要なトピックを取り上げて理解を深めると

ともに、その「見える化」として、時間の長さに合わ

せた変遷の様子を92cmの直線に示した。これにより、

単細胞生物時代がいかに長かったか、また人間活動が

いかに最近の出来事であるか（にもかかわらず、地球

環境への負荷を急激に増して、どれほど悪影響をもた

らしているか）が明らかとなった。 

その後、COP10 を前に理解しておくべきこととして、生物多様性とは何か、生物多様性が

なぜ必要なのか、ディスカッションを交えながら理解を深めた。また、合わせて天体望遠鏡の

使い方についても実機を使って学習したが、夜はあいにくの曇り空であったため、すぐに実践

には生かせなかった。 

 

フィールドにおける生物多様性 

2 日目は、前日の生物多様性に関する理解

を踏まえて、フィールドにおける生物どうし

の繋がりを発見するワークを行った。これは

センター周辺の遊歩道周辺で行ったが、普段

何気なく見えているものでも、生物多様性に

気を付けながら見ると様々な「気づき」があ

ることが明らかとなり、生態系の多様さを再

認識することができた。 

今回は初めての試みであり、また夏休み明け間もないことから参加者は 4 名に止まったが、

その分自然の仕組みについて関心の高い方々が参加し、少人数により理解度が高まって内容の

濃い研修となった。 
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2010年10月2日～3日 CONEリスクマネジャー研修 

NPO法人 自然体験活動推進協議会 

自然体験活動事業者は、安全に事業を実施することが求められており、第一に参加者のため、

第二にスタッフの安全を守ることを念頭に置かなければならない。安全性を高めることにより

団体自身が守られると考え、リスクマネジメントを常に心がける必要がある。この研修は、組

織における自然体験活動の安全対策を担える人材の養成をするため、リスクマネジメント概論

やアクションプラン策定などの内容で実施した。 

 

ケーススタディ「事故発生から対処まで」 

事故は突然起こる。参加者や関係者に正しく対応して、事故をトラブルにしない適切な対応

をしなければならない。事故に遭遇した現場責任者がどう行動をとり、組織の責任者がどうリ

スクを管理するか、事故対応や情報を組織でいかに共有するか、を実際に起きた事故をモデル

ケースについてシミュレーションをおこなった。 

 

アクションプランを策定 

この研修で学んだことを踏まえて、参加者それぞれがアクシ

ョンプランを策定した。優先的に整備すべきところを決めて、

どういうスケジュールで進めていくのか、を決めるのがリスク

マネジャーの役割。それぞれの団体の規模等に応じて、優先順

位に従って無理のない範囲で行っていく。 

リスクマネジャー【risk manager】 

（定 義）リスクマネジャーとは、活動におけるリスクを予測し、事故を起さないための

対策や安全の推進及び提案を行う、団体の安全に関する管理者である。 

また、活動の安全に関する情報の収集や発信、安全管理を普及するものである。但し、安

全に関する全ての責任を負うものではない。 

（役 割）各団体にリスクマネジャーを設置し、次の役割を担う。 

また、団体の代表者はリスクマネジャーを兼務することができる。 

① 活動の安全管理マニュアルの毎年の見直しを行う 

② 活動のスタッフトレーニングの計画、実行の管理をする 

③ 必要かつ適切な保険加入（人、施設、車両等）の確認をする 

④ 団体において実施した「ヒヤリ・ハットアンケート」及び「事故報告」の分析をし 

  適切な対策を施す 

⑤ 最新の事故事例やリスクマネジメントに関する情報を団体内に提供し、共有する 

2010.6.9 CONE安全委員会 

今後自然体験活動推進協議会では、安全な事業運営の継続と安全管理の普及の為、リスクマ

ネジャーを団体または活動現場に1人以上設置することを目指し、登録制度を検討している。 
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2010年10月1日～10月2日  CONEトレーナーフォーラム 

NPO法人 自然体験活動推進協議会 

 

CONE初の試みとして、CONEトレーナーのみを対象としたフォーラム「トレーナーフォ

ーラム」を1泊2日で開催した。これは、従来のトレーナー更新講習会では一部のトレーナー

と数時間程度の意見交換しかできないため、CONE の今後のあり方やトレーナーとして果た

すべき責務等について、深い議論ができるよう設定したものである。 

 

   

 

公開講座「心に響け！自然体感」 

基調講演は、ツリークライミングの第一人者でタレントのジョン・ギャスライト氏を招き、

「心に響け！自然体感」と題してお話をいただいた（この部分のみ一般公開としたので、小諸

周辺をはじめ40名あまりの方が聴講）。日本でツリークライミングを行うに至るまでの生い立

ち、そしてその後の展開について示唆に富む話をされ、また自然体験がなぜ重要なのか、わか

りやすくウィットに富んだ話を聞くことができた。 

 

CONEへの期待とトレーナーの意義 

講演終了後は、講師陣も交えて「CONE への期待とトレーナーの意義」について、夕食を

挟んで約 3 時間に渡ってディスカッションを行った。CONE として行うべきこと、トレーナ

ーとして果たすべき義務など、ディープな意見交換となった。 

 

トレーナー更新講習 

2日目は、通常のトレーナー更新講習会のカリキュラムに従って、CONEの現状と最新動向、

事前課題の共有と提案、および安全管理について講習を行った。ここでも、前日の議論を受け

て、CONE として今後どのような活動を行っていくべきか、具体的な提案や指摘がいくつも

示された。今回は初めての試みであり、また秋の行楽シーズンということもあって本来想定し

ていたトレーナーの参加者は3名に止まったが、講師陣も含めたコアなメンバーでの意見交換

ができ、内容としては有意義なものであった。 
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2010年10月26～27日・28～29日 合同職員研修 

NPO法人 国際自然大学校・NPO法人 千葉自然学校 

 

NPO法人国際自然大学校と、NPO法人千葉自然学校が、合同で職員研修を実施した。それ

ぞれの団体が青少年教育施設の管理運営を行っているため、全員一緒に参加することができな

かったので、二班に分かれて研修を行った。ピッキオの野鳥の森ガイドウォークと、地域文化・

特産の見学、安藤百福センターでは、情報交換と自然学校の課題と展望について議論した。 

   

 ピッキオの野鳥の森ガイドウォーク 

秋の軽井沢の森林を歩き、動植物の解説をして

もらった。参加したほとんどの職員は、普段指導

者として人前に立って野外活動のプログラムを

企画、実施しているので、他団体のプログラムに

参加するのは貴重な経験になった。ピッキオのス

タッフの方の解説はとても分かり易く、参加者の

興味をうまく引き出し、飽きさせない話し方は、

大変勉強になった。さらには、私たちの質問に対

して、回答はもちろん、補足情報まで提供できる知識の豊富さに驚き、自分たちも日々技術を

磨かなければならないと、良い刺激をもらうことができた。 

 

 地域文化・特産の見学 

軽井沢周辺の地域文化・特産を知るため、繁華

街や白糸の滝、マンズワインのワイナリーなどを

訪問した。自然学校は、野外活動を提供する機能

に加え、地域の資源を活かしたプログラムを開発

することで、地域貢献や地域活性化につながるよ

うな機能も果たすことができる。軽井沢周辺でプ

ログラムを企画する際の材料集めをし、また、自

分たちの団体の地域で活用できるものを探った。 

 

情報交換と自然学校の今後 

千葉自然学校へ国際自然大学校の職員が派遣されてはいるものの、各団体の職員が大勢集ま

って、じっくりと話し合いをする機会は今まで無かった。この合同研修によって、自然体験業

界の課題や展望などについて、他団体の意見を聞き、共有する有意義な研修になった。業界の

大きな課題は次世代育成だが、この研修をきっかけに、次世代を担う職員のつながりをもっと

増やし、活用していけるよう、お互いに努力していくことを確認した。 
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2010年10月6日～12月9日 自然学校指導者養成講座 

安藤百福センター協賛事業 

 

 公益社団法人日本環境教育フォーラム主催、安藤百福センター協賛で、自然学校で活躍する

プロの指導者を養成する講座、「自然学校指導者養成講座」が開講された。この講座は、例年3

月に開講し、9 月までの半年間は、全国の自然学校において現場実習を行う。その後は、2 か

月におよぶ座学を行うという長期の養成講座だ。今年度で 11期を迎え、修了生は105名にの

ぼっている。今年は、10 月からの座学会場として安藤百福センターが選ばれた。今期の受講

生は3名。泊まり込みの合宿形式で研修に臨んだ。 

 

プロを目指すための講義 

講義は朝10時から始まり、夕方18時まで行う。中には、池の平湿原や志賀高原に行き、フ

ィールドワークを伴う講義もあった。講義を務める講師陣は多彩で、大学の先生、タレント、

登山家、写真家、ジャーナリスト、インタープリターなど、業界の第一線で活躍されている方々

にご協力いただいた。講義によっては、自然学校で活躍している職員も学べるように、広く聴

講生を募った。また、一般の方々を集めて、公開講座とした講義もあった。 

 

   

受講生の生活 

安藤百福センターは研修施設のため、勉強以外の食事、洗濯、掃除などの生活面についての

活動も、全て自分自身の手で行わなければならない。 

また、長時間の講義を終えた後も、課題レポートが求められる場合があるので、受講生の1

日はとても忙しい。そのような環境の中で生活していると、少ない時間を有効に利用するスケ

ジュール管理能力も自然と身に付いてくる。受講生たちは、講義のある日は集中して学習し、

休暇の日はそれぞれ登山、周辺の自然散策、資格の取得に向かうなどメリハリのある生活を送

った。 
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修了式を終えて 

9ヶ月間におよぶ講座の最後に、修了式が行われた。受講生それぞれから、今後の決意表明

を行い、講座を締めくくった。「長かった講座がようやく終わった」という安堵感と、「これか

らが新たなスタート」という清々しい顔つきが印象的だった。受講生の今後の活躍に期待した

い。 

  

 

 

11期受講生から、受講を終えての感想 

①川道 光司 

JEEF プロ養成講座は受講開始直後からすぐに自然学校での OJT へ入ります。自然学校ま

たは環境教育という業界に関して全く知識がなかった私にとってそれはとても大きな負担で

した。 

私がOJTをうけた自然学校には、私たちJEEFの受講生以外にも、その自然学校で働くた

めにやってきたプロパーの研修生たちがいました。その研修生たちは私よりもはるかにたくさ

んのトレーニングを積み、意識もとても高いものを持っていました。開始当初はとても不安で

ついていくのがやっとでしたが、結果的に見れば、否応なしにそのような状況下に置かれたこ

とで、そのような周りの尊敬できる仲間たちから沢山の刺激を受けることができました。また、

自分の立ち位置を理解することができ、それと同時に大きな危機感や不安、自分の無力さを実

感しましたが、逆にそこに無限の可能性とモチベーションを抱くようになりました。この6か

月の OJT を通じ、自分に何が足りないのか、自分が何をしたいのかを発見できたことは最高

の成果だと思います。 

そして、OJT終了後に小諸の安藤百福センターで受けた講義に関しては、受けた講義の内容

以上に充実した時間を過ごすことができました。それはやはり、OJT中に見つけた自分の課題

がはっきりとあったからだと思っています。最高の場所、最高の環境でひとりの時間を多くと

れたため勉強に集中することができました。また、休日も積極的に利用し自然の中に出かけて

行ったり、この業界の様々な人に会いに行ったり、資格をとったりと自分のスキルアップのた

めに時間を費やすことができました。 

この9か月間はあっという間でしたが、この講座は活かすも殺すも自分次第で目的と意欲を
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持って望めば大変有意義な時間になると思います。これだけの自然学校とのつながりがあるの

もJEEFならではだと思いますし、環境教育分野に携わるそうそうたるメンバーから講義を受

けることができるのもJEEFだけだと思います。現在私は自然学校職員となりましたが、9か

月間は私にとってとても大きな糧となっています。 

 

②平城 早人 

全くの異業種からの転身であったため、OJT（キープ協会）にて実務を経験し、この業界を

選択したのは間違いないことを確信できたのが何よりでした。そしてこの期間でさまざまなプ

ログラムにスタッフとして参加しましたが、プログラム企画、運営、ビジターセンター業務な

どについて体験的に学ぶことができ、なによりキープ協会のスタッフ、外部スタッフ、参加者

からさまざまな刺激をうけることにより、非常に充実した日々を過ごすことができました。現

在、自然学校に勤務しておりますが、OJTでの経験が私にとって一番大きなものとなっており

ます。 

 また、今回の講座では、さまざまな方々と知り合いになることができました。自然学校関係

者、JEEF関係者、その他もろもろですが、これらの人脈はプロ養成講座なくしては作ること

はできませんでした。現在仕事をするうえでも、これらの人脈は生かされております。プロ養

成講座は、私にとって大きな人生の転機となり、自分の人生を見つめなおすことができました。

思い切ってプロ養成講座に飛び込んでみて本当によかったと思っております。 

 

③皆川 紀子 

 精密電子機器メーカーから電気メーカーへと転職をしましたが、26年間、企業に勤めた後、

1年間の農学部の科目等履修生を経ての自然学校指導者養成講座でした。6ヵ月のOJT実習、

安藤百福センターでの基礎課程・専門課程講座、自然学校での実習は、私にとっては、高校生

の頃に一度は目指した道に帰るため、残りの人生を、自分が大切だと思うことに時間を費やす

生活を始める準備期間だったと思います。 

 養成講座を修了して思うのは、自然体験活動や環境教育の普及活動は、発展途上にあるとい

うことです。自然の中にいること、生きものの営みやつながりを発見することは楽しいことで

す。人の暮らしと自然のつながりを実感することも楽しいことです。そんな楽しみを、経済活

動に取り込まれて普通に生活している人に体験してもらい、ライフスタイルを見直すきっかけ

になるような言葉を届けられる指導者がどれくらいいるでしょうか。 

私は、農学部の講義で水俣病問題を提示された時、自分が生きている時代に起きた恐ろしい

できごとに関心を持ち続けていなかった自分を恥ずかしいと思いました。公害問題も環境問題

も、便利で豊かな生活を求めてきた人間の活動が引き起こしたことだと思います。私にはまだ

便利な生活をやめる覚悟ができていませんが、豊かな生活を求める経済活動が隣人の命を奪う

ことにつながるかもしれないということに想像力を働かせて、できるだけ質素に生活していこ

うと思っています。 
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2010年度 自然学校指導者養成講座 講義一覧 

講義名 講師 主な役職 

環境学総論 阿部 治 立教大学社会学部教授、日本環境教育学会会長 

環境教育論 阿部 治 立教大学社会学部教授、日本環境教育学会会長 

高山植物論①② 小林 政明 安藤百福センター職員、浅間山麓国際自然学校自然解説指導員 

自然学校原論 岡島 成行 大妻女子大学教授、安藤百福センターセンター長 

エンターテイメント論 清水 国明 国際Ａ級ロードレースライダー、タレント、歌手、冒険家 

環境思想、環境倫理 加藤 尚武 東京大学特任教授、京都大学名誉教授、鳥取環境大学名誉学長 

森林セラピー論 今井 通子 登山家、日本泌尿器科学会専門医(株）ル・ベルソー代表取締役 

アウトドア映像論①② 武藤 昭 山岳写真家 

生態学概論 青木 良 東京農業大学非常勤講師 

日本と自然・自然史 小泉 武栄 東京学芸大学教授 

環境政策論 岡田 康彦 (社)全国労働金庫協会理事長、(公社)日本環境教育ﾌｫｰﾗﾑ会長  

地域学概論 吉兼 秀夫 阪南大学国際コミュニケーション学部国際観光学科教授 

リスクマネジメント論 佐藤 初雄 国際自然大学校理事長、自然体験活動推進協議会代表理事 

NPO/NGO論 岡島 成行 大妻女子大学教授、安藤百福センター長 

教育方法論 西田 真哉 トヨタ白川郷自然学校学校長 

ｷｬﾝﾌﾟｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ論①② 森園 忠勝 大阪人間科学大学准教授、大阪府キャンプ協会事務局長 

障害者理解 大野 幸男 （財）ハーモニーセンター事業統括本部長 

自然学校運営の基礎 
国際自然大学

校 
（実地研修） 

生き方暮らし方 
ホールアース 

自然学校 
（実地研修） 

エコツーリズム論 広瀬 敏通 NPO法人日本エコツーリズムセンター代表 

国際関係論 眞田 陽一郎 （株）国際開発ジャーナル編集部 

自然解説①② 若林 正浩 山梨県立八ヶ岳自然ふれあいセンター館長 

社会構造論 萩原 なつ子 立教大学社会学部教授 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾃﾞｻﾞｲﾝ①② 若林 正浩 山梨県立八ヶ岳自然ふれあいセンター館長 

野外活動論 星野 敏男 明治大学教授 

ｱｳﾄﾄﾞｱﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ論 中村 達 アウトドアジャーナリスト、安藤百福センター副センター長 

修了講習 若林 千賀子 若林環境教育事務所、NPO法人自然体験活動推進協議会理事 
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2010年10月9日～10月10日 企業人のための野外活動入門 

公益社団法人 日本環境教育フォーラム 

 

 公益社団法人 日本環境教育フォーラムの呼びかけにより、CSR・環境に携わる企業人 4 名

を対象とした、野外活動初心者向けの1泊2日滞在型研修を行った。 

 

小諸周辺のフィールド視察 

 野外活動を行う上で重要となる地域の理解を深めるために、センター周辺のフィールド視察

を行った。また、主要産業である、りんご農家の視察を行った。 

 当日は、あいにくの大雨となったが、雨天時における野外活動の理解を深めるため、安藤百

福センターの小島氏と楊帆氏の協力のもと、野外調理を行った。まずは、自分の体温を下げな

いよう、服装の確認を行い、レインコートを着用した。次に参加者全員でタープの設営を行い、

ロープワークや、効果的なタープ設営の方法・手順について学んだ。 

 続いて、火起こし・設営班と調理準備班に分かれて野外調理の準備を行った。火起こし・設

営班は限られた資材と空間で快適な空間が創出できるよう、工夫を凝らして設営を行った。ま

た、効率的な薪の並べ方などについて学んだ。調理班ではセンター内で、食材の準備を行った。    

 調理メニューとしては、バーベキュー、パエリア、汁物のほか子供向けの活動でも人気の「バ

ウムクーヘンづくり」に挑戦した。 

 天候の影響により、天体観測等はできなかったが、ライトを全て消し、静寂の中でどのよう

な音が聞こえるかを数え、夜の野生生物の息づかいを感じながら、五感で夜の自然を体験する

ミニ・プログラムも行った。 

         

参加者の反応 

センター到着後は気温も低かったため、雨天時の野外活動未経験の参加者もおり、不安が強

いようであったが、自らタープを設営し火起こし・調理をする中で、必ずしも万全の環境では

なくても、野外活動を楽しめることについて理解を深めていただくことができたようだ。また、

特に「バウムクーヘンづくり」は好評であった。各参加者から、今後より一層、野外活動を体

験していきたいという声が聞かれた。 
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2010年10月28日～10月29日 RACトレーナー研修会 

NPO法人 川に学ぶ体験活動推進協議会 

 

 NPO法人川に学ぶ体験活動推進協議会(RAC)では、安藤百福記念 自然体験活動指導者養成

センターにて、RAC トレーナーを養成する研修会を行った。今回の研修会を受け、後日行わ

れるCONEトレーナー1種養成会に参加すると、その後はCONEトレーナー認定会を受講で

き、合格するとCONEトレーナーの資格を取得できる仕組みとなっている。講師 2名、参加

者6名の方々に、各地からご参加いただいた。 

 

講義内容 

 最初は、事前提出していただいた課題を参加者各自が発表し、共有化を行うところからプロ

グラムが始まった。続いて、RACトレーナーがRACリーダーなどの指導者養成講座を開催す

るに当たって必要な、指導者養成講座および関連講座の実務について確認。その後はRAC リ

ーダーなど、RAC の今後目指すべき指導者像を考え、指導者育成制度をワークショップ形式

で検討したり、指導者養成講座を、学びや気づきの多いものにしていくためのテクニックにつ

いて学んだ。 

 最後は、川での活動を実施・中止する際の判断をするためのガイドラインについて、各自が

考察し、研修会を締めくくった。 

 

    

 

研修会を終えて 

今回の研修会に参加した方々は、全員プロとして、川での自然体験に関する活動へ従事して

いる方ばかりであったこともあり、CONEトレーナー1種養成会・認定会へ参加するための要

件を満たすために、各団体の実際の活動を通じた OJT を関係トレーナーが指導する方式で執

り行った。 

 実務経験が豊富な方が対象で、かつ OJT を行う環境が整っている場合は、今回のような手

法もとても有効だと思われる。 
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2010年12月4日～12月5日  第3回CONE専門研修会 

NPO法人 自然体験活動推進協議会 

 

「プログラムデザイン～創造的で実践的なワークショップを企画するために～」をテーマに、

第3回CONE専門研修会を開催した。講師には『ワークショップ～偶然をデザインする技術』

の編著者で、有限会社プラス・サーキュレーション・ジャパン代表の中西紹一氏を招き、創造

的・創発的なワークショップをデザイン・企画するための方法論を学びながら、ワークショッ

プを通じて参加者に満足度の高い学びの機会を提供する手法の習得を目指した。 

 

創発型ワークショップとは            

研修では、7 名の参加者と意見交換をしなが

ら、創発型ワークショップとは何か、また自然

体験活動プログラムを創発型ワークショップ

のスキルを活用して組み立てるにはどうすれ

ば良いかを考えた。その中では、ワークショッ

プの持つ参加性の高い学びがどのような効果

をもたらすのか、企業や大学で行っているワー

クショップの様々な事例を見ながら検証し、そ

の効用を明らかにした（中西氏は、広告・コミュニケーション戦略開発プランナーとして、様々

なCMの企画などに携わっている）。 

また、夜にはデジタルツールの活用方法について学習し、MacintoshやWindowsで有効な

ツールの紹介から実例紹介まで、これまで講師

が担当した具体例から様々な興味深い示唆を

得ることができた。 

 

プログラムデザインへの落とし込み 

2 日目は、前日の研修を踏まえて、創発型ワ

ークショップのノウハウを活用し、自然体験プ

ログラムのデザインを行った。具体的には、各

自で自分が実践したいと思うワークショップについて検討し、それをプログラムデザインに落

とし込んでいくとともに、プレゼンテーションおよび質疑応答、および講評を行って理解を深

めた。 

今回は異業種で活躍されている講師の話であったことから、普段の業務や研修からでは学べ

ない知見を得ることができ、刺激を受けたとの意見が多かった。そのため、今後も同業者のみ

ならず様々な分野で活躍されている方を講師に招いて研修を行うことで、研修内容もより充実

したものにできると思われる。 
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2010年12月18日～12月19日 登録インタープリター2010年事業評価会 

NPO法人 やまぼうし自然学校 

 

やまぼうし自然学校では、年末に毎年1年間の活動内容の反省と交流を目的に評価会を実施

している。例年は、東京（首都圏登録インタープリター）と長野（長野登録インタープリター）

の2会場で、それぞれ別に実施しているが、今年度は、近隣の長野県小諸市にできた安藤百福

センターにて初めて合同で開催し、35名が参加した。 

  

 

  

 

 

佐藤初雄氏による講演 

 NPO 法人国際自然大学校理事長の佐藤初雄氏を招いて、今後の自然体験活動の動向に関す

ること、これから自然学校が取り組むべき課題、NPO で活動する上での心構えなどについて

ご講演いただいた。また、リスクマネジメントに関しては、組織レベルでの安全対策、現場レ

ベルでの安全対策のポイントについてお話を伺い、安全管理マニュアルの作成、スタッフトレ

ーニング、保険内容の把握、下見の大切さや現場で気をつけるポイント、実際に活動する上で

注意しなくてはいけないことなど、リスクマネジメントの難しさと大切さを改めて学ぶことが

できた。 

  

事業評価会 

登録インタープリターの方々から、事前に提出いただいている今年度の評価シートをもとに、

2010年の反省と、2011年に向けて様々なテーマで意見交換を行った。やまぼうし自然学校は

今年で 10 周年を迎えたが、今回初めて開催した合同評価会は、これからの活動と発展に向け

て、とても貴重な内容となった。 
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2011年1月29日～1月30日  CONEトレーナー1種認定会 

NPO法人 自然体験活動推進協議会 

 

平成22年度のCONEトレーナー1種認定会を開催した。講師として、養成会同様、森美文

氏（森環境教育事務所）、若林千賀子氏（若林環境教育事務所）、渡辺峰夫氏（日本ネイチャー

ゲーム協会）の3氏が担当し、16名の参加者に対して、トレーナー1種に必要な資質とスキル

を習得しているか、1泊2日の研修の中で検証した。 

   

自然体験活動憲章の理解 

認定会では、養成会で示した3つの事前

課題に基づき、その習熟度をグループワー

クで確認した。 

※グループは、団体や地域、年齢、性別に

偏りが出ないように、4 人ずつ 4 つに分け

た。また、講師3名および事務局長が各グ

ループのチューターとなって入り、課題に

対する理解度を確認した。 

まず、当日の課題として各自でアイスブレイクの技を披露し、活動に対する実践経験を確認

した。そして第1の課題、自然体験活動憲章の5

項目について、伝えたいこと、思い、考えなどを

自分の言葉で説明し（1項目に対して1人5分）、

それに対して参加者同士で質疑応答を行った。 

続いて第2の課題、指導者養成事業のカリキュ

ラムについて、実経験をもとに（認定会までに養

成事業の全カリキュラムに関わることを義務づ

けている）、活動内容や課題・成果などを各自説

明し、実施において問題となった点や対策などについて議論を行った。 

 

トレーナーとしての責務 

2日目は、第3の課題、指導者の活用についての具体的な活動報告を各自行った後、養成し

た指導者の活躍の場をいかに作っていくか、トレーナーの責務として行うべきことは何か、検

討を行った。 

そして最後に、これまでの内容を踏まえた試験を実施し、トレーナーとしてふさわしい能力

を身につけているかを確認し、研修を締めくくった（合否は指導者委員会で検討した後、理事

会で承認される）。 
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第1回自然体験入門講座（2010年8月21日）   

 

安藤百福センター初の主催講座である、第1回自然体験入門講座を開催した。安藤百福セン

ター職員の小林政明が、「身近な自然を知る、発見する方法」というテーマで講義を行い、お

よそ140名の方々にご参加いただいた。小諸市の身近なフィールドである、浅間山とその山麓

の話を中心に、山での安全管理や、生息する高山植物、動物などの解説をおこなった。 

     

 

安全管理 

山登りで最も重要なのは、自分の身を守るための安全管理方法を身につけること。山は基本

的に自己責任で登る。まず、服装などの装備は、値段が高くても素材のよいものを準備するこ

とが大切。山では、天候が急変して、急に雨に打たれることがある。また、標高が高くなると

気温が下がるので、かいた汗が冷えてしまう。そのままにしておくと、体調を壊してしまい、

最悪事故につながることもある。多少、値段は高いかもしれないが、体温調整をきちんとする

ためにも防水透湿性、保温性などが高い素材を選び、装備を整える。 

携帯食も持参すること。登山は、かなり体力を消耗するので、常に水分やエネルギーの補給

を心がけ、例えば飴やチョコレートなどの携帯しやすくエネルギーを補給しやすいものがおす

すめ。もしもの時の非常食にもなる。どんなに低い山でも甘く見ずに、装備や食糧を整え、し

っかりとした登山計画を立てることで安全で楽しい山登りが可能となる。 

 

浅間連峰の自然 

浅間山は、現在も活動を続けている日本でも有数の活火山。独特の火山地形や貴重な動植物

がたくさん存在している。浅間連峰には、およそ1,150種類の植物があり、中には、ここでし

か見られない特別保護植物もある。高山植物の花が咲く時期は、4月下旬頃から9月の下旬頃

までで、早い開花は「ガンコウラン」や「セリバオオレン」、遅い開花は「オヤマリンドウ」

や「イワインチン」など。中でも6月下旬から7月上旬にかけて、高山植物の女王と呼ばれる

「コマクサ」の花が見頃になる。 

最後に、「今日の講座では、写真を使っていろいろな自然を紹介しましたが、まずは、自然

の中に足を運んでみてください。自然が身近にありすぎて、なかなか行く気にならないかもし
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れませんが、実際に行くことで、写真では分からない、いろいろな顔をした自然を発見するこ

とができると思います」という話で、講義が締めくくられた。 

 

アンケートまとめ 

受講者からの反応や意見： 

・初心者向けで理解しやすく、身近にたくさんの植物が生きていることにびっくりしました。 

・登山に必要な知識と本物の登山用具を見せて頂いた。身近な内容で分かりやすい。今回の講

座を通して自然の素晴しさに興味を持つようになった。 

・花に興味があるから楽しかった。分かりやすく良かった。 

・写真の説明が良かった。植物の写真が良かった。またこのような講座があればよいと思う。

短い時間でしたが充実した内容でした。 

・その他として、「わかりやすい」「山を登ってみたくなりました」「基礎知識として役立つ内

容でした」「山への憧れが具体になりました」「初心者にもわかりやすい内容で大変有意義で

した」「興味深い内容。大変良い講座でした」「入門としての装備などとても参考になりまし

た」「今後は山での実技をやってほしい」などの意見がありました。 
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第1回市民公開講座（2010年8月28日）   

 

日本アウトドアジャーナリスト協会と安藤百福センターの共催事業として、第1回市民公開

講座を開催した。俳優で舞踏家の「麿 赤兒（まろ あかじ）」氏をお招きし、「表現について

～舞踏の視点から～」というテーマで、お話をいただいた。当日は、小諸市内外から約120名

の方々にご参加いただいた。 

 

  

講演に先立ち、今年8月、白馬村で行われた野外講演「星のいとなみ」のDVDを上映した。

闇夜の中で、全身に金粉や白塗りをほどこした、総勢 40 名ほど方々が舞い踊る映像は神秘的

で、しばらくの間、参加者の方々は映像に釘付けになった。 

 

  

麿赤児氏は、舞踏の表現には人類が合理的な日常生活を積み重ねる中で忘れてしまった原始

的な名も無き動作を掘り起こす事によって、我々が天と地の間に在るのだという事を実感でき

る。天と地の間、人間も自然の中の一部であることをゆっくりと実感できる。これは自然体験

活動の感動と同じかもしれない。そして、ご自身の師との出会いの経験から、「技術だけでは

なく、人々を導く事のできる指導者を育てて下さい」と、これからの安藤百福センターに対す

る期待を述べられた。 
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周辺住民の方々をご招待した見学会（2010年9月25日）   

 

安藤百福センター周辺にお住まいの、大久保地区、氷地区、鴇久保地区の住民を招き、説明

会および、見学会を行った。地域住民にとってこの時期は、稲の収穫で忙しい時期ではあるが、

約70名の方々にご参加いただいた。 

  前半は、安藤財団荒金事務局次長から、安藤財団の設立経緯や活動について紹介。創設者

の「食とスポーツは健康を支える両輪である」という思いを理念として、安藤スポーツ・食文

化振興財団を設立。以来、子どもたちの健全な育成のために、陸上競技活動、自然体験活動、

食文化活動、インスタントラーメン発明記念館の運営を4つの柱として公益活動に取り組んで

きたことなどを説明した。 

 また、安藤百福センターの紹介DVD上映を交え、創設者の生誕百周年事業であること、日

本で不足している自然体験活動の指導者を養成するために設立したことを説明。日本初の専門

施設であること、人材育成により、自然体験活動の普及と活性化に取り組むことなど、安藤百

福センターの設立趣旨や事業内容について解説した。 

 後半は、施設内の見学を行い、皆さんは興味津々に館内を巡った。その後、天気に恵まれて

いたので、屋外にある遊歩道を散策。子ども達が楽しそうに、ブランコをこいでいた。  

センターが竣工して4ヶ月、地域との関わりを大切にしながら今後の事業を進めていきたい。 
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環境公開講座①（2010年10月18日）   

 

環境公開講座の初日は、芸能界きってのアウトドア派と呼ばれている、清水国明氏をお招

きして、「自然の中でヒトになる」というテーマで講演をおこなった。 

 

 

アウトドアのプロ 

自分はアウトドアのプロと呼ばれているが、人間はみな生まれた時からプロとしての素質を

持っている。自然の中での強い生存意識を持って生まれたにも関わらず甘い環境の中で生活し

ているため、強い生存意識を失ってしまっている。その意識を取り戻したら、誰でもプロにな

れるはず。実際に、意識を取り戻すことで、見違えるほどたくましくなる子がたくさんいる。 

 

現代の子供たち 

ある時、子どもたちを自然の中へ連れて行くと、驚いたことに、鳥の鳴き声が聞こえない子

どもが大勢いた。これは、本当に聞こえないのではなく、ゲームなどの機械音に囲まれた生活

を送っているため、鳥の鳴き声ではなく、単なる雑音として聞こえたようだ。しかし、自然の

音を聞こうとする意識が無いから、聞こえないだけなので、森の中で時間を取り、じっくりと

耳を澄まして意識させると次第に鳥の鳴き声、水が流れる音、風の音も聞こえるようになる。

また、野外で調理をする時に、マッチをうまく使えない子どもが多いが、何度も挑戦して成功

することで、人間が本来持っている強い生存意識を引き出すことができる。 

 

大人の役割 

便利で快適に生活している、現代の子ども達に、人間として生きていくための、一番最低限

のスイッチを入れることが、我々大人のミッションだ。 

自然から遠ざかり、人としてあってはならないような不自然な出来事が、日常茶飯事に起き

ている。暑くもない、寒くもない、虫もいない、痛くもない、臭くもない、便利で快適な環境

は幸せかもしれないが、それは自然ではなく、不自然なことだ。 

子どもたちに、人間として最低限の、生きていくための力を目覚めさせるためには、大自然

の刺激を入れさせることが必要であり、大人たちは、子ども達に、自然の中で元気にハツラツ

としている背中を見せる義務がある。大人に向かって成長する力が、生きる力を育むのである。 
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環境公開講座②（2010年10月19日）  

  

日本における環境哲学の第一人者、加藤尚武氏が「環境倫理とは何か」というテーマで講演

をおこない、エネルギー問題、生物種の減少・絶滅問題、次世代への責任などの環境問題に対

する基本的な考え方について解説した。 

  

 

地球の現状 

われわれ大量消費の現代文明は、近い将来、どのような未来が待っているのだろうか。それ

は、化石燃料の枯渇や地球温暖化を引き起こし、生物種の減少・絶滅への道へ向かっているだ

ろう。地球を持続させていくためには、何が必要であり、何をやらなければならないのか、考

える必要がある。地球の資源は限られているので人類が今のまま生活していくと、40 年後に

は石油が枯渇してしまうが、代わりとなる資源がまだ登場していない。また、人間だけでなく、

自然界の生物にも生きる権利があるにも関わらず、地球温暖化により生物種の絶滅が加速して

いるため次世代が見ることができない生物がたくさんいる。 

 

現在世代の責任 

現在に生きているわれわれの世代は、未来の世代に資源を残し、つないでいく責任がある。

現在の世代が資源を使い切ると、未来の世代はどうなるのか。例えば、今の私は借金だらけ。

評判が悪く、誰もお金を貸してくれない。その時、私は未来の孫の名前を使って、銀行からお

金をたくさん借りる。自分は楽をして、贅沢な生活をするけれども、将来の孫はどうなるのだ

ろうか。石油は使えば無くなる、生き物も乱獲すれば無くなるということを踏まえた、人間の

生活設計がなければならない。 

 

最後に 

 人間だけでなく、全ての生物に生存権を認め、人間が生物を守る義務がある。また、あらゆ

る生物が絶滅しないように、人間が未来の世代が生きていくための責任を持つ。そして、有限

な地球資源を守るために、人間の利用速度が、資源の再生速度を超えるものであってはならな

い。どれも必要なことだと分かっているが、現実には軌道にのっていない。これを解決するの

が環境倫理という考え方である。 
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環境公開講座③（2010年10月20日）   

 

環境公開講座最終日は、医師であり登山家でもある今井通子氏が、「地球環境保全と健康」

と題して講演を行い、森林の持つ重要な役割についてご説明いただいた。 

 

  

 

森林と地球環境保全 

 森林は、地球環境の保全にとても役立っている。まず、地球温暖化の原因である二酸化炭素

を吸収して気候を緩和する役割。次に大気を浄化して空気を清浄する役割。そして雨を蓄え、

砂漠化を防止する役割。他にも、大雨や洪水による被害を防ぐ、生態系を維持するなど地球環

境にとって様々な役割を果たしている。 

 

森林と健康 

また、森林は人間の健康面にも役立っている。現代生活から発生するストレスが、高血圧や

うつ病、アルコール依存症などの生活習慣病を引き起こす原因の一つとされているが、森林で

の活動は、ストレスを軽減し、生活習慣病を改善・予防する効果がある。過去に、医療・福祉

機関等へのアンケートを行った結果、森林空間の利用に対しての期待が高かった。 

森林は二酸化炭素を吸収し、地球温暖化を防止、生物にとって有害な物質も吸収してくれる

働きがある。また、森林の中に行くことで、健康維持、活性化、ストレスの解消、ガンなどの

病気を予防する効果がある。森林保護活動は、地球環境を守り、人間の健康を守るという二つ

の面があることからも、とても重要な活動である。 

 

森林セラピー体験 

講演前に志賀高原の森林で、参加者 10 名ほどによる、森林セラピー体験を行った。最初に

全員のストレス値を計り、森林の中へ。地元ガイドの案内により、森の中を散策。体操や食事

も含めて、一通りのプログラムが終了。最後にもう一度、ストレス値を計測。参加者のほとん

どのストレス値が下がったことからも、森林の健康に対する効果というものを実感できた。   
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第2回自然体験入門講座（2010年11月14日） 

   

「雪山歩き」をテーマとして、第 2 回自然体験入門講座を開催した。NPO 法人蓼科・八ヶ

岳国際自然学校理事長の米川正利氏をお招きし、山岳ガイド歴 40 年の様々な経験から、雪山

の楽しさや安全管理についてお話をいただいた。 

 

    

雪山の自然体験活動            

冬の八ヶ岳というフィールドを例として挙げると、人気のあるスキーやスノーボード以外に

も、雪があればどこでも歩けるスノーシューイング体験や歩きながらいろいろな動物たちの足

跡を発見して、どんな動物が歩いたか想像することもできる。カモシカ、ウサギ、タヌキ、リ

スなどの足跡を見て、この動物は、どこから来て、どこへ向かったのか？ここで何をしていた

のか？こういったことを想像できるのも、雪山ならではの楽しみ方だ。 

 

雪山の安全管理 

楽しいことの反面、危険もつきもの。雪崩が起きたり、吹雪や濃霧などで、道に迷い遭難す

るなどの危険があるため、安全管理についての準備は重要である。もし遭難したら、救助の連

絡をして、なるべくその場を動かないこと。安易に動くと、さらに迷い込んでしまい、救援隊

が探し出すことが困難になるので、到着するまで待つ。また、仲間が急病や負傷をして、行動

不能になってしまった場合も、助ける前に、まずは自分の身の安全を確認することも大切だ。 

 

初心者の心得 

初心者が雪山を歩くために最低限必要なことは、まず、地図が読めるようになること。雪で

登山ルートが分かりにくいので、夏山よりもはるかに遭難の可能性が高くなる。次に、雪山な

らではの様々な危険を理解すること。自分の技能、経験を考慮して、場合によっては引き返す

ことも考える。そして最後に、雪山を楽しむこと。雪山には、様々な危険があるが、雪が敷き

つめられた白銀の世界は、日常ではなかなか味わえない感動がある。初心者は、最低限これだ

けのこと理解し、安全に楽しく、雪山を歩いてもらいたい。 
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第3回自然体験入門講座（2011年2月5日）   

 

 「冬でも楽しめる自然体験」というテーマで、今年度最後の自然体験入門講座が開催された。

講師は、雪山での活動経験が豊富な、安藤百福センター職員の小林政明が務めた。 

 冬のアクティビティと言えば、スキーやスノーボードのイメージが強いかもしれないが、特

別な技術を必要とせずに遊べる、スノーシューイングの話を中心に、雪山の楽しみ方を解説し

た。 

 

   

 

スノーシューイングとは 

スノーシューとは西洋かんじきのことで、スノーシューを履いて、雪の上を歩くことを、ス

ノーシューイングという。スノーシューは、雪があれば、どこでも歩けるように作られている

ので、普段は歩けない道を散策することができるのも、魅力の一つだ。 

ただし、歩く際には注意しなければならないこともある。例えば、雪庇（せっぴ）と呼ばれ

る雪が張り出しているだけのところを雪道と誤って歩くと、崩れて滑落する可能性がある。他

にも、雪の上は、とても体力を消費することや、自由に歩き回って、道に迷ってしまう危険も

あるので、夏山以上に、自分の体力や経験と相談しながら、コースを考えて登って欲しい。 

 

雪山の楽しみ方 

スノーシューを履いて歩くだけが雪山の楽しみ方ではない。フカフカの雪が積もっていると

ころでは、木に登って雪の中に飛び込んでみたり、下り坂ではお尻で滑ってみたりと、楽しみ

方はアィデア次第である。 

また、風景がとても素晴らしい。雪に太陽が反射して、キラキラと輝いている光景。樹木に

ついた水分が凍った「樹氷」の姿。山頂から見える、真っ白な銀世界の眺めは、言葉で表すの

が難しいほど美しい。 

他にも、かわいい植物の冬芽を見つける、足跡から動物を想像するなど、冬でも十分に自然

体験活動ができる。ぜひ、冬の自然も楽しんでいただきたい。 
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あとがき 

 

 安藤百福センターの研究紀要第一号がようやく出版の運びとなりました。3 月 11 日の大地

震で様々な予定が変更になり、5月には出版する予定が大幅に遅れてしまいました。しかしな

がら、わが国初の民間による自然体験活動上級指導者養成センターの紀要としての内容は充実

したものになったと自負しています。◆特集 1 のアウトドアフォーラムとアメリカのグラン

ド・ティートーン・サイエンス・スクールのジャック・シェア校長を招いた国際フォーラムは、

日本のアウトドアの現状を整理し、今後の方向性を示すことができました。特集3の新たな指

導者制度の展望とともに日本における今後の自然体験活動に大きな影響を及ぼす内容となっ

たと思います。◆特集2の環境思想シンポジウムは自然体験活動や環境教育の基盤としての環

境思想の重要性を一般に訴え、再認識していただく良い機会となりました。地球環境問題の改

善に向けて、また環境教育の普及に向けて今後、環境思想の研究は欠かせないものとなるでし

ょう。その先鞭をつけたシンポジウムになったと思います。安藤百福センターが日本の環境思

想研究の一つの拠点となることができれば幸いです。◆第一号では種々の理由で研究論文を掲

載することができませんでしたが、第二号では研究論文を広く募集する予定にしており、自然

体験活動及び環境思想の研究紀要としてよりしっかりしたものに仕上げていきたいと思って

います。◆第一号の表紙にはヒマラヤ第五の高峰マカルーの写真をあしらいました。写真は長

野県・白馬村の姫川源流で、ぺんしょん・りこぼを経営する室井和彦さんに提供していただき

ました。マカルーはフランス隊が初登頂し、全員登頂という偉業を成し遂げました。幸福な山

と言われ、紀要第一号の表紙にふさわしいと考え採用しました。今後、神々の座といわれるヒ

マラヤの8000ｍ峰14座に順次、表紙を飾っていただこうと思っています。（Ｓ） 

 

 

      

  

             春の浅間山   
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